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一

前
　
言

　
　
　
前
　
　
言

先
秦
の
諸
子
書
の
多
く
が
自
著
で
は
な
く
後
學
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
一
時
期
に
成
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
現
在
定
說
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
近
年

多
く
出
土
し
て
い
る
漢
代
以
前
の
簡
帛
資
料
を
見
る
と
、
そ
れ
ら
が
書
寫
さ
れ
た
當
時
、
一
つ
の
書
で
も
樣
々
な
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
よ
っ
て
現
在
傳

え
ら
れ
る
先
秦
の
書
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
編
纂
過
程
を
經
て
現
在
の
形
に
な
っ
た
も
の
で
、
何
を
も
っ
て
「
原
形
」
と
す
る
の
か
、
ま
た
ど
の
時
點
を
成
立
時
期
と

す
る
の
か
を
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
原
形
」
を
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
、
卽
ち
「
書
物
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
點
の
も
の
と

見
な
す
な
ら
ば
、
「
原
形
」
に
近
い
出
土
文
獻
を
手
が
か
り
と
し
て
そ
の
編
纂
過
程
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

本
論
は
、
『
孫
子
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の
構
造
を
考
察
し
一
編
纂
過
程
の
解
明
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

『
孫
子
』
十
三
篇
は
現
存
す
る
中
国
最
古
の
兵
書
で
あ
る
。
『
史
記
』
卷
六
十
五
孫
子
吳
起
列
傳
に

孫
子
武
者
、
齊
人
也
。
以
兵
法
見
於
吳
王
闔
廬
。
闔
廬
曰
、
子
之
十
三
篇
、
吾
盡
觀
之
矣
。

孫
子
武
は
、
齊
人
な
り
。
兵
法
を
以
て
吳
王
闔
廬
に
見
ゆ
。
闔
廬
曰
く
、
子
の
十
三
篇
、
吾
盡
く
之
を
觀
た
り
、
と
。

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
春
秋
時
代
末
期
の
吳
王
闔
廬
（
在
位
　
紀
元
前
前
五
一
四
年
―
四
九
六
年
）
に
仕
え
た
孫
武
の
著
書
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
以
來
、
『
漢
書
』
藝
文

志
を
は
じ
め
と
し
た
歷
代
の
著
錄
に
そ
の
書
名
が
見
え
、
現
代
に
い
た
っ
て
も
廣
く
愛
讀
さ
れ
て
い
る
。
竝
び
に
『
孫
子
』
十
三
篇
の
體
裁
及
び
內
容
は
、
整
備
さ
れ

首
尾
一
貫
し
て
い
る
も
の
だ
と
評
價
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
果
た
し
て
『
孫
子
』
は
本
當
に
整
備
さ
れ
た
書
だ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
諸
子
書
が
多
く
の
編
纂
過
程
を
經
て
混
亂
し
た
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
『
孫
子
』
も
例
外
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
實
際
に
現
行
本
『
孫
子
』
十
三
篇
を
通
讀
し
て
み
る
と
、
全
體
と
し
て
は
主
旨
が
一
貫
し
て
い
る
よ
う
だ
が
雜
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二

然
と
し
て
お
り
、
そ
の
構
造
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
『
孫
子
』
に
對
す
る
研
究
を
概
觀
し
て
み
る
と
、
成
立
や
著
者
に
つ
い

て
の
論
爭
は
多
い
が
、
全
體
の
構
造
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
は
少
な
い
。
錯
簡
說
も
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
も
一
部
の
文
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
本

論
で
は
一
九
七
二
年
に
銀
雀
山
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
竹
簡
な
ど
新
し
い
資
料
も
使
用
し
、
現
行
本
『
孫
子
』
十
三
篇
に
つ
い
て
再
檢
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
『
孫
子
』

の
構
造
に
お
け
る
問
題
點
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
原
因
で
あ
る
編
纂
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

本
論
の
內
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
章
「
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡
」
で
は
、
ま
ず
從
來
の
研
究
を
概
觀
す
る
と
と
も
に
『
孫
子
』
の
諸
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
述
べ
、
實
際
に
『
孫
子
』
十
三
篇
の

構
造
を
檢
討
し
問
題
點
を
明
確
に
す
る
。
加
え
て
、
行
軍
篇
と
地
形
篇
を
具
體
例
と
し
て
文
・
章
が
篇
の
內
外
で
移
動
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

第
二
章
「
『
孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇
正
」
」
お
よ
び
第
三
章
「
『
孫
子
』
虛
實
篇
考
」
で
は
第
一
章
で
提
示
し
た
、
文
・
章
が
編
纂
過
程
で
移
動
し
た
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
具
體
的
に
兵
勢
篇
・
虛
實
篇
に
焦
點
を
當
て
て
そ
の
構
造
を
再
檢
討
す
る
。
さ
ら
に
、
第
二
章
で
は
「
奇
正
」
、
第
三
章
で
は
「
虛
實
」
と

い
う
篇
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
そ
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
原
形
」
に
近
い
、
漢
簡
以
前
の
舊
態
の
推
測
を
試
み
た
い
。

な
お
、
本
論
で
は
『
孫
子
』
十
三
篇
の
構
造
を
檢
討
す
る
に
あ
た
っ
て
稿
末
に
附
表
を
用
意
し
た
の
で
、
こ
れ
を
參
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
現
行
本
の
底
本
に
は

平
津
館
叢
書
本
『
魏
武
帝
註
孫
子
』
（
『
孫
子
集
成
』
所
收
、
齊
魯
書
社
、
一
九
九
三
年
）
を
用
い
た
。
附
表
の
第
三
欄
「
現
行
本
」
で
こ
の
本
と
東
京
靜
嘉
堂
文
庫
藏
本
『
武

經
七
書
』
（
同
前
『
孫
子
集
成
』
所
收
の
「
續
古
逸
叢
書
」
影
印
本
）
上
海
圖
書
館
藏
本
『
宋
本
十
一
家
注
孫
子
』
（
同
前
『
孫
子
集
成
』
所
收
の
中
華
書
局
影
印
本
）
と
を
對
校

し
て
文
字
の
異
同
箇
所
を
示
し
た
。
次
段
の
「
竹
簡
」
欄
に
つ
い
て
は
、
編
次
等
の
問
題
は
あ
る
が
（
第
一
章
第
二
節
Ⅲ
參
照
）
、
文
物
出
版
社
一
九
八
五
年
本
『
銀
雀

山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕
』
の
摹
本
に
從
い
、
諸
版
本
と
の
異
同
を
示
し
た
（
そ
の
他
、
詳
細
は
附
表
の
凡
例
を
參
照
）
。

　
章
の
區
切
り
方
に
は
諸
說
あ
る
が
、
郭
化
若
氏
『
孫
子
譯
注
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
、
楊
丙
安
氏
『
孫
子
十
一
家
注
校
理
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
）

を
參
考
に
し
て
分
章
し
、
對
句
な
ど
字
句
の
配
置
狀
況
及
び
前
後
の
つ
な
が
り
に
よ
り
さ
ら
に
文
を
分
け
た
。
章
は
大
文
字
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
示
し
、
文
は
數
字
で

示
し
た
。
本
論
中
ゴ
シ
ッ
ク
體
で
示
し
た
記
號
は
附
表
の
も
の
で
あ
る
。
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三

第
一
章
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡

　
　
　
　
第
一
章
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡

こ
の
章
で
は
、
『
孫
子
』
十
三
篇
全
體
を
對
象
と
し
て
、
ま
ず
從
來
の
錯
簡
說
お
よ
び
『
孫
子
』
の
體
裁
に
關
す
る
見
解
を
擧
げ
、
『
孫
子
』
全
體
に
つ
い
て
の
說
が

少
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
『
孫
子
』
の
文
を
檢
討
す
る
前
に
、
使
用
し
た
『
孫
子
』
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
概
要
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
銀
雀
山
漢
墓
か
ら
出

土
し
た
竹
簡
な
ど
の
古
い
形
を
知
る
た
め
の
資
料
に
つ
い
て
問
題
點
を
述
べ
る
。
そ
の
後
、
實
際
に
文
や
字
句
の
排
列
と
い
う
觀
點
か
ら
現
行
本
十
三
篇
全
體
の
構
造

や
文
を
檢
討
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
『
孫
子
』
は
決
し
て
從
來
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
整
備
さ
れ
た
書
で
は
な
く
、
內
容
の
重
複
が
あ
り
、
ま
た
關
聯
の
あ
る
章
が

散
在
し
て
い
る
混
亂
し
た
書
で
あ
り
、
章
や
文
の
編
次
が
變
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
い
。
そ
し
て
章
末
に
變
化
の
例
と
し
て
行
軍
篇
と
地
形
篇

に
つ
い
て
の
問
題
に
言
及
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
一
　
從
來
の
錯
簡
說
と
構
造
に
關
す
る
諸
說

　
　
Ⅰ
　
錯
簡
說
に
つ
い
て

　
所
謂
『
孫
子
』
の

〝
錯
簡
說
〞

と
は
、
元
代
の
張
賁
の
說
に
端
を
發
し
て
い
る
。
張
賁
注
の
單
行
本
は
現
存
し
な
い
が
、
明
代
の
優
れ
た
注
本
の
一
つ
で
あ
る
劉
寅
『
武

經
七
書
直
解
』

（
「
武
經
七
書
」
に
つ
い
て
は
後
述
）
に
一
部
引
用
さ
れ
傳
わ
っ
て
い
る
。
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四

　
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
軍
爭
篇
の
末
文
お
よ
び
九
變
篇
の
冒
頭
の
文
で
あ
る
。
先
ず
左
に
軍
爭
篇
の
末
文
を
錄
し
て
お
く
。
（
以
下
の
『
孫
子
』
二
文
は
『
武
經
七

書
直
解
』
に
據
る
。
）

 
故
用
兵
之
法
、
高
陵
勿
向
、
背
丘
勿
逆
、
佯
北
勿
從
、
銳
卒
勿
攻
、
餌
兵
勿
食
、
歸
師
勿
遏
、
圍
師
必
闕
、
窮
寇
勿
迫
、
此
用
兵
之
法
也
。

故
に
用
兵
の
法
、
高
陵
に
は
向
ふ
こ
と
勿
れ
、
背
丘
に
は
逆む

か

う
る
こ
と
勿
れ
、
佯
北
に
は
從
ふ
こ
と
勿
れ
、
銳
卒
に
は
攻
む
る
こ
と
勿
れ
、
餌
兵
に
は
食
ら
う
こ
と
勿
れ
、
歸

師
に
は
遏と

ど

む
る
こ
と
勿
れ
、
圍
師
は
必
ず
闕
き
、
窮
寇
に
は
迫
る
こ
と
勿
れ
、
此
れ
用
兵
の
法
な
り
。

　
こ
の
文
に
つ
い
て
劉
寅
は
「
此
本
九
變
篇
文
脱
簡
。
在
此
下
文
乃
詳
辯
之
（
此
れ
本
は
九
變
篇
の
文
の
脱
簡
な
り
。
此
の
下
文
に
在
り
て
乃
ち
詳
ら
か
に
之
を
辯
ず
）
」
と

い
い
、
そ
し
て
九
變
篇
の
冒
頭
、

　
　
孫
子
曰
、
凡
用
兵
之
法
、
將
受
命
於
君
、
合
軍
聚
衆
、
圯
地
無
舍
、
衢
地
合
交
、
絕
地
無
留
、
圍
地
則
謀
、
死
地
則
戰
。

孫
子
曰
く
、
凡
そ
用
兵
の
法
、
將 
命
を
君
よ
り
受
け
、
軍
を
合
し
衆
を
聚
め
、
圯
地
に
は
舍や

ど

る
こ
と
無
く
、
衢
地
に
は
交
を
合
は
せ
、
絕
地
に
は
留
ま
る
こ
と
無
く
、
圍
地

に
は
則
ち
謀
り
、
死
地
に
は
則
ち
戰
ふ
。

と
い
う
文
に
關
し
て
、

愚
按
、
杜
牧
張
預
諸
家
註
、
皆
以
此
五
者
為
九
變
之
事
、
殊
不
詳
。
圯
地
無
舍
、
衢
地
合
交
、
圍
地
則
謀
、
死
地
則
戰
四
句
為
九
地
篇
文
、
乃
強
為
之
說
曰
、
九

變
而
止
陳
五
事
者
、
擧
其
大
略
也
。
九
地
篇
中
說
九
地
之
變
唯
言
六
事
者
、
亦
陳
其
大
略
也
。
又
云
、
九
變
卽
九
地
之
變
。
此
言
誠
誤
後
學
。
蓋
九
變
者
用
兵
之

變
法
有
九
也
。
九
地
之
變
者
遇
九
地
而
處
之
有
變
法
也
。
兩
篇
主
意
不
同
。
張
賁
註
、
以
上
篇
高
陵
勿
向
以
下
八
句
、
通
此
篇
絕
地
無
留
一
句
、
共
為
九
變
。
甚

是
有
理
。

愚
按
ず
る
に
、
杜
牧
・
張
預
諸
家
の
註
、
皆
此
の
五
者
を
以
て
九
變
の
事
と
為
す
は
、
殊
に
詳
ら
か
な
ら
ず
。
「
圯
地
無
舍
、
衢
地
合
交
、
圍
地
則
謀
、
死
地
則
戰
」
の
四
句

は
九
地
篇
の
文
と
為
し
、
乃
ち
強
ひ
て
之
が
為
に
說
き
て
曰
く
、
九
變
に
し
て
止
だ
五
事
を
陳
ぶ
る
の
み
は
、
其
の
大
略
を
擧
ぐ
る
な
り
。
九
地
篇
中
に
九
地
の
變
を
說
く
に
、

唯
だ
六
事
を
言
ふ
の
み
も
、
亦
た
其
の
大
略
を
陳
ぶ
る
な
り
、
と
。
又
云
ふ
、
九
變
は
卽
ち
九
地
の
變
な
り
、
と
。
此
の
言
誠
に
後
學
を
誤
ら
し
む
。
蓋
し
九
變
は
用
兵
の
變

法
に
九
有
る
な
り
。
九
地
の
變
は
九
地
に
遇
ひ
て
之
に
處
す
る
に
變
法
有
る
な
り
。
兩
篇
の
主
意
同
じ
か
ら
ず
。
張
賁
註
、
上
篇
の
「
高
陵
勿
向
」
以
下
八
句
を
以
て
、
此
の

篇
の
「
絕
地
無
留
」
の
一
句
と
通
じ
て
、
共
に
九
變
と
為
す
。
甚
だ
是
れ
理
有
り
。

と
說
き
、

〝
九3

變
〞

な
の
に
五3

句
で
あ
る
の
は
槪
略
を
述
べ
て
い
る
の
だ
と
す
る
杜
牧
・
張
預
諸
家
の
說
を
否
定
し
、
「
絕
地
無
留
」
の
一
句
と
前
篇
軍
爭
篇
の
八
句
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第
一
章
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡

と
を
併
せ
て
九
句
と
し
た
張
賁
の
說
を
引
い
て
贊
同
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
九
變
篇
の
半
ば
に
あ
る
「
故
將
通
於
九
變

3

3

之
利
、
知
用
兵
矣
（
故
に
將
の
九
變
の
利
に
通
ず

る
は
、
用
兵
を
知
る
）
」
の

〝
九
變
〞

を
杜
牧
等
が
「
九
地
の
變
」
と
し
た
の
を
駁
し
「
用
兵
の
變
法
に
九
有
る
な
り
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

同
樣
に
明
代
の
優
れ
た
注
本
に
數
え
ら
れ
る
趙
本
學
『
孫
子
書
校
解
引
類
』
も
張
賁
の
說
に
贊
同
し
、
か
つ
こ
の
文
の
「
將
受
命
於
君
、
合
軍
聚
衆
」
の
句
を
、
軍

爭
篇
の
冒
頭
の
文
に
も
あ
る
こ
と
を
根
據
に
誤
謬
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
日
本
に
傳
來
す
る
『
古
文
孫
子
正
文
』
（
後
述
）
で
は
こ
の
說
の
通
り
九
變
篇
の
冒
頭
に
九
句

が
來
て
お
り
、
近
年
に
至
っ
て
も
こ
の
張
賁
及
び
趙
本
學
の
說
は
多
く
の
研
究
者
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
他
に
も
、
張
賁
は
行
軍
篇
の
「
上
雨
水
沫
至
、
欲
涉
者
待
其
定
也
（
上
に
雨
ふ
り
て
水
沫
至
れ
ば
、
涉
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
其
の
定
ま
る
を
待
て
）
」
と
い
う
文
に
つ
い
て
、

前
後
の
關
係
か
ら
「
此
句
當
在
欲
戰
者
無
附
水
而
迎
客
之
下
（
此
の
句
は
當
に

〝
欲
戰
者
無
附
水
而
迎
客
〞

の
下
に
在
る
べ
し
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
金
谷
治
氏
は
、

兵
勢
篇
の
「
紛
紛
紜
紜
、
鬪
亂
而
不
可
亂
也
。
渾
渾
沌
沌
、
形
圓
而
不
可
敗
也
」
と
い
う
句
に
つ
い
て
、
『
通
典
』
兵
典
・
法
制
（
卷
一
四
九
）
で
軍
爭
篇
の
「
『
軍
政
』

曰
…
…
怯
者
不
得
獨
退
」
と
い
う
文
の
後
に
續
け
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
軍
爭
篇
に
あ
る
方
が
適
當
だ
と
い
う
意
見
を
出
し
て
い
る
（
『
新
訂 

孫
子
』
岩
波
文

庫
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

　
ま
た
、
近
年
多
く
構
造
上
に
問
題
あ
り
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
九
地
篇
で
あ
る
。
九
地
篇
は
約
一
〇
六
〇
字
と
十
三
篇
の
中
で
最
も
字
數
が
多
く
、
比
較
的
字

數
の
少
な
い
九
變
篇
の
約
二
四
〇
字
や
火
攻
篇
の
約
二
八
五
字
と
比
較
す
る
と
、
三
倍
以
上
の
長
さ
で
あ
る
。
ま
た
、
前
半
と
後
半
で
同
じ
內
容
の
事
を
述
べ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
後
半
部
分
は
後
人
の
附
加
あ
る
い
は
編
纂
上
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
い
う
說
が
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
Ⅱ
　
『
孫
子
』
全
體
の
構
造
に
對
す
る
見
解

　
以
上
は
一
部
の
文
に
對
し
て
の
意
見
で
あ
る
。
で
は
全
體
の
文
、
構
造
に
對
し
て
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
歷
代
の
主
要
な
研
究
を
槪
觀
し
て
お
こ
う
。
（
な

お
管
見
に
よ
れ
ば
、
篇
別
に
成
立
年
代
や
作
者
が
異
な
る
と
い
う
說
は
今
ま
で
出
さ
れ
て
い
な
い
。
）

　
先
ず
、
宋
代
以
前
で
は
、
曹
操
を
は
じ
め
と
す
る
十
家
注
の
注
釋
者
達
は
、
軍
爭
篇
と
九
地
篇
に
重
複
し
た
文
「
故
不
知
諸
侯
之
謀
者
、
不
能
豫
交
。
不
知
山
林

險
阻
沮
澤
之
形
者
、
不
能
行
軍
。
不
用
鄕
導
者
、
不
能
得
地
利
」
が
あ
る
こ
と
を
強
調
だ
と
解
釋
し
て
お
り
、
文
の
排
列
及
び
全
體
の
構
造
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い

な
い
。
宋
代
に
は
葉
適
等
に
よ
り
偽
書
說
が
出
さ
れ
始
め
た
が

、
『
孫
子
』
が
理
路
整
然
と
し
た
一
つ
の
書
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
は
殆
ど
變
化
は
見
ら
れ
な
い
。
例
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え
ば
、
多
く
の
十
家
（
十
一
家
）
注
系
の
版
本
に
附
刻
さ
れ
て
い
る
鄭
友
賢
『
十
家
註
孫
子
遺
說
幷
序
』
で
は
、
虛
實
篇
を
例
に
擧
げ
て
十
三
篇
は
各
々
主
題
に
沿
っ

た
內
容
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
說
い
て
い
る

。
明
代
に
な
る
と
、
錯
簡
說
な
ど
本
文
に
疑
問
を
示
す
意
見
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
全
體
的
な
構

造
に
關
し
て
は
依
然
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
趙
本
學
は
先
に
紹
介
し
た
錯
簡
說
以
外
に
も
軍
爭
篇
と
九
地
篇
の
重
複
文
に
關
し
て
誤
謬
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

が
、
九
地
篇
の
內
容
の
重
複
に
つ
い
て
は
強
調
だ
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
淸
代
で
は
著
者
論
爭
が
盛
ん
に
な
り
、
偽
書
說
も
多
く
出
さ
れ
た
が
、
一
方
で
孫

星
衍
の
『
孫
子
十
家
注
』
な
ど
考
證
學
に
よ
る
文
字
校
勘
・
訓
詁
學
上
の
發
展
を
遂
げ
た
。
し
か
し
そ
の
『
孫
子
十
家
注
』
に
お
い
て
も
全
體
の
構
造
や
本
文
の
排
列

に
つ
い
て
は
特
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　
『
孫
子
』
の
構
造
に
關
し
て
樣
々
な
意
見
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
よ
う
や
く
近
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
藤
原
隣
・
森
西
洲
兩
氏
は
全
篇
の
構
造
に
關
し
て
、
獨
自
の
見
解
を
展
開
し
た
。
兩
氏
は
『
孫
子
』
書
に
は
直
線
的
組
織
の
他
に
極
め
て
複
雜
な
立
體
的
組
織
が
存

在
し
、
そ
れ
故
に
難
解
で
あ
る
と
解
說
し
て
い
る
（
『
孫
子
新
釋
』
、
弘
道
館
、
一
九
三
六
年
）
。
例
え
ば
、
十
三
篇
の
各
篇
は
軍
爭
篇
を
中
心
と
し
て
、
始
計
篇
―
用
間
篇
、

作
戰
篇
―
火
攻
篇
、
…
…
と
そ
れ
ぞ
れ
相
對
的
な
關
係
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
圖
を
用
い
て
說
明
し
て
い
る
。
從
來
の
錯
簡
說
に
關
し
て
も
、
九
變
篇
と
行
軍
・
地

形
・
九
地
の
諸
篇
の
文
と
の
關
係
を
相
對
的
な
組
織
と
し
て
考
察
し
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た
な
說
を
出
し
た
。
そ
の
說
は
、
劉
寅
說
と
同
じ
く
軍
爭
篇
の
八
句
と
九
變
篇

の
「
絕
地
無
留
」
を
併
せ
て
「
九
變
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
九
變
篇
・
行
軍
篇
・
地
形
篇
・
九
地
篇
を
『
孫
子
』
に
於
け
る

〝
各
論
〞

の
後
半
部
分
に
位
置
付
け
、

行
軍
篇
の

〝
四
軍
〞

〝
二
利
〞

、
地
形
篇
の

〝
六
地
〞

〝
三
形
〞

、
九
地
篇
の

〝
九
地
〞

と
九
句
の
對
應
關
係
を
示
し
て
、
錯
簡
復
元
の
根
據
と
し
て
い
る
。
兩
氏
の

說
は
、
『
孫
子
』
の
各
篇
が
互
い
に
密
接
な
關
係
に
あ
る
こ
と
を
圖
式
に
よ
っ
て
說
明
し
、
か
つ
全
篇
を
體
系
付
け
て
捉
え
た
點
に
お
い
て
興
味
深
い
。

　
『
孫
子
』
十
三
篇
が
科
學
的
體
系
・
首
尾
一
貫
性
を
持
っ
て
い
る
點
は
佐
藤
堅
司
氏
も
指
摘
し
、
特
に
第
一
篇
の
始
計
篇
は
全
體
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
（
『
孫
子
の
思
想
史
的
研
究
～
主
と
し
て
日
本
の
立
場
か
ら
』
、
原
書
房
、
一
九
八
〇
年
）
。
魏
汝
霖
氏
も
各
篇
ご
と
に
圖
式
を
用
い
て
內
容
を
解
釋
し
て
い
る
。
し
か

し
、
藤
原
・
森
兩
氏
と
は
異
な
り
、
『
孫
子
』
に
は
「
完
整
體
系
的
思
想
」
が
有
り
、
斷
章
し
て
意
味
を
取
る
べ
き
で
は
な
く
、
重
複
箇
所
は
そ
の
問
題
の
重
要
性
を

示
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

。
そ
し
て
、
錯
簡
說
お
よ
び
九
地
篇
の
後
人
附
加
說
を
非
難
し
て
い
る
。

　
李
零
氏
は
從
來
の
錯
簡
說
に
つ
い
て
、
古
代
の
書
籍
の
形
態
と
い
う
觀
點
か
ら
言
及
し
て
い
る
。
簡
册
形
態
の
古
書
は
、
多
く
の
獨
立
し
た
意
義
を
持
つ
斷
片
、
つ

ま
り
自
然
に
出
來
た
そ
の
ま
ま
の
章
句
を
合
併
整
理
し
た
も
の
で
、
篇
と
章
の
區
別
は
そ
の
長
さ
に
過
ぎ
ず
、
篇
題
は
識
別
す
る
た
め
に
あ
り
合
わ
せ
の
言
葉
を
つ

け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
篇
題
が
內
容
を
槪
括
し
て
い
な
い
、
篇
の
內
容
が
段
落
ご
と
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
、
篇
と
篇
の
間
で
內
容
が
重
複
し
て
い
る
等
の
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第
一
章
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡

問
題
が
あ
る
。
そ
れ
が
從
來
の
注
家
に
大
雜
把
に

〝
錯
簡
〞

と
言
わ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
嚴
密
に
言
え
ば
、
一
本
の
簡
を
單
位
と
し
て
考
え
る

〝
錯
簡
〞

で
は
な
く

〝

章
句
割
裂
〞

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
意
見
を
出
し
て
い
る

。
そ
の
上
で
、
『
孫
子
』
は
先
秦
書
の
中
で
は
比
較
的
整
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
同
じ

〝
章
句
割

裂
〞

問
題
を
抱
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
九
地
篇
の
重
複
問
題
に
つ
い
て
は
、
①
章
の
內
容
が
重
な
っ
て
い
る
も
の
が
ほ
ぼ
一
對
ず
つ
あ
る
こ
と
、
②
章
の

內
容
が
統
一
性
を
缺
い
て
い
る
こ
と
、
③
篇
全
體
の
文
字
數
が
他
の
篇
に
比
べ
壓
倒
的
に
多
い
こ
と
、
以
上
の
三
點
か
ら
こ
の
篇
は
他
篇
に
編
せ
ら
れ
な
か
っ
た
殘

餘
の
章
句
を
集
成
し
た
篇
で
あ
り
、
九
變
篇
も
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
說
を
出
し
て
い
る
（
「
銀
雀
山
簡
本
《
孫
子
》
校
讀
擧
例
」
、
『
中
華
文
史
論
叢
』
四

輯
、
一
九
八
一
年
十
二
月
）
。

　
以
上
の
說
を
見
て
み
る
と
、
共
通
し
た
認
識
と
し
て
、
十
三
篇
各
篇
が
獨
立
し
た
も
の
で
は
な
く
相
互
に
關
係
が
あ
り
、
全
體
的
に
は
整
理
さ
れ
た
書
だ
と
捉
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
、
錯
簡
な
ど
を
論
じ
る
場
合
は
一
部
の
篇
・
文
を
取
り
上
げ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
全
面
的
改
訂
を
試
み
た
研
究
も
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
天
野
鎭
雄
氏
は
、
九
地
篇
の
み
な
ら
ず
十
三
篇
全
文
に
對
し
て
原
文
が
錯
亂
・
亡
佚
し
補
筆

が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
見
做
し
、
原
文
と
衍
文
の
分
別
・
錯
簡
の
修
正
・
原
文
復
元
を
試
み
て
い
る
（
新
釋
漢
文
大
系
36
『
孫
子
・
吳
起
』
、
明
治
書
院
、
一
九
三
七
年
）
。
ま
た
、

武
内
義
雄
氏
は
內
容
お
よ
び
『
通
典
』
な
ど
諸
書
所
引
の
文
と
の
校
勘
か
ら
文
字
・
錯
簡
の
校
訂
を
し
て
い
る
（
『
武
內
義
雄
全
集
』
第
七
卷
「
孫
子
の
研
究
」
、
角
川
書

店
、
一
九
七
九
年
。
金
谷
治
氏
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
全
集
が
初
出
で
あ
る
が
執
筆
は
一
九
四
九
年
頃
で
あ
ろ
う
と
す
る
）
。
し
か
し
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
全
面
的
な
研
究
は
限

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
擧
げ
た
兩
者
も
銀
雀
山
漢
簡
出
土
前
で
あ
り
漢
簡
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。

二
　
『
孫
子
』
の
テ
キ
ス
ト

　
『
孫
子
』
の
本
文
を
檢
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
必
要
な
の
が
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
狀
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
論
に
使
用
し

た
現
行
本
の
系
統
と
篇
數
の
問
題
、
古
い
形
を
知
る
た
め
の
資
料
で
あ
る
諸
書
の
引
用
文
お
よ
び
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
の
問
題
點
等
に
つ
い
て
說
明
し
て
お
き
た
い
。
な

お
、
版
本
『
孫
子
』
の
系
統
と
注
釋
書
の
歷
史
に
關
し
て
は
、
楊
丙
安
・
陳
彭
兩
氏
共
著
「
《
孫
子
》
書
兩
大
傳
本
系
統
源
流
考
」
（
『
文
史
』
十
七
、
一
九
八
三
年
六
月
）
「
孫

子
兵
學
源
流
述
略
」
（
『
文
史
』
二
十
七
、
一
九
八
六
年
十
二
月
）
及
び
李
零
氏
「
現
存
宋
代
《
孫
子
》
版
本
的
形
成
及
其
優
劣
」
（
『
《
孫
子
》
古
本
研
究
』
所
收
、
北
京
大
學
出

版
社
、
一
九
九
五
年
）
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
概
略
の
み
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
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八

　
　
Ⅰ
　
現
行
本
の
系
統
と
篇
數
の
問
題

『
孫
子
』
の
現
行
本
に
は
大
き
な
二
つ
の
系
統
が
あ
る
。

一
つ
は
「
武
經
七
書
」
本
系
で
あ
る
。
「
武
經
七
書
」
は
、
北
宋
の
元
豐
三
年
に
『
孫
子
』
『
吳
子
』
『
六
韜
』
『
司
馬
法
』
『
三
略
』
『
尉
繚
子
』
『
李
衞
公
問
對
』
の

七
種
の
兵
書
を
武
學
博
士
の
何
去
非
が
校
勘
し
、
國
子
司
業
の
朱
服
が
審
定
し
た
欽
定
本
で
あ
る
。
現
存
最
古
の
版
本
は
東
京
靜
嘉
堂
文
庫
の
も
の
で
、
南
宋
孝
宗
以

降
の
重
刊
本
で
あ
り
、
續
古
逸
叢
書
の
影
印
本
が
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
十
家
（
十
一
家
）
注
」
本
系
で
あ
る
。
魏
の
曹
操
、
梁
の
孟
氏
（
名
は
不
明
）
、
唐
の
李
筌
・

杜
牧
・
陳
暭
・
賈
林
、
宋
の
梅
堯
臣
・
王
晳
・
何
氏
（
何
延
錫
と
言
わ
れ
て
い
る
）
・
張
預
の
十
人
の
注
と
唐
代
の
『
通
典
』
中
の
『
孫
子
』
引
用
文
に
對
す
る
杜
佑
の

注
を
併
せ
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
最
古
の
版
本
は
南
宋
時
代
の
版
刻
と
言
わ
れ
る
上
海
圖
書
館
藏
本
と
北
京
圖
書
館
藏
本
で
、
一
九
六
一
年
に
上
海
圖
書
館
藏
本
を
中

華
書
局
が
影
印
し
た
『
宋
本
十
一
家
注
孫
子
』
が
あ
る
。
（
以
下
、
本
論
に
お
い
て
は
十
一
家
注
は
こ
の
書
を
使
用
し
、
注
記
し
な
い
。
）
現
在
で
は
こ
の
本
が
武
經
七
書
本

と
と
も
に
多
く
『
孫
子
』
研
究
に
使
用
さ
れ
て
い
る

。

　
こ
の
二
つ
の
系
統
の
版
本
は
、
い
ず
れ
も
魏
の
曹
操
注
本
を
も
と
に
し
て
お
り
、
篇
題
・
語
句
の
異
同
は
あ
る
が
體
裁
や
文
の
順
序
に
大
差
は
無
い

。
曹
操
注
本
に

つ
い
て
は
『
隋
書
』
經
籍
志
に
「
孫
子
兵
法
二
卷
　
吳
將
孫
武
撰
、
魏
武
帝
注
。
梁
三
卷
」
と
著
錄
さ
れ
て
お
り
、
傳
本
に
は
宋
版
を
も
と
に
し
た
と
い
う
淸
・
嘉
慶

年
間
の
平
津
館
叢
書
本
『
魏
武
帝
註
孫
子
』
が
あ
る
（
た
だ
し
、
底
本
と
す
る
宋
刊
本
の
傳
存
は
未
詳
）
。

な
お
、
曹
操
注
本
以
外
の
系
統
で
舊
態
を
殘
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
日
本
傳
來
の
『
古
文
孫
子
正
文
』
が
あ
る
。
こ
の
本
は
仙
臺
の
藩
士
櫻
田

子
惠
が
家
傳
の
寫
本
を
校
正
し
、
訓
點
を
施
し
て
嘉
永
五
年
（
一
八
五
三
年
）
に
發
刊
し
た
も
の
で
あ
る
。
家
傳
の
寫
本
と
は
吉
備
眞
備
が
傳
え
た
本
で
あ
る
と
い
わ
れ
、

重
複
文
や
錯
簡
說
の
箇
所
が
諸
本
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
日
本
で
は
曹
操
注
本
以
前
の
形
を
殘
す
系
統
の
本
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
眞
偽

は
定
か
で
は
な
い
。

　
次
に
『
孫
子
』
の
篇
數
に
關
わ
る
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
現
行
本
は
い
ず
れ
も
十
三
篇
で
あ
る
が
、
『
漢
書
』
藝
文
志
に
は
「
吳
孫
子
兵
法
八
十
二

0

0

0

篇
、

圖
九
卷
　
師
古
曰
、
孫
武
也
、
臣
於
闔
廬
」
と
あ
り
、
曹
操
が
八
十
二
篇
を
刪
削
し
て
十
三
篇
に
し
た
と
い
う
說
が
あ
る
。
こ
の
說
は
、
曹
操
序
に

而
但
世
人
未
之
深
亮
訓
說
、
況
文
煩
富
、
行
於
世
者
失
其
旨
要
、
故
撰
為
略
解
。

　
而
る
に
但
だ
世
人
の
未
だ
訓
說
を
深
亮
に
せ
ざ
る
の
み
、
況
ん
や
文
の
煩
富
に
し
て
、
世
に
行
は
る
る
者
其
の
旨
要
を
失
ふ
、
故
に
撰
し
て
略
解
を
為
す
。
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九

第
一
章
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡

と
あ
る
の
を
承
け
、
杜
牧
が
「
注
孫
子
序
」
（
『
樊
川
文
集
』
卷
十
）
で
、

武
所
著
書
、
凡
數
十
萬
言
。
曹
魏
武
帝
削
其
繁
剩
、
筆
其
精
切
、
凡
十
三
篇
、
成
為
一
編
。

　
武
の
著
す
所
の
書
、
凡
そ
數
十
萬
言
。
曹
魏
武
帝
其
の
繁
剩
を
削
り
、
其
の
精
切
を
筆
し
、
凡
そ
十
三
篇
、
成
し
て
一
編
を
為
す
。

と
述
べ
た
こ
と
に
端
を
發
し
た
も
の
で
、
宋
代
の
陳
振
孫
『
直
齋
書
錄
解
題
』
（
卷
十
二
）
も
「
吳
孫
武
撰
、
漢
志
八
十
一
篇
。
魏
武
帝
削
其
繁
冗
、
定
為
十
三
篇
（
吳

孫
武
撰
、
漢
志
八
十
一
篇
。
魏
武
帝
其
の
繁
冗
を
削
り
、
定
め
て
十
三
篇
と
為
す
）
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
史
記
』
孫
子
吳
起
列
傳
の
記
事
と
ほ
ぼ
同
じ
內
容
を
持
つ
銀

雀
山
漢
墓
竹
簡
（
後
述
）
『
孫
子
兵
法
』
佚
篇
「
見
吳
王
」
に
は
旣
に
「
十
三
篇
」
と
い
う
語
が
見
え
、
曹
操
注
本
と
近
い
時
期
の
『
呂
氏
春
秋
』
（
卷
十
九
）
高
誘
注
に

は
「
孫
吳
、
吳
起
孫
武
也
。
吳
王
闔
廬
之
將
也
。
兵
法
五
千
言
是
也
（
孫
吳
と
は
、
吳
起
・
孫
武
な
り
。
吳
王
闔
廬
の
將
な
り
。
兵
法
五
千
言
是
な
り
）
」
と
あ
り
、
現
行
本
の

約
六
千
言
と
近
い
。
ま
た
、
曹
操
注
に
は
「
一
本
曰
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
簡
單
な
校
勘
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
窺
え
、
十
三
篇
の
本
は
曹
操
が
注
を
書
い

た
當
時
、
複
數
存
在
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
殘
り
の
六
十
九
篇
に
つ
い
て
は
、
『
隋
書
』
經
籍
志
に
見
ら
れ
る
『
孫
子
』
十
三
篇
以
外
の
「
吳
孫
子
牝
牡
八
變
陣
圖

二
卷
」「
續
孫
子
兵
法
二
卷
、
魏
武
帝
撰
」「
孫
子
兵
法
雜
占
四
卷
」
と
い
う
書
や
、
漢
簡
の
佚
篇
等
を
含
ん
で
い
た
と
見
ら
れ
て
お
り
、
近
年
で
は
十
三
篇
が

〝
經
〞

、

他
篇
は

〝
注
〞

な
ど
後
人
の
附
加
で
あ
る
と
い
う
の
が
ほ
ぼ
定
說
に
な
っ
て
い
る

。

Ⅱ
　
諸
本
の
引
用
文

『
孫
子
』
の
文
は
樣
々
な
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
多
く
の
文
を
引
い
て
お
り
、
舊
態
を
殘
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
も
の
が
杜
佑
撰
『
通
典
』
で

あ
る

。
『
通
典
』
は
、
史
書
の
「
志
」
を
發
展
さ
せ
た
「
典
」
（
部
門
）
ご
と
に
樣
々
な
經
史
百
家
の
言
を
採
り
入
れ
た
書
で
、
唐
の
貞
元
十
七
年
（
八
〇
一
年
）
に
完
成

し
た
。
杜
佑
は
『
孫
子
』
を
高
く
評
價
し
て
お
り
、
兵
序
で
、

以
為
孫
武
所
著
十
三
篇
、
旨
極
斯
道
。
故
知
往
昔
行
師
制
勝
、
誠
當
皆
精
其
理
。
今
輒
捃
摭
與
孫
武
書
之
義
相
協
、
幷
頗
相
類
者
纂
之
。
庶
披
卷
足
見
成
敗
在
斯
矣
。

以
為
へ
ら
く
孫
武
の
著
す
所
の
十
三
篇
、
旨
は
斯
道
を
極
む
。
故
に
往
昔
の
師
を
行
へ
ば
勝
を
制
す
は
、
誠
に
當
に
皆
其
の
理
に
精
し
う
す
べ
か
ら
ん
こ
と
を
知
る
。
今
輒
ち

孫
武
書
の
義
と
相
協
す
る
を
捃
摭
し
、
幷
び
に
頗
る
相
類
ひ
す
る
者
は
之
を
纂
す
。
庶
く
は
卷
を
披
か
ば
成
敗
斯
に
在
る
を
見
る
に
足
ら
ん
こ
と
を
。

と
述
べ
、
十
三
篇
全
て
で
は
な
い
が
、
逸
文
も
含
め
た
大
部
分
を
「
兵
典
」
の
各
題
の
前
に
引
用
し
て
い
る
。
清
代
の
孫
星
衍
は
舊
態
を
遺
す
も
の
と
し
て
『
孫
子
十
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一
〇

家
註
』
に
お
い
て
『
太
平
御
覽
』

と
と
も
に
校
勘
資
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

現
在
『
通
典
』
の
他
に
校
勘
資
料
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
虞
世
南
『
北
堂
書
鈔
』
、
趙
效
『
長
短
經
』
、
魏
徵
等
奉
勅
編
『
群
書
治
要
』
な
ど
、

主
に
唐
代
の
文
獻
中
に
引
か
れ
て
い
る
『
孫
子
』
の
文
が
擧
げ
ら
れ
る

。
た
だ
し
、
後
漢
か
ら
隋
に
到
る
ま
で
の
度
重
な
る
兵
亂
で
多
く
の
書
が
亡
逸
し
、
輯
集
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
ら
唐
代
の
書
に
使
用
さ
れ
た
『
孫
子
』
の
テ
キ
ス
ト
が
現
行
本
と
同
系
統
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な

い

。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
引
用
文
は
現
行
本
と
比
較
す
る
と
樣
々
な
篇
か
ら
句
や
文
を
抄
錄
し
て
繫
げ
て
お
り
、
原
文
が
そ
の
順
序
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
、

ま
た
字
句
を
書
き
換
え
た
可
能
性
す
ら
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
書
は
內
容
別
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
『
孫
子
』
の
文
・
句
の
內
容
の
相
互
關
係
が
當
時
ど
の

よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
を
窺
う
と
い
う
點
で
は
有
用
で
あ
る
。
ま
た
文
字
の
異
同
の
點
か
ら
見
る
と
、
現
行
本
と
比
較
す
る
と
漢
簡
に
近
い
も
の
が
多
く
、
孫

星
衍
が
考
え
た
よ
う
に
あ
る
程
度
「
原
形
」
に
近
い
舊
態
を
遺
存
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
『
通
典
』
な
ど
で
は
異
な
る
篇
か
ら
引
い
て
い

る
場
合
に
「
又
曰
」
と
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
い
形
の
テ
キ
ス
ト
で
は
引
用
通
り
の
順
に
な
っ
て
い
た
文
が
存
在
し
た
可
能
性
も
窺
わ
せ
參
考
に
な
る
。

　
　
Ⅲ
　
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡

　
一
九
七
二
年
に
山
東
省
臨
沂
縣
銀
雀
山
漢
墓
か
ら
發
掘
さ
れ
た
竹
簡
（
以
下
、
「
漢
簡
」
）
は
、
『
孫
子
』
の
古
い
形
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
研
究
資
料
で
あ
る
。
漢
簡

の
中
に
は
、『
孫
子
』
の
一
部
と
そ
れ
に
關
わ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
文
（
以
下
、「
佚
篇
」
）
の
ほ
か
、
亡
佚
し
て
い
た
『
孫
臏
兵
法
』
と
見
ら
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
。『
孫

臏
兵
法
』
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
「
齊
孫
子
八
十
九
篇
、
圖
四
卷　

師
古
曰
、
孫
臏
也
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
も
の
で
、
著
者
孫
臏
は
『
史
記
』
孫
子
吳
起
列
傳
の
孫
武

の
記
述
に
續
け
て
そ
の
子
孫
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
人
物
で
あ
り
、「
世
に
其
の
兵
法
を
傳
ふ
」
と
兵
法
が
存
在
し
た
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
『
孫
臏
兵
法
』

は
『
漢
書
』
の
記
載
以
降
歷
代
の
著
錄
に
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
漢
簡
發
見
以
前
は
現
行
の
『
孫
子
』
は
孫
臏
が
完
成
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
說
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
墓
の
主
が
埋
葬
さ
れ
た
時
期
は
、
同
時
に
出
土
し
た
『
歷
譜
』
な
ど
か
ら
漢
武
帝
元
光
元
年
（
紀
元
前
一
三
四
年
）
か
ら
同
元
狩
五
年
（
紀
元
前
一
一
八
年
）
の

間
と
推
定
さ
れ
、
簡
が
書
寫
さ
れ
た
時
期
は
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
山
東
省
博
物
館
臨
沂
文
物
組
「
山
東
臨
沂
西
漢
墓
發
現
《
孫
子
兵
法
》
和
《
孫
臏
兵
法
》
等
竹

簡
的
簡
報
」
、
『
文
物
』
二
十
三
號
、
一
九
七
四
年
二
月
）
。
『
孫
子
』
十
三
篇
に
つ
い
て
は
、
全
文
で
は
な
い
が
地
形
篇
を
除
く
十
二
篇
の
簡
が
發
見
さ
れ
て
お
り
、
漢
代
の

劉
向
・
任
宏
の
編
輯

を
受
け
る
前
の
形
を
知
る
上
で
重
要
な
手
掛
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
軍
爭
篇
と
九
變
篇
の
錯
簡
說
に
つ
い
て
い
え
ば
、
漢
簡
に
は
「
倍
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一
一

第
一
章
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡

丘
勿
迎
、
詳
北
勿
從
、
圍
師
遺
闕
、
歸
師
勿
遏
、
此
用
衆
之
法
也
・
四
百
六
十
五
」
と
末
尾
に
字
數
が
記
さ
れ
、
句
の
順
が
異
な
る
こ
と
と
篇
末
の
文
で
あ
る
こ
と
は

判
る
の
だ
が
、
そ
の
上
部
が
缺
け
て
い
る
た
め
全
文
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
續
く
九
變
篇
の
冒
頭
文
も
缺
損
し
て
い
る
た
め
判
斷
で
き
ず
、
從
來
の
說
を
實
證
す
る
材

料
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
漢
簡
を
資
料
と
し
て
使
用
す
る
に
あ
た
り
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
點
が
有
る
。
發
掘
報
告
記
事
に
よ
れ
ば
、
發
見
時
漢
簡
は
長
期
間
泥
水
に
浸

っ
て
い
た
た
め
に
、
簡
册
を
結
ん
で
い
た
紐
は
旣
に
朽
ち
て
結
び
跡
を
殘
す
の
み
で
、
他
の
陪
葬
品
の
壓
迫
に
よ
り
散
亂
し
て
い
た
。
ま
た
、
缺
損
が
著
し
く
、
完
全

に
復
元
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
（
『
文
物
』
同
上
記
事
）
。
そ
の
中
か
ら
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
（
以
下
、
「
整
理
小
組
」
）
は
『
孫
子
』
と
『
孫

臏
兵
法
』
に
關
し
、

　

①
十
三
篇
の
殘
簡
と
『
孫
子
』
佚
篇
及
び
孫
武
の
傳
記

　

②
明
ら
か
に
孫
臏
の
も
の
と
思
わ
れ
る
四
篇

　

③
孫
臏
の
も
の
ら
し
き
一
篇

　

④
「
孫
子
曰
」
で
始
ま
り
、
ど
ち
ら
の
も
の
と
も
言
え
な
い
が
、
文
體
や
風
格
が
十
三
篇
や
佚
篇
と
も
違
っ
て
い
る
も
の

に
分
け
て
い
る
。
佚
篇
に
つ
い
て
は
、
吳
王
闔
廬
と
孫
武
の
問
答
形
式
の
「
吳
問
」
と
、
十
三
篇
の
一
部
に
つ
い
て
說
明
し
た
と
見
ら
れ
る
「
四
變
」
「
黃
帝
伐
赤
帝
」
「
地

刑
〔
形
〕
二
」
（
「
四
變
」
は
整
理
小
組
が
付
け
た
篇
名
）
の
四
篇
で
あ
る
。

　
整
理
小
組
に
よ
る
と
、
漢
簡
は
複
數
人
の
手
で
書
か
れ
た
と
み
ら
れ
書
風
が
不
統
一
で
、
ま
た
書
題
や
著
者
名
な
ど
を
明
確
に
記
し
た
も
の
も
發
見
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
書
を
分
け
る
の
に
は
主
に
內
容
に
據
っ
た
と
い
う
（
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕
』
、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
。
ゆ
え
に
、
李
零
氏
や
金
谷
治
氏
等
は
、
漢
簡

の
出
現
は
『
孫
子
』
作
者
論
爭
に
直
ち
に
決
着
を
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
愼
重
な
態
度
を
取
っ
て
い
る

。
整
理
小
組
自
身
も
、
出
土
し
た
竹
簡
の
中
に
は
現
存
本
に

は
な
い
兵
書
類
が
多
く
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
『
孫
子
』
や
『
孫
臏
兵
法
』
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
實
際
に
一
九
八
五
年
に
出
さ
れ
た

『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕
』
改
訂
版
に
お
い
て
は
、
一
九
七
五
年
に
『
孫
臏
兵
法
』
の
も
の
と
發
表
さ
れ
て
い
た
下
篇
十
五
篇
は
、
『
孫
臏
兵
法
』
の
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
判
明
し
た
と
し
て
除
か
れ
て
い
る

。
『
孫
子
』
十
三
篇
に
つ
い
て
も
、
缺
損
が
多
く
完
全
な
一
本
の
簡
の
姿
の
も
の
は
稀
で
あ
る
。
整
理
小
組
は
形
狀
や
現
行

本
の
文
に
據
っ
て
斷
片
を
組
み
合
わ
せ
て
竝
べ
て
い
る
が
、
字
の
配
置
か
ら
考
え
る
と
同
じ
一
本
の
簡
に
書
か
れ
て
い
た
の
か
疑
問
に
感
じ
る
も
の
も
あ
り
（
次
頁
圖

參
照
）
、
編
次
を
異
に
し
て
い
た
可
能
性
、
あ
る
い
は
別
の
典
籍
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
少
な
く
な
い

。
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一
二

以
上
の
樣
な
漢
簡
の
狀
況
を
併
せ
て
考
え
て
も
、
や
は
り
錯
簡
說
の
箇
所
以
外
に
も
檢
討
す
べ
き
餘
地
が
大
き
く
殘
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に

實
際
に
十
三
篇
全
體
の
構
造
を
見
直
し
、
特
徵
を
指
摘
す
る
こ
と
で
問
題
點
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
三
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
文

　
　
Ⅰ
　
章
　

　
で
は
ま
ず
章
に
つ
い
て
檢
討
し
て
ゆ
こ
う
。

『
孫
子
』
に
は
、
十
三
篇
全
篇
を
通
し
て
、
繰
り
返
し
が
多
く
、
全
體
と
し
て
は
一
貫
し
て
い
る
よ
う
だ
が
內
容
が
し
ば
し
ば
斷
絕
し
て
い
る
、
と
い
う
特
徵
が
あ
る
。

こ
の
特
徵
の
原
因
は
、
章
の
排
列
に
あ
る
。
實
際
に
章
ご
と
に
文
を
切
っ
て
斷
片
の
狀
態
に
し
て
み
る
と
、
同
一
、
も
し
く
は
關
聯
し
た
內
容
の
も
の
が
全
篇
を
通
じ

て
散
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
杜
佑
が
『
通
典
』
に
『
孫
子
』
を
引
用
す
る
際
に
樣
々
な
篇
の
文
や
句
を
拔
粹
し
て
繫
げ
た
の
は
、
そ
の
特
徵
を
反
映
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
以
下
、
例
を
擧
げ
て
檢
討
す
る
。

『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
の
圖
版
。
簡
の
長
さ
は
大
體
二
七
・
五
セ
ン
チ
前
後
で
、
一
簡
の
平
均
字
數
は
三
十
字
餘
と
い
う
。

右
圖
は
火
攻
篇
冒
頭
部
分
の
簡
で
、
文
か
ら
す
る
と
續
い
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ａ
・
ｂ
と
ｃ
で
は
字
間
が
異
な
っ
て
い
る
。
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三

第
一
章
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡

【
同
じ
篇
の
内
部
に
於
て
、
同
一
、
も
し
く
は
關
聯
の
あ
る
内
容
の
章
が
散
在
し
て
い
る
も
の
】

始
計
篇
　
こ
の
篇
で
は
勝
敗
の
計
算
に
つ
い
て
述
べ
た
章
が
散
在
し
て
い
る
。
Ｂ
で
「
勝
敗
を
計
る
要
素
」
に
つ
い
て
述
べ
、
Ｅ
以
降
は
「
兵
と
は
道
で
あ
る
」
「
敵

に
偽
り
を
示
す
」
な
ど
別
の
內
容
を
述
べ
て
か
ら
、
再
び
Ｊ
で
「
廟
算
し
て
算
の
多
い
も
の
が
勝
つ
」
と
述
べ
て
い
る
。

謀
攻
篇
　
こ
の
篇
で
は
戰
わ
ず
に
敵
を
屈
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
章
が
散
在
し
て
い
る
。
「
戰
わ
ず
に
屈
す
る
の
が
善
の
善
」
と
い
う
內
容
を
Ａ
で
述
べ
、
再

び
Ｄ
で
「
戰
上
手
は
戰
わ
ず
に
敵
を
屈
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

軍
爭
篇
　
こ
の
篇
で
は
機
先
を
制
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
章
が
散
在
し
て
い
る
。「
機
先
を
制
す
る
の
は
迂
直
の
計
で
あ
る
」
と
冒
頭
Ａ
で
述
べ
、
再
び
Ｅ
で
「
先

に
迂
直
の
計
を
知
る
者
が
勝
つ
」
と
同
樣
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

地
形
篇
　
こ
の
篇
で
は
地
形
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
が
散
在
し
て
い
る
。
Ａ
で
「
地
形
の
種
類
と
對
應
」
を
述
べ
、
Ｃ
で
「
地
形
を
兵
の
助
け
と
し
て
勝
を
制
す

る
」
と
再
び
言
及
し
て
い
る
。
な
お
、
『
通
典
』
（
卷
一
五
九
）
で
は
「
地
形
者
、
兵
之
助
也
」
と
い
う
文
は
九
地
篇
の
冒
頭
と
併
せ
て
「
地
形
者
、
兵
之
助
。

故
用
兵
有
散
地
、
有
輕
地
…
…
（
以
下
略
）
」
と
引
か
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
繰
り
返
し
に
よ
る
強
調
、
ま
た
は
結
語
と
い
う
意
圖
で
配
置
さ
れ
て
い
る
と
解
釋
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
謀
攻
篇
の
場
合
は
、
Ｄ
は
Ａ

か
ら
始
め
た
內
容
に
對
す
る
結
び
の
章
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
軍
爭
篇
の
例
で
は
、
Ａ
・
Ｂ
と
軍
爭
に
つ
い
て
の
內
容
（
機
先
を
制
す
る
こ
と
）
が
續

き
、
そ
の
後
Ｃ
（
兵
に
必
要
な
知
識
）
・
Ｄ
（
兵
の
行
動
）
と
特
に
こ
の
位
置
で
な
く
て
も
良
い
章
が
入
っ
た
の
ち
に
再
び
Ｅ
で
「
先
知
迂
直
之
計
者
勝
、
此
軍
爭
之
法
也

（
先
に
迂
直
の
計
を
知
る
者
が
勝
つ
、
此
れ
軍
爭
の
法
な
り
）
」
と
述
べ
て
お
り
、
結
語
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、
漢
簡
で
も
Ｄ
７
「
（
こ
の
上
は
缺
損
の
た
め
不
明
）

分
利
、
懸
權
而
動
」
と
Ｅ
８
の
「
先
知
迂
直
之
道
者
」
ま
で
は
同
じ
簡
（
簡
番
號
75a
）
に
續
け
て
書
い
て
あ
り
、
當
時
旣
に
こ
の
編
次
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
地
形

篇
に
つ
い
て
も
、
Ａ
で
は
地
形
の
こ
と
を
述
べ
、
Ｂ
で
は
軍
隊
に
つ
い
て
述
べ
、
Ｃ
で
は
再
び
地
形
を
兵
の
助
け
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
述
べ
、
Ｆ
で
は
再
び
軍
隊

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
Ａ
Ｂ
は
と
も
に
「
將
之
至
任
、
不
可
不
察
也
（
將
の
至
任
に
し
て
、
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
）
」
と
い
う
語
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う

共
通
點
は
あ
る
が
、
や
は
り
Ａ
と
Ｃ
の
間
で
は
內
容
が
斷
絕
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
、
同
一
篇
の
中
で
複
數
の
內
容
が
重
複
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
九
地
篇
は
、
多
く
の
研
究
者
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、

 

Ａ
―
Ｊ
　
戰
地
の
種
類
と
對
應

 

Ｄ
―
Ｏ
　
兵
が
と
る
べ
き
行
動
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一
四

 

Ｅ
―
Ｉ
　
敵
國
で
戰
う
場
合

 
Ｆ
―
Ｎ
　
兵
卒
を
戰
わ
せ
る

と
似
た
よ
う
な
內
容
の
章
が
、
順
序
を
前
後
す
る
も
の
の
前
後
半
で
ほ
ぼ
對
應
し
て
い
る
。
し
か
し
、
九
地
篇
だ
け
で
は
な
く
、
作
戰
篇
で
も
次
に
示
す
と
お
り
同
じ

よ
う
な
二
重
構
造
が
見
ら
れ
る
。

 

Ａ
～
Ｃ
　
兵
に
は
費
用
が
か
か
る
→
持
久
戰
を
避
け
る

 

Ｄ
　
食
糧
は
現
地
で
調
達
す
る
（
對
策
の
一
つ
）

 

Ｅ
、
Ｆ
　
兵
に
は
費
用
が
か
か
る
（
繰
り
返
し
）

 

Ｇ
　
食
糧
は
現
地
で
調
達
す
る
（
繰
り
返
し
）

 

Ｉ
　
敵
の
車
や
捕
虜
で
自
軍
の
補
給
を
す
る
（
對
策
の
一
つ
）

 

Ｊ
　
持
久
戰
を
避
け
る
（
繰
り
返
し
）

【
他
の
篇
に
わ
た
っ
て
、
同
一
、
も
し
く
は
關
聯
の
あ
る
内
容
の
章
が
散
在
し
て
い
る
も
の
】

始
計
篇
　
「
Ｇ
敵
を
動
か
す

」
「
Ｈ
敵
の
虛
を
突
く
」
は
虛
實
篇
の
「
Ｄ
敵
を
動
か
す
」
「
Ｅ
敵
の
虛
を
突
く
」
と
關
聯
が
あ
り
、
文
も
似
て
い
る
。
ま
た
Ｂ
の
後
半

部
分
「
故
校
之
以
計
、
而
索
其
情
」
か
ら
「
吾
以
此
知
勝
負
矣
」
は
謀
攻
篇
の
「
Ｈ
勝
敗
を
知
る
要
素
」
と
內
容
が
似
て
お
り
、
『
通
典
』
で
は
と
も
に

兵
三
「
料
敵
制
勝
」
（
卷
一
五
〇
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

作
戰
篇
　
「
Ａ
兵
に
は
費
用
が
か
か
る
」
は
用
間
篇
の
「
Ａ
兵
に
は
費
用
が
か
か
る
」
と
關
聯
が
あ
り
、
表
現
も
類
似
し
て
い
る
。
な
お
、
整
理
小
組
は
10a
の
簡
を

作
戰
篇
の
も
の
と
し
て
い
る
が
、
「
車
甲
之
奉

3

3

、
日3□

□
□

內3

」
と
あ
り
、
用
間
篇
「
公
家
之
奉

3

3

、
日3

費
千
金
。
內3

外
騒
動
、
…
…
」
の
箇
所
の
も
の
で

あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
用
間
篇
の
142c
も
「
費
日
千
」
と
斷
片
で
あ
り
、
作
戰
篇
の
も
の
と
し
て
も
問
題
は
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
作
戰
篇

の
文
と
用
間
篇
の
冒
頭
の
文
は
漢
簡
で
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

謀
攻
篇
　
「
Ｅ
敵
味
方
の
數
に
よ
る
對
處
」
は
虛
實
篇
の
「
Ｉ
無
形
な
ら
ば
敵
を
分
け
ら
れ
る
」
と
數
に
よ
る
戰
法
と
い
う
點
で
關
聯
が
あ
る
。

軍
形
篇
　
「
Ａ
勝
を
決
め
る
の
は
守
と
攻
で
あ
る
」
は
虛
實
篇
の
「
Ｆ
敵
の
知
ら
な
い
所
を
攻
め
守
る
」
と

〝
攻
・
守
〞

の
語
を
め
ぐ
っ
て
關
聯
が
あ
る
。
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造
と
錯
簡

虛
實
篇
　
冒
頭
の
「
Ａ
戰
地
に
先
に
着
い
た
方
が
有
利
」
は
軍
爭
篇
の
「
Ａ
機
先
を
制
す
る
の
は
迂
直
の
計
で
あ
る
」
「
Ｅ
先
に
迂
直
の
計
を
知
る
者
が
勝
つ
」
か

ら
續
い
た
內
容
で
あ
る
。

軍
爭
篇
　
「
Ｉ
地
へ
の
對
處
」
は
錯
簡
說
で
提
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
九
變
篇
の
「
Ａ
地
へ
の
對
處
」
と
關
聯
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
九
變
篇
の
Ａ
は
九
地
篇
の
「
Ａ

敵
地
の
種
類
と
對
處
」
と
關
聯
が
あ
る
。

地
形
篇
　
「
Ａ
地
形
の
種
類
と
對
應
」
は
九
地
篇
の
「
Ａ
・
Ｊ
敵
地
の
種
類
と
對
處
」
と
關
聯
が
あ
る
。

行
軍
篇
　
「
Ｌ
兵
卒
の
管
理
の
仕
方
」
は
地
形
篇
の
「
Ｆ
兵
卒
の
接
し
方
」
と
關
聯
が
あ
る
。
ま
た
、
軍
隊
の
管
理
と
い
う
點
で
九
地
篇
の
「
Ｆ
兵
卒
を
戰
わ
せ
る
」「
Ｇ

軍
隊
を
ま
と
め
る
」
「
Ｎ
兵
卒
を
戰
わ
せ
る
」
と
も
關
聯
が
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
、
複
數
の
篇
に
わ
た
っ
て
同
じ
內
容
の
章
が
散
在
し
て
い
る
例
は
多
い
。
曹
注
本
以
來
、
各
篇
が
獨
立
し
た
も
の
と
し
て
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、

こ
の
構
造
の
た
め
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
果
た
し
て
、
反
復
に
よ
っ
て
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
上
述
の
他
に

〝
兵
と
は
如
何
な
る
も
の
か
〞

と
い
う
、
兵

卽
ち
戰
爭
お
よ
び
軍
隊
に
對
す
る
論
（
始
計
―
Ａ
・
Ｅ
、
作
戰
―
Ｃ
、
謀
攻
―
Ａ
・
Ｄ
、
軍
爭
―
Ｄ
、
行
軍
―
Ｋ
、
九
地
―
Ｄ
・
Ｋ
、
火
攻
―
Ｆ
）
、
將
軍
に
關
し
て
の
意
見
（
作

戰
―
Ｋ
、
謀
攻
―
Ｆ
、
九
變
―
Ｇ
、
地
形
―
Ｅ
、
九
地
―
Ｈ
、
火
攻
―
Ｆ
）
が
複
數
篇
に
織
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
內
容
か
ら
も
強
調
と
解
釋
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
他
の
事
項
も
含
め
、
前
後
の
章
と
斷
絕
し
た
部
分
も
あ
り
、
全
て
が
意
圖
を
も
っ
て
排
列
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
難
い
。

　
で
は
次
に
章
を
構
成
し
て
い
る
文
に
つ
い
て
、
排
列
、
文
體
の
點
か
ら
檢
討
す
る
。

　
　
Ⅱ
　
文

【
文
の
排
列
】

　
各
章
の
中
で
の
文
の
排
列
は
整
然
と
し
て
お
り
、
論
理
展
開
も
比
較
的
整
っ
て
い
る
。
例
え
ば
始
計
篇
の
Ｂ
は
、

 

勝
敗
を
計
る
要
素
を
列
擧
（
「
故
經
之
以
五
事
」
か
ら
「
五
曰
法
」
）

 

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
說
明
（
「
道
者
」
か
ら
「
不
知
者
不
勝
」
）
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六

 

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
判
斷
す
る
か
（
「
故
校
之
以
計
」
か
ら
「
賞
罰
孰
明
」
）

 
こ
れ
で
勝
負
が
分
か
る
（
「
吾
以
此
知
勝
負
矣
」
）

と
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
式
は
地
形
篇
の
Ａ
・
Ｂ
、
九
地
篇
の
Ａ
、
用
間
篇
の
Ｄ
も
同
樣
で
、
先
ず
說
明
し
た
い
こ
と
や
要
點
を
列
擧
、
そ
れ
か
ら
說
明
を
加
え

る
形
を
と
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
說
明
文
の
中
に
は
、
漢
簡
と
現
行
本
を
比
較
し
て
み
る
と
、
說
明
し
よ
う
と
す
る
語
と
說
明
文
が
混
亂
し
て
い
る
も
の
も

あ
る
。
例
を
擧
げ
る
と
、
九
地
篇
の
24
は
現
行
本
で
は
「
無
所
往
者
、
死
地
也
」
で
あ
る
が
、
竹
簡
で
は
「
倍
固
前
適
〔
敵
〕
者
、
死
地
也

0

0

0

。
毋
所
往
者

0

0

0

0

、
窮
地
也
…
」

と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
後
に
續
く
文
に
い
た
っ
て
は
か
な
り
混
亂
し
て
い
る
。

　
一
方
、
右
の
始
計
篇
や
地
形
篇
な
ど
の
形
に
似
た
も
の
と
し
て
、

 

兵
法
、
一
曰
度
、
二
曰
量
、
三
曰
數
、
四
曰
稱
、
五
曰
勝
。
（
軍
形
篇
Ｅ
15
）

 

凡
地
有
絕
庄
・
天
井
・
天
牢
・
天
羅
・
天
陷
・
天
罷
、
必
亟
去
之
、
勿
近
也
。
（
行
軍
篇
Ｄ
13
）

 

一
曰
火
人
、
二
曰
火
積
、
三
曰
火
輜
、
四
曰
火
庫
、
五
曰
火
隊
。
（
火
攻
篇
Ａ
１
）

も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
列
擧
さ
れ
た
語
句
に
つ
い
て
の
說
明
が
本
文
中
に
は
な
く
、
後
世
の
注
釋
が
そ
れ
に
代
わ
っ
て
い
る
。
な
お
、
行
軍
篇
の
文
に
は
『
太
平

御
覽
』
（
卷
一
八
九
）
に
「
凡
地
多
陷
曲
、
曰
天
井
」
と
い
う
逸
文
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
は
元
來
始
計
篇
や
地
形
篇
な
ど
と
同
樣
の
形
で
あ
っ
た
が
、

後
世
說
明
部
分
が
脱
落
し
た
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
當
時
旣
に
軍
事
用
語
と
し
て
一
般
化
し
て
お
り
、
特
に
說
明
を
加
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
。

　
文
單
位
で
見
て
ゆ
く
と
、
章
の
場
合
と
同
樣
に
、
重
複
し
て
い
る
文
や
內
容
は
同
一
で
表
現
の
み
多
少
異
な
っ
て
い
る
文
が
複
數
あ
る
。
以
下
、
例
を
擧
げ
る
（
傍

線
部
分
が
重
複
、
も
し
く
は
類
似
し
て
い
る
部
分
）
。

　
　
１
・
故
經
之
以
五
事
、
校
之
以
計
、
而
索
其
情
。
（
始
計
篇
Ｂ
２
）

　
　
　
・
故
校
之
以
計
、
而
索
其
情
。
（
同
）

　
　
２
・
利
而
誘
之
、
…
佚
而
勞
之
、
親
而
離
之
。
攻
其
無
備
、
出
其
不
意
。
（
始
計
篇
Ｇ
７
・
Ｈ
８
）

　
　
　
・
故
敵
佚
能
勞
之
、
飽
能
飢
之
、
安
能
動
之
。
出
其
所
不
趨
、
趨
其
所
不
意
。
（
虛
實
篇
Ｄ
４
・
Ｅ
５
）

　
　
３
・
終
而
復
始
、
日
月
是
也
。
死
而
更
生
、
四
時
是
也
。
聲
不
過
五
、
五
聲
之
變
、
不
可
勝
聽
也
。
色
不
過
五
、
五
色
之
變
、
不
可
勝
觀
也
。
味
不
過
五
、
五
味
之
變
、
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不
可
勝
嘗
也
。
（
兵
勢
篇
Ｃ
４
）

　
　
　
・
故
五
行
無
常
勝
、
四
時
無
常
位
、
日
有
短
長
、
月
有
死
生
。
（
虛
實
篇
Ｑ
26
）

　
　
４
・
夫
金
鼓
旌
旗
者
、
所
以
一
人
之
耳
目
也
。
（
軍
爭
篇
Ｆ
９
）

　
　
　
・
故
夜
戰
多
火
鼓
、
晝
戰
多
旌
旗
、
所
以
變
人
之
耳
目
也
。
（
同
）

　
　
５
・
故
不
知
諸
侯
之
謀
者
、
不
能
豫
交
。
不
知
山
林
險
阻
沮
澤
之
形
者
、
不
能
行
軍
。
不
用
鄕
導
者
、
不
能
得
地
利
。
（
軍
爭
篇
Ｃ
５
）

　
　
　
・
故
不
知
諸
侯
之
謀
者
、
不
能
豫
交
。
不
知
山
林
險
阻
沮
澤
之
形
者
、
不
能
行
軍
。
不
用
鄕
導
者
、
不
能
得
地
利
。
（
九
地
篇
Ｌ
26
）

　
　
６
・
孫
子
曰
、
凡
用
兵
之
法
、
將
受
命
於
君
、
合
軍
聚
衆
、
交
合
而
舍
、
莫
難
於
軍
爭
。
（
軍
爭
篇
Ａ
１
）

　
　
　
・
孫
子
曰
、
凡
用
兵
之
法
、
將
受
命
於
君
、
合
軍
聚
衆
、
圯
地
無
舍
、
…
。
（
九
變
篇
Ａ
１
）

　
　
７
・
圯
地
無
舍
、
衢
地
合
交
、
絕
地
無
留
、
圍
地
則
謀
、
死
地
則
戰
。
（
九
變
篇
Ａ
１
）

　
　
　
・
衢
地
則
合
交
、
重
地
則
掠
、
圯
地
則
行
、
圍
地
則
謀
、
死
地
則
戰
。
（
九
地
篇
Ａ
１
）

　
　
８
・
客
絕
水
而
來
、
勿
迎
之
於
水
內
、
令
半
渡
而
擊
之
、
利
。
（
行
軍
篇
Ａ
３
）

　
　
　
・
引
而
去
之
、
令
敵
半
出
而
擊
之
、
利
。
（
地
形
篇
Ａ
１
）

　
　
９
・
我
可
以
往
、
彼
可
以
來
、
曰
通
。
（
地
形
篇
Ａ
１
）

　
　
　
・
我
可
以
往
、
彼
可
以
來
者
、
為
交
地
。
（
九
地
篇
Ａ
１
）

　
　
10
・
投
之
無
所
往
、
死
且
不
北
、
死
焉
不
得
、
士
人
盡
力
。
（
九
地
篇
Ｆ
７
）

　
　
　
・
投
之
無
所
往
、
諸
劌
之
勇
也
。
（
同
13
）

　
　
11
・
合
於
利
而
動
、
不
合
於
利
而
止
。
（
九
地
篇
Ｂ
２
）

　
　
　
・
合
於
利
而
動
、
不
合
於
利
而
止
。
（
火
攻
篇
Ｆ
９
）

　
こ
れ
ら
も
章
の
場
合
と
同
樣
、
例
え
ば
１
は
修
辭
上
の
效
果
を
目
的
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
錯
簡
說
に
關
聯
が
あ
る
７
や
、
同

じ
狀
況
の
も
の
を
指
し
な
が
ら
異
な
る
名
稱
を
用
い
る
９
は
、
修
辭
上
の
效
果
を
狙
っ
た
も
の
と
は
考
え
難
い
。

４
の
二
文
は
現
行
本
で
は
間
に
「
人
旣
專
一
、
…
…
此
用
衆
之
法
也
」
の
一
文
を
挾
ん
で
前
後
に
位
置
す
る
形
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一
八

夫
金
鼓
旌
旗
者

0

0

0

0

0

0

、
所
以
一
人
之
耳
目
也

0

0

0

0

0

0

0

0

。
人
旣
專
一
、
則
勇
者
不
得
獨
進
、
怯
者
不
得
獨
退
、
此
用
衆
之
法
也
。
故
夜
戰
多
火
鼓

0

0

0

0

0

0

、
晝
戰
多
旌
旗

0

0

0

0

0

、
所
以
變
人
之

0

0

0

0

0

耳
目
也

0

0

0

。

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
漢
簡
で
は
、

是
故
晝
戰
多
旌
旗
、
夜
戰
多
鼓
金
、
鼓
金
旌
旗
者
、
所
以
壹
民
之
耳
目
也
。
民

〔
旣
〕
已
槫
〔
專
〕
、
（
下
は
斷
簡
の
た
め
不
明
）

と
二
文
を
併
せ
た
か
の
よ
う
な
一
文
が
「
民
旣
專
一
…
…
」
の
前
に
き
て
い
る
。

こ
の
４
の
例
か
ら
考
え
る
と
、
１
～
10
の
よ
う
な
重
複
文
は
、
後
世
、
似
た
文
あ
る
い
は
別
の
『
孫
子
』
本
の
文
が
竄
入
す
る
な
ど
の
理
由
で
、
現
在
の
形
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

【
文　

體
】

　
現
行
本
の
『
孫
子
』
の
文
は
、
附
表
で
示
し
た
通
り
四
字
句
が
多
く
、
對
句
を
多
用
し
比
較
的
整
え
ら
れ
て
い
る
。
李
零
氏
は
『
孫
子
』
の
文
體
を
『
論
語
』
な
ど

の
語
錄
體
と
『
荀
子
』
な
ど
の
長
い
論
述
體
の
間
の
時
代
に
位
置
づ
け
、
現
行
本
の
「
孫
子
曰
」
と
い
う
各
篇
の
書
き
出
し
な
ど
に
據
り
、
『
墨
子
』
尚
賢
篇
以
下
十

篇
と
類
似
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
「
關
于
銀
雀
山
簡
本
《
孫
子
》
研
究
的
商
榷
」
、
『
文
史
』
七
、
一
九
七
九
年
十
二
月
）
。
し
か
し
、
漢
簡
を
見
る
と
冒
頭
の
「
孫
子
曰
」
の
語

が
無
い
篇
も
あ
り
、
必
ず
し
も
書
き
出
し
だ
け
で
は
判
斷
で
き
な
い
。
ま
た
、
現
行
本
の
文
の
中
で
も
全
て
の
文
體
が
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
他

の
部
分
と
明
ら
か
に
異
な
る
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。

 

①
ア 

微
乎
微
乎
、
至
於
無
形
。
神
乎
神
乎
、
至
於
無
聲
、
故
能
爲
敵
之
司
命
。
（
虛
實
篇
Ｇ
８
）

　
　
　
　
　
　
微
な
る
か
な
微
な
る
か
な
、
無
形
に
至
る
。
神
な
る
か
な
神
な
る
か
な
、
無
聲
に
至
る
、
故
に
能
く
敵
の
司
命
と
為
ら
ん
。

　　
　

イ 

微
哉
微
哉
、
無
所
不
用
間
也
。
（
用
間
篇
Ｅ
６
）
　
　
微
な
る
か
な
微
な
る
か
な
、
間
を
用
ひ
ざ
る
所
無
き
な
り
。

 

②
ア 

敢
問
、
敵
衆
整
而
將
來
、
待
之
若
何
。
曰
、
先
奪
其
所
愛
、
則
聽
矣
。
（
九
地
篇
Ｃ
３
）

　
　
　
　
　
　
敢
へ
て
問
ふ
、
敵
衆
整
に
し
て
將
に
來
た
ら
ん
と
す
、
之
を
待
つ
こ
と
若
何
、
と
。
曰
く
、
先
ず
其
の
愛
す
る
所
を
奪
へ
ば
、
則
ち
聽
か
ん
、
と
。

　　
　

イ 

敢
問
、
可
使
如
率
然
乎
。
曰
、
可
。
夫
吳
人
與
越
人
相
惡
也
、
當
其
同
舟
濟
而
遇
風
、
其
相
救
也
如
左
右
手
。
（
同
Ｇ
15
）

敢
へ
て
問
ふ
、
率
然
の
如
く
な
ら
し
む
べ
き
か
、
と
。
曰
く
、
可
な
り
。
夫
れ
吳
人
と
越
人
と
の
相
惡
む
や
、
其
の
舟
を
同
じ
う
し
て
濟
る
に
風
に
遇
ふ
に
當
り
て
は
、

Ritsumeikan University
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其
の
相
救
ふ
や
左
右
の
手
の
如
し
、
と
。

 

③
ア 
將
聽
吾
計
、
用
之
必
勝
、
留
之
。
將
不
聽
吾
計
、
用
之
必
敗
、
去
之
。
（
始
計
篇
Ｃ
３
）

　
　
　
　
　
　
將も

し
吾
が
計
を
聽
か
ば
、
之
を
用
ふ
れ
ば
必
ず
勝
つ
、
之
に
留
ま
ら
ん
。
將
し
吾
が
計
を
聽
か
ざ
れ
ば
、
之
を
用
ふ
れ
ば
必
ず
敗
る
、
之
を
去
ら
ん
。

　　
　

イ 

吾
以
此
知
勝
負
矣
。
（
同
Ｂ
２
）
　
　
吾
此
を
以
て
勝
負
を
知
る
。

　　
　

ウ 

吾
以
此
觀
之
、
勝
負
見
矣
。
（
同
Ｊ
10
）
　
　
吾
此
を
以
て
之
を
觀
る
に
、
勝
負
見あ

ら
わ
る
。

　　
　

エ 

以
吾
度
之
、
越
人
之
兵
雖
多
、
亦
奚
益
於
勝
哉
。
（
虛
實
篇
Ｌ
16
）
　
　
以
て
吾
之
を
度
る
に
、
越
人
の
兵
多
し
と
雖
も
、
亦
た
奚
ぞ
勝
に
益
せ
ん
や
。

　
①
は
語
錄
體
に
近
い
も
の
で
、
語
氣
が
『
論
語
』
に
見
ら
れ
る
孔
子
の
言
葉
な
ど
に
似
て
い
る
。
鈴
木
直
治
氏
に
よ
れ
ば
、
『
論
語
』
の
同
一
句
の
反
復
は
感
情
を

こ
め
た
言
い
方
で
、
弟
子
が
孔
子
の
話
し
ぶ
り
ま
で
も
傳
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

。
ア
・
イ
の
文
も
そ
れ
に
類
す
る
、
比
較
的
古
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
②
は
『
吳
子
』
『
尉
繚
子
』
な
ど
の
戰
國
中
期
以
降
の
諸
子
書
に
見
ら
れ
る
、
王
の
質
問
に
諸
子
が
答
え
る
と
い
う
對
話
形
式
の
文
體
で
あ
る
。
漢
簡
の
佚
篇
「
吳
問
」

も
吳
王
と
孫
武
の
對
話
形
式
の
文
で
あ
り
、
十
家
注
に
收
め
ら
れ
て
い
る
何
氏
の
九
地
篇
の
注
に
も
吳
王
と
孫
武
の
對
話
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ア
は
同
じ
九
地

篇
の
後
半
に
似
た
內
容
の
句
「
先
其
所
愛
、
微
與
之
期
（
其
の
愛
す
る
所
を
先
に
し
て
、
微
か
に
之
と
期
す
）
」
（
Ｐ
35
）
が
あ
り
、
イ
の
內
容
は
、
孫
武
が
闔
廬
に
十
三
篇

を
奏
上
し
た
と
さ
れ
る
時
期
に
は
ま
だ
吳
と
越
は
仇
讎
同
士
で
は
な
く
、
內
容
が
史
實
と
合
わ
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る

。
こ
れ
ら
は
比
較
的
新
し
い
も
の
で
、

後
世
に
注
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
偽
託
し
て
作
ら
れ
た
も
の
が
混
入
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
③
は
、
「
吾
」
が
他
の
箇
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る

〝
味
方
〞

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
著
者
自
身
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
、
孫
武
の
意
志
を

表
わ
す
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
エ
は
そ
の
す
ぐ
後
に
「
故
曰
、
勝
可
為
也
。
敵
雖
衆
、
可
使
無
鬪
（
故
に
曰
く
、
勝
は
為
る
べ
き
な
り
、
と
。
敵
衆
し
と
雖
も
、
鬪

ひ
無
か
ら
し
む
べ
し
）
」
と
い
う
同
じ
意
味
の
文
章
が
續
い
て
お
り
、
對
話
形
式
を
取
っ
て
は
い
な
い
が
そ
の
文
の
一
部
が
混
入
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
文
も
同
じ
く
越
を
仇
讎
と
見
做
す
內
容
で
あ
り
、
史
實
に
合
わ
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
①
～
③
は
十
三
篇
中
の
他
の
文
と
文
體
の
差
異
が
認
め
ら
れ
、
時
代
も
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
次
に
、
實
際
に
確
認
で
き
る
時
代
的
な
變
化
と
し
て
、
漢
簡
か
ら
宋
代
の
現
行
本
に
至
る
ま
で
の
文
や
語
句
の
變
化
の
狀
況
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
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Ⅲ
　
文
・
語
句
の
變
化

　
漢
簡
の
中
に
は
簡
末
に
數
字
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
幾
つ
か
發
見
さ
れ
て
お
り
、
字
數
を
記
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
軍
爭
篇
の
末
尾
の
簡
に
も

「
四
百
六
十
五
」
の
記
述
が
あ
り
、
假
に
文
が
現
行
本
と
同
じ
か
、
も
し
く
は
近
い
排
列
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
現
行
本
の
軍
爭
篇
は
約
四
百
七
十
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

後
世
補
わ
れ
た
字
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
漢
簡
が
當
時
に
お
い
て
善
本
と
呼
べ
る
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
他
に
比
較
す
る
材
料
が
な
い
の
で
判
斷
で
き

な
い
が
、
劉
向
・
任
宏
の
校
訂
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
よ
り
「
原
形
」
に
近
い
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
前
述
の
通
り
、
漢
簡
は
軍
爭
篇
と
九
變

篇
の
錯
簡
說
に
對
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
有
效
な
資
料
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
語
句
や
字
に
つ
い
て
は
、
附
表
で
示
し
た
と
お
り
判
別
で
き
る
範
圍
だ
け
で
も
異
同
が

多
く
、
變
化
の
樣
子
を
窺
う
こ
と
が
出
來
る
。

【
助
字
の
有
無
】

　
「
於
」
「
而
」
「
也
」
な
ど
の
助
字
の
有
無
は
漢
簡
及
び
諸
版
本
間
で
も
差
異
が
有
り
、
附
表
で
見
る
と
、
前
後
の
句
と
文
字
數
を
整
え
る
、
あ
る
い
は
意
味
の
明
確

化
の
た
め
削
除
・
補
足
さ
れ
た
な
ど
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
例
を
擧
げ
る
と
、
始
計
篇
冒
頭
の
「
孫
子
曰
、
兵
者
、
國
之
大
事
」
の
文
は
、
現
行
本
は
櫻
田
本
を
除

く
諸
本
は
續
く
「
死
生
之
地
、
存
亡
之
道
」
と
三
連
句
に
な
っ
て
お
り
、
「
國
之
大
事
」
と
「
死
生
之
地
」
「
存
亡
之
道
」
は
竝
列
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
漢
簡
で
は
「
國

之
大
事
也3

」
と
一
つ
の
文
と
し
て
區
切
り
こ
の
句
に
重
點
を
お
い
て
い
る
。
中
に
は
こ
の
よ
う
に
文
意
に
關
わ
っ
て
く
る
異
同
も
あ
る
。

【
句
・
語
の
入
れ
替
わ
り
】

　
こ
の
現
象
は
、
現
行
の
諸
版
本
間
で
は
殆
ど
無
い
が
、
現
行
本
と
漢
簡
の
間
で
は
多
く
見
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
、
「
守
則
不
足
、
攻
則
有
餘
」
（
軍
形
篇
Ａ
４
）
は
、
漢
簡
で
は
「
守
則
有
餘

3

3

、
攻
則
不
足

3

3

」
と
な
っ
て
い
る
。
十
家
注
で
は
皆
前
者
に
注
を
施
し
、
例
え
ば

曹
操
は
「
吾
所
以
守3

者
、
力
不
足

3

3

。
所
以
攻3

者
、
力
有
餘

3

3

（
吾
の
守
る
所
以
の
者
は
、
力
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
攻
む
所
以
の
者
は
、
力
餘
り
有
れ
ば
な
り
）
」
と
し
て
い
る
。
淺

野
裕
一
氏
は
こ
の
變
化
に
つ
い
て
、
續
く
「
善
守
者
、
藏
於
九
地
之
下
、
善
攻
者
、
動
於
九
天
之
上
（
善
く
守
る
者
は
、
九
地
の
下
に
藏
れ
、
善
く
攻
む
る
者
は
、
九
天
の

上
に
動
く
）
」
に
漢
簡
で
は
「
善
攻
者
」
の
句
が
な
い
こ
と
と
併
せ
、
元
來
は
攻
擊
よ
り
守
備
の
方
を
有
利
か
つ
積
極
的
な
戰
略
と
し
て
重
ん
じ
て
い
た
『
孫
子
』
の
眞

Ritsumeikan University



二
一

第
一
章
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡

意
を
汲
み
取
れ
な
か
っ
た
後
人
の
改
竄
だ
と
し
て
い
る
（
『
孫
子
』
、
講
談
社
學
術
文
庫
、
一
九
九
四
年
）
。

　
ま
た
、
「
令
發
之
日
、
士
卒
坐
者
涕
霑
襟
、
偃
臥
者
涕
交
頤
（
令
の
發
す
る
の
日
、
士
卒
の
坐
す
者
は
涕 

襟
を
霑
し
、
偃
臥
す
る
者
は
涕 

頤
に
交
は
る
）
」
（
九
地
篇
Ｆ
12
）

は
漢
簡
で
は
「
士
坐
者
涕□

□

」
と
な
っ
て
お
り
、
李
零
氏
の
解
釋
に
よ
る
と
「□

□

」
の
部
分
は
「
韱
臘
」
で
あ
り
「
交
頤
」
と
同
じ
意
味
で
、
「
交
頤
」
と
「
霑
襟
」

の
語
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
（
前
揭
「
銀
雀
山
簡
本
《
孫
子
》
校
讀
擧
例
」
）
。
そ
う
で
あ
れ
ば

〝
坐
っ
て
い
る
者
は
淚
が
頤
（
下
顎
）
で
交
わ
り
、

臥
し
て
い
る
者
は
淚
が
襟
を
濡
ら
す
〞

と
な
り
、
文
意
か
ら
考
え
て
も
そ
の
方
が
適
當
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
右
に
擧
げ
た
二
例
に
つ
い
て
は
、
十
家
注
の
中
に
そ
の
變
化
の
樣
子
を
窺
え
る
よ
う
な
文
は
な
い
の
で
、
曹
操
が
注
を
書
い
た
時
點
で
は
旣
に
大
部
分
が
現
行
本
と

同
樣
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
漢
簡
は
曹
操
が
底
本
と
し
て
使
用
し
た
本
と
は
別
の
系
統
の
本
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

【
語
句
の
異
同
】

　
漢
簡
と
現
行
本
の
文
お
よ
び
諸
版
本
を
比
較
す
る
と
、
使
用
さ
れ
て
い
る
語
も
變
化
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

例
え
ば
「
可
與
之
死
、
可
與
之
生
、
而

―
―
―
―
―

不
畏
危
也
（
之
と
與
に
死
す
べ
く
、
之
と
與
に
生
く
べ
く
し
て
、
危
を
畏
れ
ざ
る
な
り
）
」
（
始
計
篇
Ｂ
２
）
の
傍
線
部
は
漢
簡
で
は
「
民

弗
詭
也
（
民
は
詭

う
た
が

は
ざ
る
な
り
）
」
で
あ
る
。『
通
典
』（
卷
一
四
八
）
で
は
「
而
人
不
佹
（
人
は
佹

う
た
が

は
ず
）
」
に
作
っ
て
お
り
、
淸
代
の
兪
樾
は
曹
注
等
が
「
危
」
字
を
釋
し
「
畏
」

字
に
は
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
基
づ
き
、
も
と
は
「
民
不
危
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
（
『
諸
子
平
議
補
錄
』
卷
三
）
。
そ
う
す
る
と
、
い
ず
れ
も
漢

簡
の
表
現
に
近
い
。
他
に
「
甲
冑
矢
弓
、
戟
楯
矛
櫓
」（
作
戰
篇
Ｆ
７
）
は
『
宋
本
十
一
家
注
孫
子
』
で
は
「
甲
冑
矢
弩3

、
戟
楯
蔽3

櫓
」
に
作
り
、「
蒹
葭
・
林
木
・
蘙
薈
者
」（
行

軍
篇
Ｅ
14
）
も
『
宋
本
十
一
家
注
孫
子
』
で
は
「
葭
葦

3

3

、
山
林

3

3

、
蘙
薈
者
」
に
作
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
文
意
に
は
さ
ほ
ど
大
き
な
影
響
は
な
い
が
、
『
孫
子
』
成
立
を

考
え
る
上
で
、
こ
れ
ら
の
語
が
時
代
を
特
定
す
る
材
料
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　
特
に
異
同
箇
所
が
多
い
篇
と
し
て
は
、
軍
形
篇
が
擧
げ
ら
れ
る
。
篇
中
、
現
行
本
で
「
善
戰
者
」
「
善
用
兵
者
」
と
な
っ
て
い
る
語
が
す
べ
て
漢
簡
で
は
「
善
者
」

と
な
っ
て
お
り
、
「
故
善
戰
者
之
勝
也
、
無
智
名
、
無
勇
功
（
故
に
善
く
戰
ふ
者
の
勝
つ
や
、
智
名
無
く
、
勇
功
無
し
）
」
（
Ｃ
10
）
と
い
う
文
が
、
「
故
善
者
之
戰

0

0

0

0

0

、
無
奇
勝

0

0

0

、

無
亅
名
、
無
勇
功
（
故
に
善
く
す
る
者
の
戰
は
、
奇
勝
無
く
、
亅
〔
智
〕
名
無
く
、
勇
功
無
し
）
」
と
な
っ
て
い
る
（
刑
篇
は
二
種
類
あ
り
、
簡
甲
で
は
「
故
善
者
之
戰
、
無
奇(

簡
番
號
32b)

…
無
智
名
、
無
勇
功
」
、
乙
で
は
「
奇
勝
、
無
亅
名
、
無(

同
42a)

」
）
。
ま
た
、
「
兵
法
、
一
曰
度
…
」
（
Ｅ
15
）
の
「
兵
」
の
字
が
無
く
（
甲
乙
同
じ
）
、
方
克
氏
は
、

こ
の
部
分
は
兵
法
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
法
者
、
曲
制
・
官
道
・
主
用
也
」
（
始
計
篇
Ｂ
２
）
の

〝
法
〞

、
つ
ま
り
政
治
經
濟
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
だ
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と
し
て
い
る
（
『
中
國
軍
事
辯
證
法
史
（
先
秦
）
』
、
科
學
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
。

　
こ
う
し
た
語
の
變
化
は
、
前
述
の
語
順
轉
倒
の
場
合
と
は
異
な
り
、
『
通
典
』
な
ど
の
引
用
文
や
曹
注
を
は
じ
め
と
す
る
十
家
注
の
注
文
の
中
に
、
現
行
本
と
違
う

句
あ
る
い
は
漢
簡
の
文
と
類
似
し
た
句
に
注
を
し
た
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
來
る
。
例
え
ば
、
「
微
哉
微
哉
、
無
所
不
用
間
也
」
（
用
間
篇
Ｅ
６
）
は
漢
簡
で
は
「
密3

我
密3

我
、
毋
所
不
用
間
也
」
で
あ
り
、
張
預
注
は
「
密3

之
又
密3

、
則
事
無
巨
細
、
皆
先
知
也
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
密
」
の
字
の
本
を
見
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
語
句
・
字
の
變
化
に
つ
い
て
は
、
解
釋
の
相
違
、
誤
字
、
錯
簡
な
ど
種
々
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
語
句
の
變
化
は
、
兵
法
書
と
い
う
實
用
書
ゆ

え
に
時
代
や
用
途
に
よ
っ
て
書
き
改
め
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
以
前
は
違
う
場
所
に
あ
っ
た
文
が
排
列
さ
れ
た
た
め
に
、
前
後
と
意

味
が
通
じ
な
い
、
あ
る
い
は
字
數
が
揃
わ
な
い
文
と
な
り
、
そ
の
部
分
に
さ
ら
に
修
正
を
加
え
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
Ⅳ
　
篇

　
現
行
本
の
『
孫
子
』
の
篇
は
始
計
、
作
戰
、
謀
攻
、
軍
形
、
兵
勢
、
虛
實
、
軍
爭
、
九
變
、
行
軍
、
地
形
、
九
地
、
火
攻
、
用
間
の
順
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

編
次
に
つ
い
て
は
、
兵
法
書
と
し
て
理
の
あ
る
順
だ
と
多
く
の
注
者
が
解
說
し
て
い
る
。
內
容
を
考
え
て
も
、
ほ
ぼ
、
始
計
篇
か
ら
虛
實
篇
ま
で
は
戰
略
、
軍
爭
篇
か

ら
用
間
篇
ま
で
は
戰
術
を
述
べ
た
部
分
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
漢
簡
と
共
に
出
土
し
た
木
牘
に
よ
る
と
、
漢
簡
が
書
か
れ
た
當
時
に
は
編
次
が
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
木
牘
は
複
數
の
斷
片
に
割
れ
て
全
て

が
判
讀
で
き
る
狀
態
で
は
な
い
が
、
見
え
る
文
字
か
ら
察
す
る
に
次
頁
の
圖
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
篇
の
編
次
や
篇
名
に
關
し
て
は
諸
說
あ
る
が

、
李
零
氏
は
「
七
埶
三
千□

□

」
と
は
後
半
七
篇
が
『
漢
書
』
藝
文
志
で
い
う
と
こ
ろ
の

〝
形
勢
〞

に
屬
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
指
し
た
も
の
で

、
篇
の
內
容
な
ど
か
ら
、
可
能
性
と
し
て
高
い
の
は
、
計
、
作
戰
、
埶
〔
勢
〕
、
刑
〔
形
〕
、
謀
攻
、
行
軍
、
軍
爭
、
實
虛
〔
虛
實
〕
、
九
變
、

地
刑
〔
形
〕
、
九
地
、
用
間
、
火
攻
の
順
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
。
李
氏
は
こ
れ
ら
の
現
行
本
と
竹
簡
の
差
異
は
傳
授
お
よ
び
整
理
し
た
者
の
解
釋
の
差
異
が
原
因
だ

ろ
う
と
述
べ
て
い
る
（
「
《
孫
子
》
篇
題
木
牘
初
論
」
、
『
文
史
』
十
七
、
一
九
八
三
年
六
月
）
。
確
か
に
、
こ
の
順
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
Ⅰ
で
述
べ
た
虛
實
篇
の
冒
頭
に
軍
爭

篇
の
內
容
に
近
い
文
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
末
尾
と
な
る
火
攻
篇
の
終
わ
り
に
、
開
頭
で
あ
る
始
計
篇
の
「
兵
者
、
國
之
大
事
」
を
受
け
た
兵
に
對
す
る
戒
め
の
文
（
Ｆ
）

が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
納
得
で
き
る
。
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二
三

第
一
章
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡

□

刑

　
行
　
　
　
　
　
九
十
五

九
地

□
□

●

軍

用
間

埶

　
實□

火□七
埶
　
三
千□

□

　
し
か
し
、
こ
の
現
行
本
と
漢
簡
の
差
異
は
果
た
し
て
內
容
の
理
解
の
差
だ
け
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
篇
の
內
容
そ
の
も
の
が
變
化
し
て
い
る
可
能
性
も
な
い

と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
旣
述
の
ご
と
く
、
『
孫
子
』
の
章
や
文
は
一
見
整
理
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
全
體
的
に
內
容
の
重
複
・
斷
絕
な
ど
樣
々
な
問
題

が
あ
り
、
文
や
語
句
も
多
く
變
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
篇
と
い
う
枠
に
拘
ら
ず
、
章
や
文
の
排
列
が
變
化
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
こ
の
章
の
最
後
に
、
そ
の
變
化
の
過
程
が
窺
え
る
例
と
し
て
行
軍
篇
と
地
形
篇
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

「
孫
子
兵
法
篇
題
木
牘
」
摹
本

　
（
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
（
壹
）
』
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
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二
四

　
　
　
四
　
行
軍
篇
と
地
形
篇
に
つ
い
て

　
地
形
篇
は
、
銀
雀
山
漢
墓
の
竹
簡
の
中
に
、
一
文
と
し
て
現
行
本
に
該
當
す
る
も
の
が
發
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
十
三
篇
の
う
ち
地
形
篇
の
み
が
當
時
存
在

せ
ず
後
に
附
加
さ
れ
た
篇
だ
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
木
牘
に
は
「□

刑
」
と
い
う
篇
題
が
書
か
れ
て
お
り
、
ま
た
「
地
刑
〔
形
〕
二
」
と
背
に
書
か
れ
た
簡
を

含
む
佚
篇
が
見
つ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
や
は
り
當
時
も
「
地
刑
〔
形
〕
」
と
題
さ
れ
た
篇
は
存
在
し
た
と
見
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
佚
篇
「
地
刑
二
」
は
、
篇
題
か
ら
す
る
と
地
形
篇
を
解
說
し
た
も
の
、
も
し
く
は
同
篇
に
関
連
が
あ
る
內
容
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
整
理
小
組
が
ま

と
め
た
簡
の
全
文
を
見
て
み
よ
う
（
な
お
整
理
小
組
は
、
書
體
お
よ
び
內
容
か
ら
分
け
た
が
、
斷
片
の
狀
況
か
ら
簡
の
排
列
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
い
る

）
。

地
刑
二
（
簡
番
號
178
背
）
　
凡
地
刑
〔
形
〕
東
方
為
左
、
西
方
為
（
右
）
…
…
（
178
）

…
…
首
、
地
平
用
左
、
軍
…
…
（
179
）

地
也
。
交□

水□

…
…
（
180
）

者
、
死
地
也
。
產
草
者□

…
…
（
181
）

地
剛
者
、
毋□

□
□

也□

…
…
（
182
）

（
天
）
離
、
天
井
、
天
宛□

…
…
（
183
）

是
胃
〔
謂
〕
重
利
。
前
之
、
是
胃
〔
謂
〕
猒
守
。
右
之
、
是
胃
〔
謂
〕
天
固
。
左
之
、
胃
〔
謂
〕
…
…
（
184
）

所
居
高
曰
建
堂
、□

曰□

…
…
（
185
）

…
…□

遂
、
左
水
曰
利
、
右
水
曰
積
…
…
（
186
）

…
…□

五
月
度□

地
、
七
月□

…
…
（
187
）

三
軍
出
陳
〔
陣
〕
、
不
問
朝
夕
、
右
負
丘
陵
、
左
前
水
澤
、
順
者
…
…
（
188
）

九
地
之
法
、
人
請
〔
情
〕
之
里
〔
理
〕
也
、
不
可
不□

…
…
（
189
）

こ
の
よ
う
に
「
離
、
天
井
、
天
宛□

」
「
死
地
」
「
九
地
之
法
」
な
ど
の
語
か
ら
見
る
と
、
現
行
本
の
行
軍
篇
（
13
「
凡
地
有
絕
庄
・
天
井

3

3

・
天
牢
・
天
羅
・
天
陷
・
天
罷
、

必
亟
去
之
、
勿
近
也
」
）
と
九
地
篇
（
１
「
孫
子
曰
、
用
兵
之
法
、
有
散
地
、
有
輕
地
、
有
爭
地
、
有
交
地
、
有
衢
地
、
有
重
地
、
有
圯
地
、
有
圍
地
、
有
死
地

3

3

」
等
）
に
關
係
が
あ
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二
五

第
一
章
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡

る
內
容
の
篇
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
推
測
し
て
、
木
牘
に
記
載
さ
れ
た
「
地
刑
」
篇
も
兩
篇
に
関
聯
が
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
現
行
本
の
行

軍
篇
と
地
形
篇
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
現
行
本
の
行
軍
篇
を
見
る
と
、

①
地
形
に
關
す
る
こ
と
（
「
孫
子
曰
、
凡
處
軍
相
敵
」
か
ら
「
此
伏
姦
之
所
也
」
（
Ａ
～
Ｅ
）
）

②
行
軍
に
關
す
る
こ
と
（
「
近
而
静
者
、
恃
其
險
也
」
か
ら
「
必
謹
察
之
」
（
Ｆ
～
Ｊ
）
）

③
軍
隊
に
關
す
る
こ
と
（
「
兵
非
貴
益
多
」
か
ら
「
與
衆
相
得
也
」
（
Ｋ
・
Ｌ
）
）

の
如
く
三
つ
の
部
分
か
ら
成
っ
て
い
る
。
Ｅ
の
文
「
軍
旁
有
險
阻
、
潢
井
、
蒹
葭
、
林
木
、
蘙
薈
者
、
必
謹
覆
索
之
、
此
伏
姦
之
所
也
（
軍
旁
に
險
阻
・
潢
井
・
蒹
葭
・
林
木
・

蘙
薈
の
有
る
者
は
、
必
ず
謹
し
ん
で
之
を
覆
索
せ
よ
、
此
れ
伏
姦
の
所
な
り
）
」
の
曹
操
注
に
も
「
此
以
上
論
地
形
、
以
下
相
敵
情
也
（
此
れ
よ
り
以
上
は
地
形
を
論
じ
、
以
下
は

敵
情
を
相み

る
な
り
）
」
と
あ
り
、
そ
の
前
後
で
明
ら
か
に
內
容
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
さ
ら
に
地
形
に
關
係
が
あ
る
行
軍
篇
の
Ａ
の
構
造
に
つ
い
て
檢
討
し
て
み
る
と
、
「
處○

○

之
軍
也
」
で
ま
と
め
た
形
で
一
見
整
理
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
が
、
次
の
表
に
示
す
と
お
り
、

【
場
所
で
の
注
意
點
】

【
位
置
１
】

【
位
置
２
】

【
處○

之
軍
】

處　

山

絕
山
依
谷
、

―

―

視
生
處
高
、

戰
隆
無
登
、

此
處
山
之
軍
也
。

處
水
上

絕
水
必
遠
水
。

客
絕
水
而
來
、
勿
迎
於
水
內
、

令
半
渡
而
擊
之
、
利
。

欲
戰
者
、
無
附
於
水

而
迎
客
、

視
生
處
高
、

無
迎
水
流
、

此
處
水
上
之
軍
也
。

處
斥
澤

絕
斥
澤
、
唯
亟
去
無
留
。

―

―

若
交
軍
於
斥
澤
之
中
、
必
依

水
草
、

而
背
衆
樹
、

此
處
斥
澤
之
軍
也
。

處
平
陸

平
陸
處
易
、

―

―

右
背
高
、

前
死
後
生
、

此
處
平
陸
之
軍
也
。

と
、
「
處
水
上
之
軍
」
に
掛
か
る
３
「
客
絕
水
而
來
、
勿
迎
於
水
內
、
令
半
渡
而
擊
之
、
利
」
は
、
他
の
「
處
山
之
軍
」
「
處
斥
澤
之
軍
」
「
處
平
陸
之
軍
」
の
三
つ
の

事
項
の
體
裁
と
比
較
す
る
と
、
不
要
な
文
で
あ
る
。
な
お
か
つ
、
地
形
篇
１
の
中
に
あ
る
文
「
引
而
去
之
、
令
敵
半
出
而
擊
之
、
利
」
と
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、『
通
典
』（
卷
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二
六

一
六
〇
）
の
引
用
文
で
は
行
軍
篇
２
「
絕
水
必
遠
水
」
の
上
に
は
「
敵
若
」
の
二
字
が
付
い
て
「
敵
若
絕
水
必
遠
水
。
客
絕
水
而
來
、
勿
迎
之
於
水
內
、
令
半
度
而
擊
之
、

利
」
と
な
っ
て
お
り
、
同
樣
に
地
形
篇
１
の
「
掛
形
者
」
「
隘
形
者
」
「
險
形
者
」
に
續
く
「
敵
若
（
若
敵
）
…
、○

而○
○

、
…
」
と
い
う
形
式
の
文
と
類
似
し
て
い
る
。

さ
ら
に
行
軍
篇
の
Ｂ
に
は
「
此
兵
之
利
、
地
之
助
也
」
（
11
）
と
い
う
地
形
篇
３
「
夫
地
形
者
、
兵
之
助
也
」
に
似
た
文
が
存
在
す
る
。
つ
い
で
行
軍
篇
Ｄ
は
、
第
三
節

Ⅱ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
太
平
御
覽
』
に
逸
文
が
あ
り
、
古
く
は
現
行
本
と
體
裁
を
異
に
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
部
分
で
、
か
つ
「
地
刑
二
」
と
關
係
の
あ
る
部
分

で
あ
る

。

　
こ
の
よ
う
に
、
行
軍
篇
の
①
地
形
に
關
す
る
こ
と
を
述
べ
た
部
分
は
、
地
形
篇
と
密
接
な
關
係
が
あ
る
。
た
だ
し
、
Ｅ
の
「
軍
旁

3

3

有
險
阻
、
潢
井
、
蒹
葭
、
林
木
、

蘙
薈
者
、
必
謹
覆
索
之
、
此
伏
姦
之
所
也
」
に
關
し
て
は
、
十
家
（
十
一
家
）
注
本
で
は
「
軍
行

3

3

…
…
」
で
あ
り
、
行
軍
に
關
係
あ
る
も
の
で
元
來
行
軍
篇
に
含
ま
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
除
い
た
Ａ
～
Ｄ
の
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
、
現
行
本
の
地
形
篇
を
見
る
と
、
Ａ
と
Ｂ
は
同
じ
よ
う
な
體
裁
を
と
っ
て
お
り
、
事
物
を
列
擧
し
、
說
明
を
加
え
、
そ
れ
か
ら
「
凡
此
六
者
、○

之
道
也
。
將

之
至
任
、
不
可
不
察
也
」
で
締
め
括
っ
て
い
る
。

　
Ａ
は
、
前
述
の
行
軍
篇
の
Ａ
と
同
じ
く
一
見
整
理
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
も
次
の
表
に
示
す
よ
う
に
、

【
地
形
の
說
明
】

【
對
處
１
】

【
對
處
２
】

【
有
利
・
不
利
】

通
形

我
可
以
往
、
彼
可
以
來
、
曰
通
。

―

―

通
形
者
、
先
居
高
陽
、
利
糧
道
、
以
戰
則
利
。

掛
形

可
以
往
、
難
以
返
、
曰
掛
。

掛
形
者
、
敵
無
備
、
出
而
勝
之
。

―

敵
若
有
備
、
出
而
不
勝
、
難
以
返
、
不
利
。

支
形

我
出
而
不
利
、
彼
出
而
不
利
、
曰
支
。
支
形
者
、
敵
雖
利
我
、
我
無
出
也
。

―

引
而
去
之
、
令
敵
半
出
而
擊
之
、
利
。

隘
形

―

隘
形
者
、
我
先
居
之
、
必
盈
之
以
待
敵
。

若
敵
先
居
之
、
盈
而
勿
從
、
不
盈
而
從
之
。

―

險
形

―

險
形
者
、
我
先
居
之
、
必
居
高
陽
以
待
敵
。
若
敵
先
居
之
、
引
而
去
之
、
勿
從
也
。

―

遠
形

―

―

―

遠
形
者
、
勢
均
、
難
以
挑
戰
、
戰
而
不
利
。

と
、
必
ず
し
も
體
裁
が
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「○

○

曰
、○

」
と
い
う
形
式
の
說
明
文
は
隘
形
・
險
形
・
遠
形
に
は
付
い
て
い
な
い
。
ま
た
第
三
節
Ⅱ

で
述
べ
た
よ
う
に
「
我
可
以
往
、
彼
可
以
來
、
曰
通
」
と
い
う
句
は
九
地
篇
の
１
に
も
「
我
可
以
往
、
彼
可
以
來
者
、
為
交
地
」
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
「○

○

曰
、○

」
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と
い
う
說
明
文
は
、
後
に
附
加
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
三
者
の
文
か
ら
脱
落
し
た
か
、
兩
者
の
い
ず
れ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
『
通
典
』
（
卷
一
五
九
）

の
引
用
文
を
見
る
と
、

「
通
形
者

0

0

0

、
先
居
高
陽

0

0

0

0

、
利
糧
道
以
戰
、
則
利
」
　
→
　
「
居
通
地

0

0

0

、
先
據
其
地

0

0

0

0

、
居
高
陽

0

0

0

、
利
粮
道
以
戰
、
則
利
」
と
な
っ
て
い
る

「
掛
形
者
」
以
下
「
險
形
者
」
ま
で
　
→
　
「○

○

者3

」
が
「○

○

曰3

」
と
な
っ
て
い
る

「
遠
形
者
」
　
→
　
「
夫
遠
形
」
と
な
っ
て
い
る

の
よ
う
な
異
同
が
あ
り
、
體
裁
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
章
は
元
來
は
こ
の
よ
う
な
體
裁
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
推
測
が
で
き
る
。

Ｂ
の
「
凡
此
六
者
、
非
天
地
之
災
、
將
之
過
也
」
「
凡
此
六
者
、
敗
之
道
也
、
將
之
至
任
、
不
可
不
察
也
」
は
九
變
篇
の
Ｇ
に
「
凡
此
五
者
、
將
之
過
也
、
用
兵
之
災
也
。

覆
軍
殺
將
、
必
以
五
危
、
不
可
不
察
也
」
と
似
た
文
章
が
あ
り
、
內
容
も

〝
將
軍
の
五
危
〞

、

〝
兵
（
軍
隊
）
の
六
者
〞

と
近
い
。

そ
し
て
Ｃ
以
降
は
、

Ｄ
（
君
主
の
命
令
に
逆
ら
っ
て
も
良
い
時
が
あ
る
）
―
九
變
篇
Ｂ
（
臨
機
應
變
に
對
應
す
る
）

Ｅ
（
國
の
寶
と
な
る
將
）
―
謀
攻
篇
Ｆ
（
將
は
國
の
輔
で
あ
る
）

Ｆ
（
兵
卒
へ
の
接
し
方
）
―
行
軍
篇
Ｌ
（
兵
卒
の
管
理
の
仕
方
）

Ｇ
・
Ｉ
（
敵
と
味
方
を
知
る
こ
と
が
重
要
）
―
謀
攻
篇
Ｉ
（
敵
と
味
方
を
知
る
こ
と
が
重
要
）

と
、
他
篇
に
內
容
・
文
と
も
に
類
似
す
る
章
が
存
在
す
る
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
行
本
の
行
軍
篇
の
Ａ
か
ら
Ｄ
は
漢
簡
が
書
か
れ
た
當
時
を
含
め
た
一
時
期
、
地
形
篇
の
一
部
と
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
現
行
本
の
地

形
篇
の
文
が
そ
の
時
ど
こ
か
別
の
篇
に
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
後
に
附
加
さ
れ
た
も
の
な
の
か
は
現
段
階
で
は
判
斷
で
き
な
い
が
、
複
數
の
篇
と
關
係
が
あ
る
こ
と

か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
重
複
章
が
集
め
ら
れ
て
成
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
ま
と
め
る
と
、
現
行
本
『
孫
子
』
は
關
聯
の
あ
る
章
が
散
在
し
、
重
複
し
て
い
る
章
や
文
が
多
く
、
樣
々
な
文
體
を
も
っ
て
お
り
、
相
當
混
亂
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
原
因
は
、
單
に
章
句
が
集
め
ら
れ
た
と
い
う
成
立
上
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
編
纂
の
手
を
多
く
經
る
う
ち
に
、
所
謂

〝
錯
簡
〞
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八

な
ど
が
生
じ
、
全
篇
を
通
じ
て
章
や
文
の
排
列
が
變
化
し
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

漢
簡
の
時
代
、
『
孫
子
』
が
實
際
は
ど
の
よ
う
な
體
裁
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
『
孫
子
』
の
編
纂
過
程
を
解
明
す
る
ひ
と
つ
の
手
掛
か
り
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
刑
〔
形
〕
篇
の
簡
が
二
種
類
發
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

。
文
は
殆
ど
同
じ
で
、
整
理
小
組
は
字
體
や
文
字
の
配
置
具
合
な
ど
か
ら
甲
・

乙
に
分
け
て
い
る
。
逆
に
、
前
述
の
軍
爭
篇
Ｆ
の
文
章
の
よ
う
に
竹
簡
で
は
一
つ
の
文
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
行
本
で
は
同
じ
よ
う
な
二
つ
の
文
章
と
し
て
分
か
れ
て

し
ま
っ
た
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
推
測
す
る
に
、
當
時
複
數
の
『
孫
子
』
簡
册
本
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
を
集
め
て
整
理
・
編
纂
が
繰
り
返
さ
れ
る
間
に
混
亂
し
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
銀
雀
山
竹
簡
本
は
こ
う
し
た
編
纂
過
程
の
一
段
階
に
位
置
す
る
一
本
で
あ
ろ
う
。

　

　
　
注

①
　
劉
寅
『
武
經
七
書
直
解
・
孫
武
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
『
孫
子
集
成
』
（
齊
魯
書
社
、
一
九
九
三
年
）
所
收
の
明
成
化
二
十
二
年
刊
本
を
使
用
し
た
。

②
　
梅
堯
臣
が
「
戰
國
相
傾
之
說
」
（
『
歐
陽
文
忠
公
文
集
』
卷
四
三
「
孫
子
後
序
」
所
引
）
と
述
べ
た
こ
と
を
承
け
、
葉
適
は
『
習
學
記
言
』
卷
四
十
六
で
、
孫
武
の
名
が
『
春
秋
左
氏
傳
』

に
見
え
な
い
こ
と
等
か
ら
そ
の
存
在
に
つ
い
て
懷
疑
の
說
を
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
葉
適
は
「
詳
味
孫
子
、
與
管
子
六
韜
越
語
相
出
入
、
春
秋
末
戰
國
初
山
林
處
士
所
為
」
と
し
て
い
る
。

③
　
「
或
問
、
十
三
篇
之
法
、
各
本
於
篇
名
乎
」
の
條
に
、
「
其
義
各
主
於
題
篇
之
名
、
未
嘗
泛
濫
而
為
言
也
。
如
虛
實
者
、
一
篇
之
義
、
首
尾
次
序
、
皆
不
離
虛
實
之
用
、
但
文
辭
差
異
耳
」

と
し
、
「
…
以
此
推
之
、
餘
十
二
篇
之
義
皆
倣
於
此
、
但
說
者
不
能
詳
之
耳
」
と
い
う
。

④
　
『
孫
子
今
註
今
釋
』
（
臺
灣
商
務
印
書
館
、
一
九
八
五
年
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
孫
子
兵
法
十
三
篇
、
為
眞
美
盡
善
、
脈
絡
一
貫
、
有
完
整
體
系
的
軍
事
思
想
、
決
不
可
斷
章
取
義
。

其
間
雖
似
有
重
複
者
、
實
足
以
表
示
該
項
問
題
之
重
要
性
、
而
無
害
于
全
篇
的
含
義
。
」

⑤
　
「
銀
雀
山
簡
本
《
孫
子
》
校
讀
擧
例
」
（
『
中
華
文
史
論
叢
』
四
輯
、
一
九
八
一
年
十
二
月
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
「
實
際
上
、
古
書
在
經
未
編
次
成
篇
之
前
、
本
來
就
存
在
着
許
多
意

義
相
對
獨
立
的
片
斷
、
也
就
是
自
然
的
章
句
。
古
書
的
編
次
成
篇
就
是
對
這
種
自
然
章
句
加
以
歸
幷
和
整
理
的
結
果
、
書
的
篇
題
最
初
也
只
是
在
篇
次
劃
定
后
、
拈
取
書
中
的
現
成
詞
語

加
上
去
的
。
篇
與
章
的
區
別
乃
是
片
斷
的
大
小
、
篇
題
的
作
用
乃
是
為
了
識
別
。
因
此
、
往
往
會
有
篇
題
不
能
槪
括
內
容
、
一
篇
之
內
層
次
不
相
銜
接
、
以
及
篇
與
篇
之
間
內
容
重
複
出

入
等
問
題
。
這
種
問
題
往
往
被
後
世
注
家
籠
統
地
稱
之
為

〝
錯
簡
〞

、
幷
有
各
種
移
正

〝
錯
簡
〞

之
說
的
發
生
。
但
嚴
格
地
說
、
此
類
問
題
與
古
人
以
整
簡
為
計
的
所
謂

〝
錯
簡
〞

却
有

區
別
、
實
際
上
幷
不
應
叫
做

〝
錯
簡
〞

、
倒
不
妨
叫
做

〝
章
句
割
裂
〞

。
」
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⑥　

過
去
に
お
け
る
版
本
『
孫
子
』
の
通
行
は
、
宋
代
か
ら
明
代
に
か
け
て
武
經
七
書
本
系
統
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
淸
代
に
孫
星
衍
が
華
陰
の
『
道
藏
』
本
を
校
訂
し
た
『
孫
子
十
家
注
』

を
刊
行
し
岱
南
閣
叢
書
に
收
め
て
以
降
、
孫
星
衍
校
注
本
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
き
た
。

⑦
　
四
部
叢
刊
に
收
め
ら
れ
て
い
る
談
愷
輯
『
孫
子
集
注
』
な
ど
、
明
代
以
降
の
版
本
數
種
に
行
軍
篇
の
文
の
順
序
が
異
な
る
も
の
も
あ
る
が
、
注
文
か
ら
察
す
る
に
、
單
に
編
纂
上
の
誤

り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

⑧
　
孫
星
衍
は
「
孫
子
兵
法
序
」
で
「
今
惟
傳
此
十
三
篇
者
、
史
記
稱
闔
閭
有
十
三
篇
吾
盡
觀
之
之
語
。
七
錄
孫
子
兵
法
三
卷
、
史
記
正
義
云
十
三
篇
為
上
卷
、
又
有
中
下
二
卷
、
則
上
卷

是
孫
子
手
定
、
見
於
吳
王
、
故
歷
代
傳
之
勿
失
也
。
秦
漢
已
來
、
用
兵
皆
用
其
法
、
而
或
祕
其
書
、
不
肯
注
以
傳
世
。
魏
武
始
為
之
法
、
云
撰
為
略
解
、
謙
言
解
其
觕
略
。
漢
官
解
詁
稱

魏
氏
瑣
連
孫
武
之
法
、
則
謂
其
捷
要
、
杜
牧
疑
為
魏
武
刪
削
者
、
謬
也
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
余
嘉
錫
『
四
庫
提
要
辨
證
』
卷
十
一
で
は
十
三
篇
を
經
に
當
た
る
も
の
だ
と
し
、
楊
・

陳
兩
氏
も
六
十
九
篇
は
後
世
の
學
派
が
解
釋
・
補
充
を
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
他
に
、
馬
場
公
彥
氏
「
二
つ
の
「
孫
子
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
北
海
道
大
學
『
中
國
哲
學
』

十
、
一
九
八
一
年
八
月
）
、
李
零
氏
「
《
孫
子
》
篇
題
木
牘
初
論
」
（
『
文
史
』
十
七
、
一
九
八
三
年
六
月
）
等
で
も
同
樣
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑨　

以
下
、
『
通
典
』
の
テ
キ
ス
ト
は
宮
內
廳
書
陵
部
所
藏
北
宋
本
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
〇
年
）
お
よ
び
中
華
書
局
校
點
本
（
一
九
八
八
年
）
を
使
用
し
た
。

⑩
　
『
太
平
御
覽
』
は
北
宋
の
太
平
興
國
八
年
（
九
八
四
年
）
に
完
成
し
た
類
書
で
、
こ
の
書
に
も
『
孫
子
』
の
引
用
が
多
く
、
ま
た
中
に
逸
文
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
引
用
書
目
錄
で
あ
る
「
太

平
御
覽
經
史
圖
書
綱
目
」
に
『
孫
子
』
單
行
本
の
記
載
は
な
い
。
「
兵
法
七
書
」
と
い
う
武
經
七
書
の
前
身
と
思
わ
れ
る
書
名
が
あ
る
が
、
『
孫
子
』
が
含
ま
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

同
圖
書
綱
目
を
見
る
と
、『
敍
兵
通
典
』
な
ど
が
錄
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
引
用
文
を
轉
引
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
李
零
氏
は
『
《
孫
子
》
古
本
研
究
』「
上
編
　
古
本
輯
存
」

（
北
京
大
學
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
に
お
い
て
、
『
太
平
御
覽
』
中
の
『
孫
子
』
各
引
用
文
に
つ
い
て
出
典
に
『
通
典
』
『
藝
文
類
聚
』
『
初
學
記
』
な
ど
を
擧
げ
て
注
記
し
て
い
る
。

⑪　

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
『
北
堂
書
鈔
』
は
淸
・
孔
廣
陶
刻
本
（
中
文
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）
、
『
長
短
經
』
は
叢
書
集
成
初
編
本
（
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
年
）
、
『
群
書
治
要
』

は
宮
內
廳
書
陵
部
藏
本
（
金
澤
文
庫
舊
藏
・
鎌
倉
時
代
寫
本
の
覆
製
本
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
）
を
使
用
し
た
。
武
內
義
雄
氏
は
「
孫
子
の
研
究
」
（
『
武
內
義
雄
全
集
』
第
七
卷
收
錄
、

角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）
で
『
群
書
治
要
』
『
北
堂
書
鈔
』
『
通
典
』
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
各
々
檢
討
を
加
え
、
校
訂
資
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
楊
丙
安
氏
『
十
一
家
注
孫
子
校
理
』

（
新
編
諸
子
集
成
、
中
華
書
局
、
一
九
九
九
年
）
で
は
、
類
書
の
う
ち
同
四
書
と
宋
代
の
『
太
平
御
覽
』
を
校
勘
に
使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
李
零
氏
は
前
揭
の
『
《
孫
子
》
古
本
研
究
』
「
上

編
　
古
本
輯
存
」
で
こ
れ
ら
類
書
を
は
じ
め
と
し
た
諸
書
の
『
孫
子
』
引
用
文
を
輯
め
て
い
る
。
李
氏
は
「
這
些
引
文
雖
多
屬
意
引
、
不
盡
準
確
、
但
仍
有
不
少
地
方
保
留
了
古
代
原
貌
」

と
述
べ
て
い
る
。

⑫　

程
千
帆
・
徐
有
富
兩
氏
『
校
讎
廣
義
　
典
藏
編
』
第
四
章
「
書
籍
亡
佚
」
（
齊
魯
書
社
、
一
九
九
八
年
）
を
參
考
に
し
た
。
な
お
、
現
行
本
『
孫
子
』
の
原
本
だ
と
さ
れ
て
い
る
魏
武

帝
註
本
に
つ
い
て
は
、
楊
丙
安
・
陳
彭
兩
氏
は
劉
向
・
歆
父
子
お
よ
び
任
宏
の
敍
錄
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
や
後
漢
末
の
混
亂
の
樣
子
か
ら
、
曹
操
が
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
漢
の

官
校
本
で
は
無
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
し
て
い
る
（
「
《
孫
子
》
書
兩
大
傳
本
系
統
源
流
考
」
、
「
文
史
」
十
七
、
一
九
八
三
年
六
月
）
。

⑬
　
劉
向
と
任
宏
が
『
孫
子
』
の
校
訂
及
び
再
編
集
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
藝
文
志
の
兵
書
略
に
「
漢
興
、
張
良
・
韓
信
序
次
兵
法
、
凡
百
八
十
二
家
、
刪
取
要
用
、
定

著
三
十
五
家
。
諸
呂
用
事
而
盜
取
之
。
武
帝
時
、
軍
政
楊
僕
捃
摭
遺
逸
、
紀
奏
兵
錄
、
猶
未
能
備
。
至
于
孝
成
、
命
任
宏
論
次
兵
書
為
四
種
」
と
あ
る
。
ま
た
、
班
固
の
藝
文
志
總
序
に
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三
〇

「
至
成
帝
時
、
以
書
頗
散
亡
、
使
謁
者
陳
農
求
遺
書
於
天
下
。
詔
光
祿
大
夫
劉
向
校
經
傳
諸
子
詩
賦
、
步
兵
校
尉
任
宏
校
兵
書
、
太
史
令
尹
咸
校
數
術
、
侍
醫
李
柱
國
校
方
技
」
と
あ
る
。

⑭
　
李
零
氏
「
關
于
銀
雀
山
簡
本
《
孫
子
》
研
究
的
商
榷
」
（
『
文
史
』
七
、
一
九
七
九
年
十
二
月
）
、
金
谷
治
氏
「
二
つ
の
『
孫
子
』
」
（
『
孫
臏
兵
法
』
東
方
書
店
、
一
九
七
五
年
）
參
照
。

⑮
　
整
理
小
組
の
「
編
輯
說
明
」
に
は
、
「
將
敗
」
「
兵
之
恆
失
」
な
ど
の
篇
に
對
し
「
後
來
的
整
理
過
程
發
現
有
確
鑿
的
證
據
證
明
不
是
孫
臏
書
（
詳
本
書
〔
貳
〕
）
」
と
あ
る
が
、
殘
念
な

が
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
貳
〕
』
は
發
刊
さ
れ
て
お
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

⑯
　
な
お
、
李
零
氏
は
「
《
孫
子
》
篇
題
木
牘
初
論
」
（
『
文
史
』
十
七
、
一
九
八
三
年
六
月
）
で
、
竹
簡
や
竹
簡
と
共
に
出
土
し
た
木
牘
に
書
か
れ
た
字
數
と
思
わ
れ
る
數
字
を
計
算
し
、
竹

簡
の
十
三
篇
の
字
數
が
現
行
本
と
近
か
っ
た
こ
と
を
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
『
吳
孫
子
發
微
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）
で
、
現
行
本
と
文
の
竝
べ
方
が
同
一
で
あ
っ
た
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
殘
簡
の
空
白
の
文
字
及
び
字
數
を
推
測
し
て
い
る
。

⑰
　
始
計
篇
の
Ｇ
（
「
利
而
誘
之
」
以
下
八
句
）
の
「○

而○

之
」
と
い
う
句
に
は
、
「
相
手
の
狀
態
を
變
え
る
」
と
い
う
解
釋
と
「
こ
ち
ら
が
偽
の
狀
況
を
示
し
て
相
手
を
動
か
す
」
と
い

う
解
釋
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
「
敵
を
動
か
す
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。

⑱
　
「

〝
論
語
〞

は
ど
の
程
度
ま
で
話
し
こ
と
ば
に
近
い
か
」
（
『
金
澤
大
學
敎
養
部
論
集
　
人
文
科
學
篇
』
一
、
一
九
六
三
年
二
月
）
に
よ
る
。
鈴
木
氏
は
「
『
論
語
』
の
中
に
は
、
孔
子
の

話
し
た
こ
と
の
內
容
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
際
に
お
け
る
話
し
ぶ
り
ま
で
も
、
そ
の
ま
ま
に
記
錄
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
『
論
語
』
編
纂
の

根
本
資
料
に
な
っ
た
も
の
は
、
孔
子
の
弟
子
た
ち
が
記
錄
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
人
は
あ
る
人
物
に
傾
倒
す
る
と
き
、
そ
の
も
の
の
い
い
ぶ
り
ま
で
を
も
傳
え
と
ど
め

よ
う
と
す
る
こ
と
の
多
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
『
論
語
』
の
中
に
實
際
の
話
し
こ
と
ば
に
近
い
も
の
の
あ
る
こ
と
は
、
當
然
の
こ
と
と
考
え
る
」
と
し
て
い
る
。

⑲　

『
左
傳
』
に
據
る
と
、
越
が
楚
と
戰
鬪
中
の
吳
の
隙
を
つ
い
て
吳
に
進
攻
し
た
の
は
定
公
五
年
（
紀
元
前
五
〇
五
年
）
で
あ
り
、
所
謂
「
臥
薪
嘗
膽
」
の
故
事
の
發
端
と
な
っ
た
檇
李

の
戰
い
で
闔
廬
が
死
亡
し
た
の
は
定
公
十
四
年
（
紀
元
前
四
九
六
年
）
で
あ
る
。
『
史
記
』
孫
武
列
傳
に
は
「
西
破
彊
楚
、
入
郢
、
北
威
齊
晉
、
顯
名
諸
侯
、
孫
子
與
有
力
焉
」
と
あ
り
、

郢
に
入
っ
た
の
は
『
左
傳
』
で
は
定
公
四
年
（
紀
元
前
五
〇
六
）
で
、
孫
武
が
闔
廬
に
十
三
篇
を
獻
上
し
た
の
は
當
然
そ
れ
以
前
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
合
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。

⑳
　
木
牘
で
は
「
火□

」
の□

の
字
が
「
隊
」
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
李
氏
は
「
火
隊
」
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
竹
簡
の
背
に
「
火
攻
」
と
い
う
篇
題
が
あ
り
、
「
火
隊
」
は
「
火
攻
」

の
異
名
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
說
に
對
し
、
李
學
勤
氏
は
、「
《
孫
子
》
篇
題
木
牘
與
佚
文
」（
『
簡
帛
佚
籍
與
學
術
史
』
所
收
、
時
報
文
化
出
版
、
一
九
九
四
年
）
で
、□

は
「
陳
」
で
、「
火

陳
」
「
七
勢
」
は
別
の
篇
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
淺
野
裕
一
氏
は
「
行
」
の
字
を
「
六
」
の
一
部
と
見
な
し
、
「
計
・
作
戰
・
埶
・
刑
・
九
變
・
六
埶□

十
五
・
軍
爭
・

實
虛
・
行
軍
・
地
刑
・
九
地
・
用
間
・
火
陳
・
七
埶
三
千□

□

」
と
し
て
い
る
（
『
孫
子
』
、
講
談
社
學
術
文
庫
、
一
九
九
七
年
）
。



　
『
漢
書
』
藝
文
志
に
は
「
形
勢
者
、
靁
動
風
擧
、
後
發
而
先
至
、
離
合
背
鄕
、
變
化
無
常
、
以
輕
疾
制
敵
者
也
」
と
あ
り
、
李
零
氏
は
前
揭
の
「
《
孫
子
》
篇
題
木
牘
初
論
」
で
『
孫
子
』

の
中
の
「
勢
」
が
こ
の
「
形
勢
」
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
同
じ
く
『
孫
子
』
が
屬
す
る
「
權
謀
」
は
「
權
謀
者
、
以
正
守
國
、
以
奇
用
兵
、
先
計
而
後
戰
、
兼
形
勢
、
包
陰
陽
、

用
技
巧
者
也
」
と
あ
り
、
全
て
を
包
括
し
た
內
容
と
さ
れ
て
い
る
。

　

『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕
』
で
、
整
理
小
組
は
「
此
篇
各
殘
簡
據
書
體
及
內
容
編
入
、
因
殘
斷
情
況
嚴
重
、
先
後
次
序
已
不
可
知
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
下
の
「
地
刑
二
」
の
テ
キ

ス
ト
は
同
書
の
も
の
を
使
用
し
た
。
な
お
、
（
）
內
の
文
字
は
整
理
小
組
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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三
一

第
一
章
　
『
孫
子
』
の
構
造
と
錯
簡



　
な
お
、
李
零
氏
は
「
孫
子
兵
法
譯
注
」
（
『
兵
家
寶
鑑
』
所
收
、
河
北
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
で
『
太
平
御
覽
』
の
逸
文
「
凡
地
多
陷
曲
、
曰
天
井
」
は
佚
篇
「
地
刑
二
」
の
も

の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。


　

銀
雀
山
漢
簡
で
は
他
に
も
『
孫
臏
兵
法
』
の
官
一
篇
な
ど
二
種
類
の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
も
の
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
當
時
複
數
の
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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二

　
　
　
　
第
二
章
　
『
孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇
正
」

こ
の
章
で
は
、
兵
勢
篇
に
焦
點
を
當
て
、
「
奇
正
」
と
い
う
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
そ
の
構
造
と
變
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
文
・
章
の
構

造
を
檢
討
し
、
論
點
と
さ
れ
て
い
る
「
勢
」
と
「
奇
正
」
の
う
ち
後
者
に
關
す
る
部
分
に
つ
い
て
の
問
題
點
を
述
べ
る
。
つ
い
で
、
「
奇
正
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
後

世
の
注
が
ど
の
よ
う
に
解
釋
し
て
い
る
か
參
考
し
、
加
え
て
、
『
孫
子
』
や
『
孫
臏
兵
法
』
と
共
に
出
土
し
た
銀
雀
山
漢
簡
「
奇
正
篇
」
と
の
關
係
を
檢
討
す
る
。
そ

れ
に
よ
り
、
「
奇
正
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
が
果
た
し
て
本
當
に
「
勢
」
と
關
聯
し
た
も
の
で
、
「
勢
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
と
共
に

〝
兵
勢
篇
〞

と
い
う
一
篇
に

編
入
さ
れ
る
必
然
性
が
あ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
檢
討
し
、
文
・
章
の
移
動
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
、
『
孫
子
』
編
纂
過
程
を
究
明
す
る
一
助
と
し
た
い
。

一
　
『
孫
子
』
兵
勢
篇
に
つ
い
て

兵
勢
篇
は
現
行
本
で
は
始
計
篇
、
作
戰
篇
、
謀
攻
篇
、
軍
形
篇
に
續
き
五
番
目
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
軍
形
篇
に
次
ぐ
編
次
は
、

　
陳
以
形
成
、
如
決
建
瓴
之
勢
、
故
以
是
篇
次
之
。
（
李
筌
注
）
　
　
陳
〔
陣
〕
は
形
を
以
て
成
り
、
建
瓴
の
勢
を
決
す
る
が
如
し
、
故
に
是
の
篇
を
以
て
こ
れ
に
次
ぐ
。

　
勢
者
、
破
敵
之
勢
也
。
形
則
欲
隱
使
敵
不
能
測
、
勢
則
欲
奮
使
敵
不
能
禦
。
故
次
形
。
（
陸
希
聲
注

）

　
　
勢
は
、
敵
を
破
る
の
勢
な
り
。
形
は
則
ち
隱
し
て
敵
を
し
て
測
る
能
は
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
し
、
勢
は
則
ち
奮
ひ
て
敵
を
し
て
禦
ぐ
能
は
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。
故
に
形
に
次
ぐ
。

な
ど
と
あ
り
、
兵
法
書
と
し
て
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
銀
雀
山
漢
墓
出
土
の
『
孫
子
』
十
三
篇
の
篇
名
を
記
し
た
と
み
ら
れ
る
木
牘
を
見
る
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第
二
章
　
『
孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇
正
」

と
、
漢
簡
が
書
か
れ
た
當
時

、
兵
勢
篇
は
軍
形
篇
よ
り
前
に
配
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
「
埶
〔
勢
〕
（
竹
簡
の
裏
面
に
も
「
埶
」
と
い
う
篇
題
が
書
か
れ
て
い
る
）
」
は
一
段

目
の
右
か
ら
三
行
目
で
、
二
行
目
は
二
文
字
と
思
わ
れ
、
「
刑
〔
形
〕
（
竹
簡
の
裏
面
に
は
「
刑
」
と
い
う
篇
題
が
書
か
れ
て
い
る
）
」
で
は
な
い
（
前
章
の
圖
版
を
參
照
）
。
前

章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
木
牘
の
記
載
に
よ
る
と
他
に
も
現
行
本
と
編
次
が
異
な
る
篇
が
あ
り
、
文
や
章
が
篇
の
內
外
で
錯
簡
あ
る
い
は
編
纂
作
業
な
ど
の
諸
因
に

よ
り
移
動
さ
せ
ら
れ
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
兵
勢
篇
に
つ
い
て
も
文
・
章
が
現
行
本
と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

Ⅰ
　
兵
勢
篇
の
構
造

兵
勢
篇
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
「
奇
正
」
に
つ
い
て
述
べ
る
前
半
部
分
と
、
篇
題
に
も
な
っ
て
い
る
「
勢
」
に
つ
い
て
述
べ
る
後
半
部
分
か
ら

成
っ
て
い
る
。

冒
頭
の
「
孫
子
曰
、
凡
治
衆
如
治
寡
、
分
數
是
也
。
…
…
奇
正
相
生
、
如
循
環
之
無
端
、
孰
能
窮
之
哉
」（
Ａ
～
Ｃ
・
１
～
５
）
ま
で
は
、「
奇
正
」
が
兵
（
戰
爭
、
軍
隊
を
指
す
）

に
お
い
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
と
そ
の
形
容
を
述
べ
る
。
續
く
「
激
水
之
疾
、
至
於
漂
石
者
、
勢
也
。
…
…
勢
如
彍
弩
、
節
如
發
機
」
（
Ｄ
～
Ｆ
・
６
～
８
）
で
「
勢
」

と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
說
明
す
る
。
そ
の
次
に
「
紛
紛
紜
紜
、
鬪
亂
、
而
不
可
亂
也
。
渾
渾
沌
沌
、
形
圓
、
而
不
可
敗
也
」
（
Ｇ
９
）
と
い
う
特
に
「
奇
正
」
及
び
「
勢
」

と
は
直
接
關
聯
が
無
い
と
思
わ
れ
る
文
が
入
り
、
「
亂
生
於
治
、
…
…
強
弱
、
形
也
」
（
Ｈ
10
）
で
「
勢
」
を
「
數
」
「
形
」
と
と
も
に
兵
の
要
素
と
し
て
提
示
し
、
そ
の

後
で
「
故
善
動
敵
者
、
形
之
、
敵
必
從
之
。
豫
之
、
敵
必
取
之
。
以
利
動
之
、
以
本
待
之
」
（
Ｉ
11
・
12
）
と
再
度
特
に
「
奇
正
」
及
び
「
勢
」
と
は
直
接
關
聯
が
無
い

文
が
入
っ
て
い
る
。
そ
し
て
篇
末
の
「
任
勢
者
、
其
戰
人
也
、
…
…
故
善
戰
人
之
勢
、
如
轉
圓
石
於
千
仭
之
山
者
、
勢
也
」
（
Ｊ
14
）
で
再
び
「
勢
」
と
は
如
何
な
る
も

の
か
を
說
明
し
て
い
る
。

こ
の
兵
勢
篇
の
構
造
は
、
多
少
關
聯
の
な
い
文
も
插
入
さ
れ
て
は
い
る
が
、
前
後
半
で
「
奇
正
」
と
「
勢
」
に
つ
い
て
の
內
容
で
ま
と
め
ら
れ
整
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
疑
問
に
感
じ
ら
れ
る
點
が
い
く
つ
か
あ
る
。

ま
ず
、「
勢
」
に
關
し
て
は
繰
り
返
し
說
明
が
為
さ
れ
て
い
る
の
に
對
し
て
、「
奇
正
」
に
關
し
て
は
、
變
化
が
窮
ま
り
な
い
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、「
奇
」

と
「
正
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
っ
た
狀
況
の
も
の
を
指
す
の
か
な
ど
の
具
體
的
な
說
明
が
全
く
無
い
。
な
る
ほ
ど
、
『
孫
子
』
十
三
篇
全
體
か
ら
見
れ
ば
、

具
體
的
な
說
明
が
為
さ
れ
て
い
な
い
語
は
他
に
も
多
く
存
在
す
る
。
し
か
し
、
「
三
軍
之
衆
、
可
使
必
受
敵
而
無
敗
者
、
奇
正
是
也
（
三
軍
の
衆
、
必
ず
敵
に
受こ

た

へ
て
敗
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四

無
か
ら
し
む
べ
き
者
は
、
奇
正
是
な
り
）
」
（
Ａ
１
）
「
凡
戰
者
、
以
正
合
、
以
奇
勝
（
凡
そ
戰
と
は
、
正
を
以
て
合
ひ
、
奇
を
以
て
勝
つ
）
」
（
Ｂ
２
）
と
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
、

變
化
の
窮
ま
り
な
い
樣
が
「
終
而
復
始
、
日
月
是
也
。
死
而
更
生
、
四
時
是
也
。
聲
不
過
五
、
五
聲
之
變
、
不
可
勝
聽
也
。
色
不
過
五
、
五
色
之
變
、
不
可
勝
觀
也
。
味

不
過
五
、
五
味
之
變
、
不
可
勝
嘗
也
（
終
わ
り
て
復
た
始
ま
る
は
、
日
月
是
な
り
。
死
し
て
更
め
て
生
ず
る
は
、
四
時
是
な
り
。
聲
は
五
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
五
聲
の
變
、
勝
げ
て
聽

く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
色
は
五
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
五
色
の
變
、
勝
げ
て
觀
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
味
は
五
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
五
味
の
變
、
勝
げ
て
嘗
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
）
」
（
Ｃ
４
）

と
比
喩
を
も
っ
て
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
文
の
前
に
「
奇
正
」
に
つ
い
て
の
說
明
が
無
い
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。

次
に
、
「
勢
」
と
い
う
語
が
「
計
利
以
聽
、
乃
為
之
勢3

、
以
佐
其
外
。
勢3

者
、
因
利
而
制
權
也
（
計
の
利
と
し
て
以
て
聽
か
る
れ
ば
、
乃
ち
之
が
勢
を
為
し
て
、
以
て
其
の
外

を
佐
く
。
勢
と
は
、
利
に
因
り
て
權
を
制
す
る
な
り
）
」
（
始
計
篇
Ｄ
４
）
「
故
兵
無
常
勢3

、
水
無
常
形
（
故
に
兵
に
常
勢
無
く
、
水
に
常
形
無
し
）
」
（
虛
實
篇
Ｑ
25
）
と
他
の
篇
で

も
見
ら
れ
る
の
に
對
し
、
「
奇
正
」
あ
る
い
は
「
奇
」
「
正
」
と
い
う
語
は
現
行
本
で
は
兵
勢
篇
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。
漢
簡
に
は
一
箇
所
「
故
善
者
之
戰
、
無
奇3

勝
、

無
智
名
、
無
勇
功
」
（
軍
形
篇
・
乙
）
と
い
う
文
が
あ
る
が
、
「
無
奇
勝
」
は
兵
勢
篇
の
「
以
奇
勝
」
と
矛
盾
す
る
の
で
、
「
奇
」
の
意
味
は
異
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
前
半
部
分
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
奇
正
」
と
後
半
部
分
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
勢
」
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
「
戰
勢
不
過
奇
正
、
奇
正
之
變
、
不
可
勝
窮
也
（
戰
勢
は

奇
正
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
奇
正
の
變
、
勝
げ
て
窮
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
）
」
（
Ｃ
４
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
兵
勢
篇
の
構
造
に
は
問
題
が
あ
り

、
特
に
「
奇
正
」
に
つ
い
て
述
べ
た
前
半
部
分
は
、
後
に
附
加
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
違
う
編
次
で
あ
っ
た
も

の
が
移
動
し
て
兵
勢
篇
に
配
置
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

Ⅱ
　
「
奇
正
」
を
述
べ
た
部
分
に
つ
い
て

そ
こ
で
、
「
奇
正
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
前
半
部
分
（
「
孫
子
曰
、
凡
治
衆
如
治
寡
、
分
數
是
也
」
か
ら
「
奇
正
相
生
、
如
循
環
之
無
端
、
孰
能
窮
之
哉
」
（
Ａ
～
Ｃ
）
）
に
檢

討
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
文
頭
の
「
孫
子
曰
、
凡
」
は
、
銀
雀
山
漢
簡
で
は
裏
に
「
埶
〔
勢
〕
」
と
篇
題
を
書
い
た
竹
簡
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
「 

●
 

（
墨
點
）
治
衆
…
」
で
始
ま
っ
て
お
り
、

こ
の
四
字
分
が
無
い
。
し
た
が
っ
て
漢
簡
以
前
に
は
篇
首
の
文
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
部
分
で
は
、
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五

第
二
章
　
『
孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇
正
」

（
ア
）
孫
子
曰
、
凡
治
衆
如
治
寡
、
分
數

3

3

是
也
。
　
孫
子
曰
く
、
凡
そ
衆
を
治
め
る
こ
と
寡
を
治
め
る
が
如
く
す
る
は
、
分
數
是
な
り
。

（
イ
）
鬪
衆
如
鬪
寡
、
形
名

3

3

是
也
。
　
衆
を
鬪
は
す
こ
と
寡
を
鬪
は
す
が
如
く
す
る
は
、
形
名
是
な
り
。

（
ウ
）
三
軍
之
衆
、
可
使
必
受
敵
而
無
敗
者
、
奇
正

3

3

是
也
。
　
三
軍
の
衆
、
必
ず
敵
に
受こ

た

へ
て
敗
無
か
ら
し
む
る
べ
き
者
は
、
奇
正
是
な
り
。

（
エ
）
兵
之
所
加
、
如
以
碬
投
卵
者
、
虛
實

3

3

是
也
。
　
兵
の
加
ふ
る
所
、
碬
を
以
て
卵
に
投
ず
る
が
如
く
す
る
者
は
、
虛
實
是
な
り
。

と
、
兵
に
お
け
る
四
つ
の
要
素
を
說
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
孫
子
』
十
三
篇
全
體
か
ら
見
る
と
、
語
の
使
い
方
が
少
し
異
な
っ
て
い
る
。

（
ア
）
の
「
分
數
」
は
、
人
數
を
分
け
て
部
曲
を
配
置
す
る
こ
と
だ
と
解
釋
さ
れ
、

部
曲
為
分
、
什
伍
為
數
。
（
曹
操
注
）
　
　
部
曲
を
分
と
為
し
、
什
伍
を
數
と
為
す
。
　

分
者
、
分
別
也
。
數
者
、
人
數
也
。
（
杜
牧
注
）
　
　
分
は
、
分
別
な
り
。
數
は
、
人
數
な
り
。
　

分
、
隊
伍
也
。
數
、
兵
之
大
數
也
。
（
孟
氏
注
）
　
　
分
は
、
隊
伍
な
り
。
數
は
、
兵
の
大
數
な
り
。
　

分
數
、
謂
部
曲
也
。
（
王
晳
注
）
　
　
分
數
は
、
部
曲
を
謂
ふ
な
り
。
　

な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
分
」
は
「
故
兵
以
詐
立
、
以
利
動
、
以
分3

合
為
變
者
也
」（
軍
爭
篇
Ｄ
６
）
、「
掠
鄕
分3

衆
、
廓
地
分3

利
、
懸
權
而
動
」（
同
Ｄ
７
）
、「
數
」
は
「
兵
法
、

…
…
三
曰
數3

…
…
量
生
數3

、
數3

生
稱
…
…
」
（
軍
形
篇
Ｅ
15
）
、
「
凡
軍
必
知
五
火
之
變
、
以
數3

守
之
」
（
火
攻
篇
Ｃ
６
）
な
ど
と
そ
れ
ぞ
れ
他
の
篇
で
も
見
ら
れ
る
語
で
あ

る
。
ま
た
、
文
意
と
し
て
は
謀
攻
篇
の
文
「
…
…
倍
則
分
之
、
敵
則
能
戰
之
、
少
則
能
逃
之
（
倍
な
れ
ば
則
ち
こ
れ
を
分
け
、
敵
な
れ
ば
則
ち
能
く
こ
れ
と
戰
ひ
、
少
な
れ
ば

則
ち
能
く
こ
れ
よ
り
逃
ぐ
）
…
…
」
（
Ｅ
６
）
及
び
虛
實
篇
の
文
「
…
…
則
我
專
而
敵
分
。
我
專
爲
一
、
敵
分
爲
十
（
則
ち
我
は
專あ

つ

ま
り
て
敵
分
か
る
。
我
は
專
ま
り
て
一
と
為
り
、

敵
は
分
か
れ
て
十
と
為
る
）
、
…
…
」
（
Ｉ
11
）
が
該
當
す
る
。
し
か
し
「
分
數
」
と
い
う
熟
語
あ
る
い
は
「
分
…
數
」
と
直
接
結
び
つ
い
た
用
例
は
無
い
。

（
イ
）
の
「
形
名
」
は
、
こ
こ
で
は
戰
國
名
家
が
使
用
す
る

〝
事
物
の
形
體
と
名
稱
〞

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
軍
隊
の
指
揮
・
號
令
に
使
用
す
る

は
た
じ
る
し

旗
章
や
金
鼓
を

指
す
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
を
使
用
す
る
軍
令
を
指
す
と
解
釋
さ
れ
、

旌
旗
曰
形
、
金
鼓
曰
名
。
（
曹
操
注
）
　
　
旌
旗
を
形
と
曰
ひ
、
金
鼓
を
名
と
曰
ふ
。
　

夫
形
者
、
陳
形
也
。
名
者
、
旌
旗
也
。
（
杜
牧
注
）
　
　
夫
れ
形
と
は
、
陳
〔
陣
〕
形
な
り
。
名
と
は
、
旌
旗
な
り
。
　

形
以
旌
旗
、
名
以
采
章
。
（
梅
堯
臣
注
）
　
　
形
は
旌
旗
を
以
て
し
、
名
は
采
章
を
以
て
す
。
　

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
始
計
篇
で
「
法
者
、
曲
制
官
道
主
用
也
（
法
と
は
、
曲
制
・
官
道
・
主
用
な
り
）
」
と
い
わ
れ
て
い
る
「
曲
制
」
に
相
當
す
る
も
の
だ
と
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思
わ
れ
る
。
そ
の
內
容
に
つ
い
て
は
軍
爭
篇
に
「
用
衆
之
法
」
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
形
名
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
形
」
は
後
に
述
べ

る
よ
う
に
『
孫
子
』
十
三
篇
中
で
多
く
使
わ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
が
、「
名
」
は
「
無
智
名3

、
無
勇
功
」（
軍
形
篇
Ｃ
10
）
、「
故
進
不
求
名
」（
地
形
篇
Ｅ
７
）
、「
舍
人
之
姓
名3

」

（
用
間
篇
Ｆ
８
）
と
名
譽
・
姓
名
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
の
み
で
、
こ
の
文
の
よ
う
に
、
旗
章
及
び
軍
令
に
結
び
つ
け
た
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。

（
ウ
）
の
「
奇
正
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
兵
勢
篇
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
他
の
篇
で
は
見
ら
れ
な
い
。

（
エ
）
の
「
虛
實
」
は
、
十
三
篇
中
、
現
行
本
で
は
兵
勢
篇
の
次
に
「
虛
實
」
と
い
う
篇
が
あ
り
、
そ
の
虛
實
篇
に
「
兵
之
形
、
避
實3

而
擊
虛3

」
（
Ｑ
24
、
漢
簡
で
は
「
兵
勝
、

辟
實
擊
虛
」
）
と
あ
る
。
し
か
し
、
篇
題
の
「
虛
實
」
は
漢
簡
で
は
「
實
虛
」
と
逆
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
十
三
篇
中
で
は
「
虛
實
」
と
い
う
熟
語
で
は
使

わ
れ
て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
、
十
三
篇
全
體
を
見
て
み
る
と
、
兵
に
お
け
る
要
素
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
次
の
よ
う
に
一
字
で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
二
字
の
熟
語

で
表
さ
れ
て
い
る
も
の
は
少
な
い
。

一
曰
道3

、
二
曰
天3

、
三
曰
地3

、
四
曰
將3

、
五
曰
法3

。
（
始
計
篇
Ｂ
２
）

故
殺
敵
者
、
怒3

也
、
取
敵
之
利
者
、
貨3

也
。
（
作
戰
篇
Ｈ
９
）

不
可
勝
者
、
守3

也
。
可
勝
者
、
攻3

也
。
（
軍
形
篇
Ａ
３
）

兵
法
、
一
曰
度3

、
二
曰
量3

、
三
曰
數3

、
四
曰
稱3

、
五
曰
勝3

。
（
同
Ｅ
15
）

勝
者
之
戰
、
若
決
積
水
於
千
仭
之
谿
者
、
形3

也
。
（
同
Ｇ
17
）

激
水
之
疾
、
至
於
漂
石
者
、
勢3

也
。
鷙
鳥
之
疾
、
至
於
毀
折
者
、
節3

也
。
（
兵
勢
篇
Ｄ
６
）

亂
生
於
治
、
怯
生
於
勇
、
弱
生
於
強
。
治
亂
、
數3

也
。
勇
怯
、
勢3

也
。
強
弱
、
形3

也
。
（
同
Ｈ
10
）

二
字
の
熟
語
に
は
、
始
計
篇
の
「
天
者
、
陰
陽

3

3

・
寒
暑

3

3

・
時
制

3

3

也
。
地
者
、
遠
近

3

3

・
險
易

3

3

・
廣
狹

3

3

・
死
生

3

3

也
」
（
Ｂ
２
）
、
「
法
者
、
曲
制

3

3

・
官
道

3

3

・
主
用

3

3

也
。
」
（
同
）
が

あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
天
」
「
地
」
「
法
」
を
說
明
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
語
に
包
括
さ
れ
て
お
り
、
重
要
度
は
高
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
語
彙
の
用
法
か
ら
見
る
と
、
「
分
數
」
「
形
名
」
「
奇
正
」
「
虛
實
」
の
四
つ
の
語
は
特
異
な
例
と
な
っ
て
お
り
、
果
た
し
て
『
孫
子
』
十
三
篇
に
元
來
編

入
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
か
疑
わ
し
く
な
る
。

次
に
、
「
奇
正
」
と
「
勢
」
の
關
係
を
示
す
文
「
戰
勢
不
過
奇
正
、
奇
正
之
變
、
不
可
勝
窮
也
」
（
Ｃ
４
）
の
「
戰
勢3

」
は
、
明
の
鄭
二
陽
『
孫
子
明
解
』
の
本
文
お
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三
七

第
二
章
　
『
孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇
正
」

よ
び
『
長
短
經
』
（
卷
九
奇
正
）
の
引
用
文
で
は
「
戰
勝3

」
に
、
『
太
平
御
覽
』
（
卷
二
八
二
）
の
引
用
文
で
は
「
戰
數3

」
と
な
っ
て
お
り
、
元
來
は
「
戰
勢
」
で
は
な
か

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
テ
キ
ス
ト
上
で
は
「
奇
正
」
と
「
勢
」
と
の
結
び
つ
き
は
無
く
な
り
、
「
奇
正
」
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
の
前
半
部
分
が
、

「
勢
」
に
つ
い
て
述
べ
た
後
半
部
分
と
共
に
兵
勢
篇
に
編
入
さ
れ
る
必
然
性
も
無
く
な
る
。

　
　
　
二
　
「
勢
」
と
「
奇
正
」

續
い
て
、
思
想
上
の
觀
點
か
ら
「
勢
」
と
「
奇
正
」
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
檢
討
を
試
み
る
。

兵
勢
篇
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
勢
」
と
「
奇
正
」
は
、
軍
形
篇
の
「
形
」
や
虛
實
篇
の
「
虛
實
」
と
と
も
に
『
孫
子
』
に
お
け
る
重
要
な
概
念
と
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
早
い
例
と
し
て
は
、
『
孫
子
』
と
同
じ
く
武
經
七
書
に
收
め
ら
れ
て
い
る
唐
代
の
『
李
衞
公
問
對
』

が
、
『
孫
子
』
の
「
奇
正
」
と
「
虛
實
」
の
關
係
に
つ
い
て
「
奇

正
者
、
所
以
致
敵
之
虛
實
也
（
奇
正
は
、
敵
の
虛
實
を
致
す
所
以
な
り
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
、
李
零
氏
が
「
奇
正
」
と
「
虛
實
」
は
『
孫
子
』

の
突
出
し
た
戰
術
思
想
が
反
映
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
兩
者
は
と
も
に
一
種
の
「
敵
に
因
り
て
變
化
す
る
」
こ
と
の
運
用
の
妙
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

。（
「
奇
正
」
と
「
虛

實
」
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
詳
述
す
る
。
）

　

Ⅰ
　
「
勢
」
の
概
念

で
は
ま
ず
『
孫
子
』
に
お
け
る
「
勢
」
の
概
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
な
お
、
「
勢
」
と
は
兵
書
以
外
に
お
い
て
も
樣
々
な
分
野
の
書
で

重
要
な
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
『
孫
子
』
を
主
に
、
兵
書
に
お
け
る
「
勢
」
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る

。

兵
勢
篇
中
で
は
「
勢
」
に
つ
い
て
、

激
水
之
疾
、
至
於
漂
石
者
、
勢
也
。
（
Ｄ
６
）
　
　
激
水
の
疾
く
し
て
、
石
を
漂
は
す
に
至
る
者
は
、
勢
な
り
。

故
善
戰
人
之
勢
、
如
轉
圓
石
於
千
仞
之
山
者
、
勢
也
。
（
Ｊ
14
）
　
　
故
に
善
く
人
を
戰
は
し
む
る
の
勢
、
圓
石
を
千
仭
の
山
よ
り
轉
ず
る
が
如
き
者
は
、
勢
な
り
。
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三
八

と
說
明
し
て
い
る
。
歷
代
の
注
釋
者
は
こ
れ
に
據
っ
て
『
孫
子
』
に
お
け
る
「
勢
」
を
、

勢
者
、
積
勢
之
變
也
。
（
王
晳
）
　
　
勢
と
は
、
積
勢
の
變
な
り
。
　

勢
者
、
自
高
注
下
、
得
險
疾
之
勢
、
故
能
漂
石
也
。
（
杜
牧
）
　
　
勢
と
は
、
高
き
よ
り
下
に
注
ぎ
、
險
疾
の
勢
を
得
、
故
に
能
く
石
を
漂
は
す
な
り
。　

猛
獸
將
搏
必
伏
軀
、
鷙
鳥
將
擊
必
歛
翼
、
將
以
用
其
勢
也
。
（
明
・
李
卓
吾
）

　
猛
獸
は
將
に
搏
た
ん
と
す
れ
ば
必
ず
軀
を
伏
せ
、
鷙
鳥
は
將
に
擊
た
ん
と
す
れ
ば
必
ず
翼
を
歛
む
る
は
、
將
に
以
て
其
の
勢
を
用
ひ
ん
と
す
れ
ば
な
り
。
　

な
ど
の
よ
う
に
解
釋
し
て
い
る
。
近
年
の
研
究
で
は
、
郭
化
若
氏
は
、
「
形
」
は
動
的
に
と
ら
え
た
物
質
、
「
勢
」
は
物
質
の
運
動
と
し

、
金
谷
治
氏
は
「
靜
的
な
形
（
態

勢
）
か
ら
發
動
す
る
戰
い
の
勢
い
」
（
『
新
訂
　
孫
子
』
「
勢
篇
第
五
」
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）
と
解
釋
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、『
孫
子
』
に
お
け
る
「
勢
」
と
は
、
陣
形
の
配
置
な
ど
の
諸
環
境
＝
「
形
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
、
物
質
の
運
動
が
發
す
る
大
き
な

い
き
お

勢
い
で
あ
り
、

動
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

Ⅱ
　
「
奇
正
」
の
語
と
概
念

さ
て
、
つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
「
奇
正
」
の
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
、
「
正
」
は
正
常
な
も
の
、
ま
た
そ
の
狀
態
で
あ
り
、
「
奇
」
は
「
正
」
に
對
す
る

異
質
な
も
の
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
他
書
で
は
、

故
其
民
莫
敢
託
為
奇
辭
以
亂
正
名
。
故
其
民
愨
。
愨
則
易
使
、
易
使
則
公
。
其
民
莫
敢
託
為
奇
辭
以
亂
正
名
。
故
壹
於
道
法
而
謹
於
循
令
矣
。
（
『
荀
子
』
正
名
篇
）

故
に
其
の
民
敢
へ
て
託
し
て
奇
辭
を
為
し
て
以
て
正
名
を
亂
す
こ
と
莫
し
。
故
に
其
の
民
は
愨
な
り
。
愨
な
れ
ば
則
ち
使
ひ
易
く
、
使
ひ
易
け
れ
ば
則
ち
公
な
り
。
其
の
民
敢

へ
て
託
し
て
奇
辭
を
為
し
て
以
て
正
名
を
亂
す
こ
と
莫
し
。
故
に
法
に
道よ

る
に
壹
に
し
て
令
に
循
ふ
に
謹
む
。
　

以
正
治
國
、
以
奇
用
兵
、
以
無
事
取
天
下
。
（
『
老
子
』
五
十
七
章
）
　
　
正
を
以
て
國
を
治
め
、
奇
を
以
て
兵
を
用
ひ
、
無
事
を
以
て
天
下
を
取
る
。
　

正
復
為
奇
、
善
復
為
妖
。
（
『
老
子
』
五
十
八
章
）
　
　
正
は
復
た
奇
と
為
り
、
善
は
復
た
妖
と
為
る
。　

奇
從
奇
、
正
從
正
、
奇
與
正
、
恆
不
不
同
廷
。
（
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
稱
』
）

　
　
奇
は
奇
に
從
ひ
、
正
は
正
に
從
ひ
、
奇
と
正
と
、
恆
に
同
廷
な
ら
ざ
る
な
し
。

な
ど
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
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三
九

第
二
章
　
『
孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇
正
」

で
は
、
兵
書
に
お
け
る
軍
事
用
語
と
し
て
の
「
奇
正
」
は
ど
う
い
う
も
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
孫
子
』
兵
勢
篇
で
は
、

故
善
出
奇
者
、
無
窮
如
天
地
、
不
竭
如
江
海
。
（
Ｃ
３
）
　
　
故
に
善
く
奇
を
出
す
者
、
窮
ま
り
無
き
こ
と
天
地
の
如
く
、
竭
き
ざ
る
こ
と
江
海
の
如
し
。

戰
勢
不
過
奇
正
、
奇
正
之
變
、
不
可
勝
窮
也
。
奇
正
相
生
、
如
循
環
之
無
端
、
孰
能
窮
之
哉
。
（
Ｃ
４
）

　
戰
勢
は
奇
正
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
奇
正
の
變
、
勝
げ
て
窮
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
奇
正
の
相
生
ず
る
こ
と
、
循
環
の
端
無
き
が
如
し
、
孰
れ
か
能
く
こ
れ
を
窮
め
ん
や
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
勢
」
に
關
聯
し
、
そ
の
樣
子
が
窮
ま
り
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
前
述
の
通
り
、
そ
れ
以
上
の
具
體
的
な
記
述
は
無
い
。
他
の

先
秦
の
兵
書
を
見
て
も
、

今
以
莫
邪
之
利
、
犀
兕
之
堅
、
三
軍
之
衆
、
有
所
奇
正
、
則
天
下
莫
當
其
戰
矣
。
（
『
尉
繚
子
』
武
議
篇
）

　
今
莫
邪
の
利
、
犀
兕
の
堅
、
三
軍
の
衆
、
奇
正
を
す
る
所
有
る
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
天
下
の
當
に
其
の
戰
ふ
べ
き
こ
と
莫
し
。　

故
正
兵
貴
先
、
奇
兵
貴
後
、
或
先
或
後
、
制
敵
者
也
。
（
同
・
勒
卒
令
篇
）

　
故
に
正
兵
は
先
を
貴
び
、
奇
兵
は
後
を
貴
び
、
或
ひ
は
先
に
し
或
ひ
は
後
に
し
、
敵
を
制
す
る
者
な
り
。

行
列
已
定
、
士
卒
已
陳
、
法
令
已
行
、
奇
正
已
設
、
各
置
衝
陳
於
山
之
表
、
便
兵
所
處
。
（
『
六
韜
』
豹
韜
・
烏
雲
山
兵
篇
）

　
行
列
已
に
定
ま
り
、
士
卒
已
に
陳
〔
陣
〕
し
、
法
令
已
に
行
は
れ
、
奇
正
已
に
設
け
ら
れ
、
各
お
の
衝
陳
を
山
の
表
、
便
ち
兵
の
處
る
所
に
置
く
。

と
「
奇
正
」
と
い
う
語
は
見
え
る
も
の
の
、
同
樣
に
具
體
的
な
說
明
は
見
ら
れ
な
い
。
後
世
の
兵
書
を
見
て
も
、「
奇
正
」
を
述
べ
た
箇
所
で
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
『
孫

子
』
の
文
を
引
き
、
そ
れ
を
軍
事
用
語
と
し
て
の
「
奇
正
」
の
初
出
と
見
做
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
主
と
し
て
『
孫
子
』
注
の
解
釋
を
參
考
す
る
こ
と
に
よ
り
、

「
奇
正
」
の
概
念
を
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

『
孫
子
』
の
注
釋
を
見
る
と
、
「
奇
正
」
の
解
釋
は
樣
々
で
あ
る
が
、
概
ね
以
下
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。

一
つ
目
の
解
釋
は
、
一
般
的
な
意
味
か
ら
、
常
法
を
使
う
の
が
「
正
」
、
變
化
に
應
じ
て
正
と
は
異
な
っ
た
奇
策
・
奇
襲
を
行
う
の
が
「
奇
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

十
一
家
注
で
は
、

以
正
道
合
戰
、
以
奇
變
取
勝
也
。
（
杜
佑
）
　
　
正
道
を
以
て
戰
に
合
ひ
、
奇
變
を
以
て
勝
を
取
る
な
り
。
　

若
兵
以
義
擧
者
、
正
也
。
臨
敵
合
變
者
、
奇
也
。
（
何
氏
）
　
　
若
し
兵
の
義
を
以
て
擧
ぐ
者
な
れ
ば
、
正
な
り
。
敵
に
臨
み
て
變
を
合
は
す
者
な
れ
ば
、
奇
な
り
。
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四
〇

と
あ
り
、
他
に
は
、

剋
日
合
戰
、
告
期
合
兵
、
正
也
。
聲
前
擊
後
、
獵
左
取
右
、
奇
也
。
（
金
・
施
子
美
『
施
氏
七
書
講
義
』
）

　
日
を
剋き

め
戰
を
合
は
し
、
期
を
告
げ
兵
を
合
は
す
は
、
正
な
り
。
前
に
聲
し
後
を
擊
ち
、
左
を
獵あ

さ

り
て
右
を
取
る
は
、
奇
な
り
。
　

正
者
、
法
度
部
伍
分
明
也
。
奇
者
、
不
為
法
度
所
縛
、
千
變
萬
化
、
坐
作
擊
刺
。
（
元
・
吳
萊
、
明
の
趙
本
學
注
所
引
）

　
正
と
は
、
法
度
・
部
伍
の
分
明
ら
か
な
り
。
奇
と
は
、
法
度
の
縛
る
所
を
為
さ
ず
し
て
、
千
變
萬
化
、
坐
作
し
て
擊
刺
す
。
　

正
兵
受
之
君
、
上
中
下
三
軍
是
也
。
此
兵
堂
堂
正
正
、
六
伐
七
伐
、
…
…
奇
兵
者
、
將
所
自
出
、
為
備
、
為
揚
、
為
伏
之
兵
是
也
。

（
明
・
趙
本
學
『
孫
子
書
校
解
引
類
』
）

　
正
兵
は
こ
れ
を
君
よ
り
受
く
、
上
・
中
・
下
三
軍
こ
れ
な
り
。
此
の
兵
は
堂
堂
正
正
と
し
て
、
六
伐
七
伐
、
…
…
奇
兵
と
は
、
將
の
自
ら
出
だ
す
所
に
し
て
、
備
を
為
し
、
揚
を
為
し
、

　
伏
を
為
す
の
兵
こ
れ
な
り
。
　

な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
伊
藤
馨
の
注
に
も
「
依
定
法
以
用
、
則
謂
之
正
兵
、
時
權
譎
而
發
、
則
謂
之
奇
兵
（
定
法
に
依
り
て
以
て
用
ふ
れ
ば
、
則
ち

こ
れ
を
正
兵
と
謂
ひ
、
時
に
權
譎
し
て
發
す
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
を
奇
兵
と
謂
ふ
）
」
（
『
孫
子
詳
解
』
）

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
戰
爭
全
體
の
位
置
付
け
お
よ
び
戰
略
に
關
聯
し
た
解

釋
で
、
狀
況
や
觀
點
に
よ
っ
て
「
奇
」
と
「
正
」
が
變
化
す
る
、
と
解
說
し
て
い
る
。

二
つ
目
の
解
釋
は
、
一
軍
隊
內
に
お
け
る
、
作
戰
上
で
の
分
擔
に
關
す
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

先
出
合
戰
為
正
、
後
出
為
奇
。
（
曹
操
）
　
　
先
に
出
で
戰
を
合
は
す
を
正
と
為
し
、
後
に
出
づ
る
を
奇
と
為
す
。
　

當
敵
為
正
、
出
傍
為
奇
。
（
李
筌
）
　
　
敵
に
當
る
を
正
と
為
し
、
傍
に
出
づ
る
を
奇
と
為
す
。
　

居
中
當
敵
者
為
正
、
兩
旁
翼
擊
者
為
奇
。
…
…
正
兵
如
身
、
奇
兵
如
手
足
。
（
淸
・
王
瞮
『
武
經
團
鏡
』
）

　
中
に
居
り
て
敵
に
當
る
者
を
正
と
為
し
、
兩
旁
翼
に
て
擊
つ
者
を
奇
と
為
す
。
…
…
正
兵
は
身
の
如
く
、
奇
兵
は
手
足
の
如
し
。
　

な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

し
か
し
、
以
上
の
二
つ
の
解
釋
を
考
え
て
み
る
と
、
「
奇
正
」
と
「
勢
」
と
の
結
び
つ
き
が
あ
ま
り
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
注
釋
の
文
中
に
は
「
奇

兵
」
「
正
兵
」
と
い
う
語
は
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
奇
勢
」
「
正
勢
」
と
い
う
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
梅
堯
臣
注
は
以
上
の
二
つ
の
解
釋
と
は
少
し
異
な
り
、
「
動

為
奇
、
靜
為
正
。
靜
以
待
之
、
動
以
勝
之
（
動
を
奇
と
為
し
、
靜
を
正
と
為
す
。
靜
に
し
て
以
て
こ
れ
を
待
ち
、
動
に
し
て
以
て
こ
れ
に
勝
つ
）
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を

〝
動
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き
の
大
き
な
強
い
勢
い
が
「
奇
」
、
静
か
で
動
き
が
少
な
い
弱
い
勢
い
が
「
正
」
で
、
静
か
な
狀
態
で
敵
を
待
ち
、
動
く
こ
と
で
勝
利
を
得
る
〞

と
理
解
す
る
と
、
梅

堯
臣
注
は
「
勢
」
に
結
び
つ
け
た
解
釋
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
『
孫
子
』
に
お
け
る
「
勢
」
が
動
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
か
つ
「
奇
正
」
が
「
勢
」
に
含
ま

れ
る
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
動
的
で
は
な
い
「
静
」
を
「
正
」
と
す
る
と
い
う
解
釋
は
適
切
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

Ⅲ
　
「
奇
正
」
と
「
形
」

こ
う
し
て
見
る
と
、
果
た
し
て
「
奇
正
」
が
本
當
に
「
勢
」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
べ
き
な
の
か
再
考
を
要
し
よ
う
。

そ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、「
形
」
に
關
聯
し
た
こ
と
を
述
べ
た
文
に
對
し
て
「
奇
正
」
の
語
を
使
用
し
て
い
る
注
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
と
し
て
は
、
兵
勢
篇
「
治

衆
如
治
寡
、
分
數
是
也
」
（
Ａ
１
）
に
對
す
る
、

　
部
伍
・
奇
正

3

3

之
分
數
、
各
有
所
統
。
（
梅
堯
臣
）
　
　
部
伍
・
奇
正
の
分
數
、
各
お
の
統
ぶ
る
所
有
り
。

虛
實
篇
「
微
乎
微
乎
、
至
於
無
形
。
…
…
」
（
Ｇ
８
）
に
對
す
る
、

　
言
二
遁
用
兵
之
奇
正

3

3

、
攻
守
微
妙
、
不
可
形
於
言
說
。
…
…
（
李
筌
）

　
　
言
ふ
こ
こ
ろ
は
二
つ
に
し
て
用
兵
の
奇
正
を
遁か

く

す
こ
と
、
攻
守
の
微
妙
な
る
こ
と
、
言
說
に
形あ

ら

は
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
…
…

同
篇
「
故
形
人
而
我
無
形
、
則
我
專
而
敵
分
」
（
Ｉ
11
）
に
對
す
る
、

　
吾
之
正3

、
使
敵
視
以
為
奇3

、
吾
之
奇3

、
使
敵
視
以
為
正3

、
形
人
者
也
。
以
奇3

為
正3

、
以
正3

為
奇3

、
變
化
紛
紜
、
使
敵
莫
測
、
無
形
者
也
。
（
張
預
）

吾
の
正
、
敵
を
し
て
視
て
以
て
奇
と
為
さ
し
め
、
吾
の
奇
、
敵
を
し
て
視
て
以
て
正
と
為
さ
し
む
る
は
、
形
人
な
る
者
な
り
。
奇
を
以
て
正
と
為
し
、
正
を
以
て
奇
と
為
し
、

變
化
紛
紜
、
敵
を
し
て
測
る
こ
と
莫
か
ら
し
む
る
は
、
無
形
な
る
者
な
り
。

な
ど
、
「
分
數
」
「
無
形
」
「
形
人
」
い
ず
れ
も
「
形
」
に
關
聯
し
た
こ
と
を
述
べ
た
文
の
注
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
奇
正
」
を
解
釋
す
る
上
で
の
新
し
い
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
の
「
奇
正
篇
」（
詳
細
は
後
述
）
で
は
、「
刑
以
應
刑
、
正
也
。
無
刑
而
裚
刑
、

奇
也
（
刑
〔
形
〕
を
以
て
刑
に
應
ず
る
は
、
正
な
り
。
無
刑
に
し
て
刑
を
裚
〔
制
〕
す
る
は
、
奇
な
り
）
」
と
、「
奇
正
」
を
解
說
す
る
の
に
「
刑
〔
形
〕
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
「
奇
正
」
は
、
「
勢
」
よ
り
も
「
形
」
に
關
係
が
あ
る
語
だ
と
解
釋
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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『
孫
子
』
に
お
い
て
、
「
形
」
は
名
詞
以
外
に
動
詞
と
し
て
も
使
わ
れ
、
「
故
善
動
敵
者
、
形3

之
、
敵
必
從
之
（
故
に
善
く
敵
を
動
か
す
者
、
こ
れ
に
形
す
れ
ば
、
敵
必
ず

こ
れ
に
從
ふ
）
」
（
兵
勢
篇
Ｉ
11
）
、
「
故
形3

人
而
我
無
形3

、
則
我
專
而
敵
分
（
故
に
人
に
形
せ
し
め
て
我
形
無
け
れ
ば
、
則
ち
我
專あ

つ
ま
り
て
敵
分
か
る
）
」
（
虛
實
篇
Ｉ
11
）
な
ど
と

用
例
は
多
い
。
さ
ら
に
、

勝
者
之
戰
、
若
決
積
水
於
千
仞
之
谿
者
、
形
也
。
（
軍
形
篇
Ｇ
17
）
　
　
勝
者
の
戰
、
積
水
を
千
仭
の
谿
よ
り
決
す
る
が
若
き
者
は
、
形
な
り
。
　

と
述
べ
ら
れ
、
單
に
陣
形
な
ど
の

〝
目
に
見
え
る
形
〞

お
よ
び
そ
れ
を

〝
あ
ら
わ
す
〞

、
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
兵
力
の
配
置
・
環
境
な
ど
「
勢
」
に
な
る
べ

き
力
が
內
在
し
た
、
目
に
見
え
る
物
質
的
要
因
・
態
勢
と
い
う
概
念
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
「
形
」
と
「
奇
正
」
と
は
ど
の
よ
う
な
關
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
奇
正
」
に
は
、
上
述
の
二
つ
の
解
釋
の
他
に
、
陣
法
に
關
す
る
も
の
だ
と
い
う
解
釋
が
あ
る
。
十
家
注
に
『
孫
子
』
注
が
收
め
ら
れ
て
い
る
李
筌
は
著
書
『
太
白

陰
經
』

（
卷
六
陣
圖
・
敎
旗
圖
篇
）
の
中
で
陣
法
と
「
奇
正
」
と
を
關
聯
づ
け
、
「
紛
紛
紜
紜
、
鬪
亂
而
不
可
亂
、
渾
渾
沌
沌
、
形
員
而
不
可
敗
者0

、
奇
正
是
也

0

0

0

0

」
の
よ
う

に
兵
勢
篇
の
文
と
「
奇
正
」
と
を
組
み
合
わ
せ
て
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
の
何
守
法
は
、

大
體
此
篇
所
謂
勢
者
、
卽
營
陣
奇
正
之
法
。
奇
輔
正
而
行
、
出
之
不
先
不
後
、
適
合
其
宜
為
貴
。
篇
中
投
卵
轉
石
發
機
激
石
之
喩
、
至
明
旦
晝
矣
。
李
衞
公
六
花
陣
、

正
得
於
此
。
世
人
不
善
讀
孫
子
、
每
恨
不
及
陣
法
。
（
『
校
音
點
註
孫
子
』
兵
勢
篇
注
）

大
體
此
の
篇
の
所
謂
る
勢
と
は
、
卽
ち
營
陣
の
奇
正
の
法
な
り
。
奇
は
正
を
輔
け
て
行
は
れ
、
出
づ
る
こ
と
の
先
な
ら
ず
後
な
ら
ず
、
其
の
宜
し
き
に
適
合
す
る
を
貴
と
為
す
。

篇
中
の
投
卵
・
轉
石
・
發
機
・
激
石
の
喩
へ
、
旦
晝
を
明
ら
か
に
す
る
に
至
る
。
李
衞
公
の
六
花
陣
、
正
に
此
よ
り
得
。
世
人
善
く
孫
子
を
讀
ま
ず
し
て
、
每
に
陣
法
に
及
ば

ざ
る
を
恨
む
。

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
荻
生
徂
徠
『
孫
子
國
字
解
』
に
は
具
體
的
に
そ
の
布
陣
の
方
法
が
次
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

奇
正
ニ
ツ
キ
テ
諸
家
ノ
說
一
樣
ナ
ラ
ス
。
…
…
（
中
略
）
…
…
說
々
不
同
ナ
レ
ト
モ
、
畢
竟
敵
ニ
相
手
組
ム
ヲ
正
兵
ト
シ
、
變
化
ス
ル
ヲ
奇
兵
ト
ス
ト
心
得
ヘ
シ
。

サ
レ
ハ
本
文
ニ
奇
正
ノ
法
ヲ
以
テ
備
數
多
キ
大
軍
ノ
備
ゴ
ト
ニ
皆
敵
ヲ
受
ケ
テ
モ
敗
軍
セ
ス
ト
云
ヘ
ル
ハ
、
陣
ノ
法
ヲ
云
ナ
リ
。
八
陣
ハ
井
田
ノ
法
ヨ
リ
起
リ
テ
、

畢
竟
ハ
中
央
ト
前
後
左
右
ノ
五
陣
ナ
リ
。
ソ
ノ
前
後
左
右
ニ
皆
奇
ト
正
ト
ヲ
組
入
レ
、
或
ハ
一
備
ニ
モ
シ
、
又
二
備
ニ
モ
ス
ル
ユ
ヘ
八
陣
ナ
リ
。
中
央
ハ
大
將
軍

ノ
旗
本
ニ
テ
、
握
奇
ノ
陣
ナ
リ
。
マ
ハ
リ
ノ
八
陣
ニ
前
後
左
右
分
ル
レ
ト
モ
、
何
レ
ニ
テ
モ
敵
ニ
逢
フ
ト
コ
ロ
ヲ
前
ト
シ
テ
、
左
右
後
ハ
立
コ
ト
ナ
リ
。
其
形
卍

字
ノ
如
ニ
テ
、
互
ニ
相
救
テ
橫
ヲ
入
ル
ヽ
コ
ト
凝
リ
滯
ル
コ
ト
ナ
シ
。
又
八
陣
ノ
ソ
ノ
一
陣

ニ
皆
八
陣
ア
リ
テ
、
八
々
六
十
四
陣
、
是
三
軍
ノ
大
勢
ヲ
備
ル
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寸
ノ
コ
ト
ニ
テ
、
其
一
陣

皆
ソ
レ

ニ
前
後
左
右
圓
轉
自
在
ナ
リ

。

つ
ま
り
、
左
に
示
し
た
圖
の
よ
う
に
な
り
、
正
兵
・
奇
兵
の
中
に
さ
ら
に
奇
兵
・
正
兵
が
存
在
す
る
こ
と
で
「
奇
」
＝
「
正
」
と
な
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
正
兵
・
奇

兵
が
自
在
に
變
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
無
形
、
卽
ち
敵
に
そ
の
配
置
と
役
割
を
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
理
論
と
し
て
は
『
孫
子
』
の
文
に
當
て

は
ま
る
の
で
あ
る
。

握奇

正 奇

正

奇

正

奇奇 正

敵

右

後

左

前

正 奇

正

奇

正

奇奇 正

※『李衞公問對校注』前言「五陣兵力配置圖」（吳如嵩・王顯臣兩氏校注、

中華書局、1983年）および『孫臏兵法校理』「八陣考」（張震澤氏、中華書局、

1984 年）の附圖を參考に作成した。
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「
奇
正
」
を
陣
法
に
關
す
る
も
の
と
す
る
記
述
は
、
古
く
は
『
李
衞
公
問
對
』
に
見
え
、「
握
奇
文
」
の
陣
法
を
解
釋
し
た
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
。「
握
奇
文
」

と
は
、
現
行
本
の
『
握
奇
經
』
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
書
に
つ
い
て
は
、
漢
の
公
孫
弘
の
解
が
有
り
『
宋
史
』
藝
文
志
に
「
風
后
握
機
一
卷
」
と
著
錄
さ
れ
て
い
る
が
、『
四

庫
全
書
』
の
提
要
で
は
そ
れ
以
前
の
書
誌
に
『
握
奇
經
（
あ
る
い
は
握
機
、
握
機
經
な
ど
）
』
と
い
う
名
で
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
唐
以
來
の
偽
託
書
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
し
か
し
『
漢
書
』
藝
文
志
に
「
風
后
十
三
篇
。
圖
二
卷
。
黃
帝
臣
、
依
託
也
」
と
い
う
記
載
が
あ
り
、
偽
託
書
で
は
あ
る
が
、
漢
代
に
は
現
行
本
に
近
い
「
握

奇
文
」
が
存
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
陣
法
と
は
前
引
の
『
孫
子
國
字
解
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
ほ
ぼ
同
樣
の
も
の
で
あ
り
、
『
李
衞
公
問
對
』

で
は
「
握
奇
文
」
の
「
奇
」
に
つ
い
て
、

太
宗
曰
、
黃
帝
兵
法
、
世
傳
握
奇
文
、
或
謂
為
握
機
文
、
何
謂
也
。
靖
曰
、
奇
音
機
、
故
或
傳
為
機
、
其
義
則
一
。
考
其
詞
云
、
四
為
正
、
四
為
奇
、
餘
奇
為
握
機
。

奇
餘
零
也
、
因
此
音
機
。
（
卷
上
）

太
宗
曰
く
、
黃
帝
の
兵
法
、
世
に
傳
ふ
握
奇
文
、
或
ひ
は
謂
ひ
て
握
機
文
と
為
す
は
、
何
の
謂
ぞ
や
、
と
。
靖
曰
く
、
奇
の
音
は
機
、
故
に
或
ひ
は
傳
ふ
る
に
機
と
為
す
も
、

其
の
義
は
則
ち
一
な
り
。
其
の
詞
を
考
ふ
る
に
云
ふ
、
四
を
正
と
為
し
、
四
を
奇
と
為
し
、
餘
奇
を
握
機
と
為
す
。
奇
は
餘
零
な
り
、
因
り
て
此
の
音
は
機
な
り
、
と
。

と
解
說
し
て
い
る

。
杜
牧
も
「
奇
正
」
と
陣
法
を
關
聯
付
け
、
「
故
善
出
奇
者
…
不
可
勝
嘗
也
」
（
兵
勢
篇
Ｃ
４
）
の
注
に
、

　
　
自
無
窮
如
天
地
已
下
、
皆
喩
八
陳
奇
正
也
。
　
　

〝
無
窮
如
天
地
〞

よ
り
已
下
、
皆
八
陳
〔
陣
〕
の
奇
正
を
喩
ふ
な
り
。

と
述
べ
、
「
紛
紛
紜
紜
…
…
不
可
敗
」
（
同
Ｇ
９
）
の
注
に
、

　
　
此
言
陳
法
也
。
風
后
握
奇
文
曰
、
四
為
正
、
四
為
奇
、
餘
奇
為
握
。
…
…
乃
出
奇
正
、
變
為
陳
也
。

　
　
　
此
れ
陳
〔
陣
〕
法
を
言
ふ
な
り
。
風
后
握
奇
文
曰
く
、
〝
四
を
正
と
為
し
、
四
を
奇
と
為
し
、
餘
奇
を
握
と
為
す
。
〞

…
…
乃
ち
奇
正
を
出
す
と
は
、
變
じ
て
陳
を
為
す
な
り
。

の
よ
う
に
「
握
奇
文
」
を
引
い
て
い
る
。
現
行
の
『
握
奇
經
』
を
見
る
と
、
本
文
に
は
「
以
正
合
以
奇
勝
」
、
宋
代
の
高
似
孫
注
に
も
「
奇
正
相
錯
變
化
無
窮
」
と
、
『
孫

子
』
と
同
じ
句
が
見
え
、
『
孫
子
』
中
の
「
奇
正
」
と
の
關
聯
が
窺
え
る
。

な
お
、
明
の
鄭
二
陽
は
『
孫
子
明
解
』
で
「
奇
正
」
と
陣
法
と
の
關
聯
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

嘗
按
陣
圖
、
…
…
大
抵
聖
人
制
陣
、
多
本
易
卦
。
蓋
易
雖
止
于
六
爻
之
位
而
已
、
極
其
變
也
。
陽
往
居
陰
、
陰
往
居
陽
、
變
動
不
居
、
周
流
六
虛
、
而
神
明
生
焉
。

是
故
伏
羲
之
陣
、
內
險
而
外
順
、
順
所
以
為
正
、
而
險
所
以
為
奇
。
黃
帝
之
陣
、
內
靜
而
外
動
、
靜
所
以
為
正
、
而
動
所
以
為
奇
。
太
公
之
陣
、
五
行
為
正
、
三
才
為
奇
。

周
公
之
陣
、
三
軍
為
正
、
游
闕
親
戎
為
奇
。
象
棋
之
陣
、
象
士
卒
為
正
、
車
馬
礟
為
奇
。
韓
信
之
陣
、
右
中
後
為
正
、
前
左
為
奇
。
太
白
陰
經
之
陣
、
四
方
為
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』
兵
勢
篇
と
「
奇
正
」

正
、
四
隅
為
奇
。
曹
操
之
陣
、
先
出
合
戰
為
正
、
後
出
旁
擊
為
奇
。
李
靖
之
正
、
車
徒
居
正
、
馬
軍
跳
蕩
居
後
為
奇
。
…
…

嘗
て
『
陣
圖
』
を
按
ず
る
に
、
…
…
大
抵
聖
人
の
陣
を
制
す
る
は
、
多
く
は
易
卦
に
本
づ
く
。
蓋
し
易
は
止
だ
六
爻
の
位
の
み
と
雖
も
、
其
の
變
を
極
む
る
な
り
。
陽
は
往
き

て
陰
に
居
り
、
陰
は
往
き
て
陽
に
居
り
、
變
動
し
て
居
ら
ず
、
六
虛
を
周
流
し
て
、
而
し
て
神
明
焉
に
生
ず
。
是
故
に
伏
羲
の
陣
、
內
は
險
に
し
て
外
は
順
、
順
は
以
て
正
と

為
す
所
に
し
て
、
險
は
以
て
奇
と
為
す
所
な
り
。
黃
帝
の
陣
、
內
は
靜
に
し
て
外
は
動
、
靜
は
以
て
正
と
為
す
所
に
し
て
、
動
は
以
て
奇
と
為
す
所
な
り
。
太
公
の
陣
、
五
行

を
正
と
為
し
、
三
才
を
奇
と
為
す
。
周
公
の
陣
、
三
軍
を
正
と
為
し
、
游
闕
親
戎
を
奇
と
為
す
。
象
棋
の
陣
、
象
の
士
卒
を
正
と
為
し
、
車
馬
を
奇
と
為
す
。
韓
信
の
陣
、
右

中
後
を
正
と
為
し
、
前
左
を
奇
と
為
す
。
太
白
陰
經
の
陣
、
四
方
を
正
と
為
し
、
四
隅
を
奇
と
為
す
。
曹
操
の
陣
、
先
に
出
で
て
戰
を
合
は
す
を
正
と
為
し
、
後
に
出
で
て
旁

よ
り
擊
つ
を
奇
と
為
す
。
李
靖
の
正
、
車
徒
は
正
に
居
り
、
馬
軍
跳
蕩
の
後
に
居
る
を
奇
と
為
す
。
…
…

こ
れ
は
陣
の
配
置
を
「
奇
」
と
「
正
」
と
に
分
け
て
解
釋
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
古
代
の
聖
人
に
假
託
し
た
兵
法
お
よ
び
陣
圖
は
古
く
か
ら
傳

わ
っ
て
い
た
よ
う
で
、
『
漢
書
』
藝
文
志
に
「
神
農
兵
法
一
篇
、
黃
帝
十
六
篇
、
圖
三
卷
」
な
ど
の
記
述
が
見
え
、
『
陣
圖
』
と
い
う
書
は
『
隋
書
』
經
籍
志
に
記
載
が

あ
る
。
前
述
の
梅
堯
臣
の
「
動
為
奇
、
靜
為
正
、
靜
以
待
之
、
動
以
勝
之
」
と
い
う
注
も
鄭
注
か
ら
考
え
る
に
、
お
そ
ら
く
「
黃
帝
之
陣
」
に
關
聯
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

實
際
に
『
孫
子
』
に
お
け
る
「
奇
正
」
が
果
た
し
て
上
記
の
解
釋
の
よ
う
に
具
體
的
な
陣
法
を
指
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
現
行
本
の
文
か
ら
は
判
斷
で
き
な
い
が
、

布
陣
は
卽
ち
兵
力
の
配
置
で
あ
り
、
後
世
「
奇
正
」
が
兵
力
の
配
置
、
つ
ま
り
「
形
」
に
屬
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
再
度
先
に
擧
げ
た
「
奇
正
」
に
關
す
る
二
つ
の
解
釋
を
見
て
み
る
と
、
二
番
目
の
作
戰
上
で
の
分
擔
に
關
す
る
こ
と
と
す
る
解
釋
は
、
三
番
目
と
同
樣
に

陣
法
に
關
聯
す
る
も
の
と
の
解
釋
も
可
能
で
、
兵
力
の
配
置
に
關
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
容
易
に
理
解
で
き
る
。
常
法
を
使
う
の
が
「
正
」
、
變
化
に
應
じ
て
正
と
は
異

な
っ
た
奇
策
・
奇
襲
を
行
う
の
が
「
奇
」
と
す
る
一
番
目
の
解
釋
も
、
一
つ
の
軍
隊
が
「
奇
」
と
「
正
」
の
い
ず
れ
か
を
使
う
の
で
は
な
く
、
「
奇
」
と
「
正
」
を
擔

當
さ
せ
る
部
隊
の
配
置
、
あ
る
い
は
戰
鬪
中
の
「
奇
」
「
正
」
作
戰
に
對
す
る
力
の
配
分
に
關
わ
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
兵
力
の
配
置
に
關
す
る
も
の
と
解
釋
で
き
よ

う
。近

年
の
研
究
を
見
る
と
、
李
零
氏
は
「
實
際
戰
鬪
中
的
兵
力
配
置
」
と
解
釋
し
（
『
《
孫
子
》
古
本
研
究
』
「
關
於
《
孫
子
兵
法
》
研
究
整
理
的
新
認
識
」
）
、
金
谷
治
氏
は

「
正
」
を

〝
正
常
な
定
石
ど
お
り
の
一
般
的
な
戰
法
〞

で
、
い
ず
れ
か
と
い
え
ば
靜
的
で
守
勢
で
あ
り
不
敗
の
立
場
を
作
る
も
の
だ
と
し
、「
奇
」
を

〝
狀
況
に
應
じ
た

適
時
の
變
法
〞

で
、
動
的
な
攻
勢
で
必
勝
の
態
勢
だ
と
し
て
い
る
（
『
新
訂
　
孫
子
』
「
勢
篇
第
五
」
）
。
郭
化
若
氏
は
、
奇
兵
・
正
兵
の
戰
術
運
用
を
指
し
、

（
一
）
軍
事
部
署
の
配
置
に
お
い
て
、
警
戒･

守
備
を
擔
當
す
る
の
が
「
正
」
、
集
中
・
機
動
部
隊
の
主
力
が
「
奇
」
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（
二
）
作
戰
方
式
上
で
、
正
面
攻
擊
を
「
正
」
、
迂
回
し
て
側
擊
す
る
の
が
「
奇
」

（
三
）
一
般
的
な
原
則
に
も
と
づ
い
た
作
戰
を
「
正
」
、
具
體
的
な
情
況
に
も
と
づ
い
て
特
殊
な
作
戰
を
行
う
の
が
「
奇
」

と
し
て
い
る

。
淺
野
裕
一
氏
は
銀
雀
山
漢
簡
奇
正
篇
の
文
か
ら
『
孫
子
』
の
「
奇
正
」
を
解
釋
し
、
敵
軍
と
同
質
の
戰
法
を
取
る
の
が
「
正
」
、
敵
軍
と
異
質
で
か
つ

有
利
な
戰
法
を
取
る
の
が
「
奇
」
で
、
そ
れ
に
加
え
て
相
手
に
見
え
る
狀
態
が
「
正
」
、
相
手
に
知
ら
れ
な
い
狀
態
が
「
奇
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
（
『
孫
子
』
「
第
五

章
　
勢
篇
」
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
孫
子
』
の
注
で
は
、
多
少
の
差
異
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
奇
正
」
は
兵
力
の
配
置
お
よ
び
態
勢
に
關
す
る
も
の
と
解
釋
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
『
孫
子
』
に
お
け
る
「
奇
正
」
と
は
「
形
」
に
關
聯
す
る
概
念
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
奇
正
」
は
「
勢
」
を
作
り
出
す
た
め
の
「
形
」
の
概

念
の
範
疇
に
あ
り
、
「
勢
」
に
「
奇
」
と
「
正
」
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
形
」
卽
ち
「
奇
」
と
「
正
」
の
運
用
に
よ
っ
て
「
勢
」
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
語
彙
の
用
例
だ
け
で
は
な
く
思
想
上
の
觀
點
か
ら
考
え
て
も
、
「
奇
正
」
を
述
べ
た
部
分
は
「
勢
」
を
述
べ
た
文
と
共
に

〝
兵
勢
篇
〞

と
い
う
一
篇

に
編
入
さ
れ
る
必
然
性
は
無
く
、
む
し
ろ
、
「
形
」
に
つ
い
て
述
べ
た
軍
形
篇
か
、
「
無
形
」
に
つ
い
て
述
べ
た
虛
實
篇
の
文
・
章
の
中
に
編
入
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
「
奇
正
」
と
「
勢
」
を
結
び
つ
け
る
「
戰
勢
不
過
奇
正
、
奇
正
之
變
、
不
可
勝
窮
也
」
の
「
戰
勢
」
は
、
上
述
の
よ
う
に
衍
字
と
考
え
る
か
、

さ
も
な
く
ば

〝
戰
の
勢
〞

で
は
な
く
、
「
形
」
に
含
ま
れ
る
一
つ
の
語
と
し
て
解
釋
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
三
　
兵
勢
篇
と
銀
雀
山
漢
簡
「
奇
正
篇
」

以
上
は
後
世
の
注
か
ら
「
奇
正
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
が
、
こ
こ
で
、
先
に
も
述
べ
た
『
孫
子
』
と
共
に
銀
雀
山
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
「
奇
正
篇
」
と
『
孫
子
』

兵
勢
篇
と
の
關
聯
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
う
。
奇
正
篇
は
『
孫
子
』
以
外
で
「
奇
正
」
に
つ
い
て
解
說
し
た
現
存
す
る
最
古
の
文
獻
で
あ
る
。
發
掘
當
初
か
ら
『
孫
子
』

中
の
「
奇
正
」
を
解
釋
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
果
た
し
て
本
當
に
『
孫
子
』
の
「
奇
正
」
を
解
釋
し
た
も
の
な
の
か
、
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
の
か
、

兩
者
の
關
係
の
再
檢
討
を
試
み
、
「
奇
正
」
の
概
念
解
明
の
一
助
と
し
た
い
。

奇
正
篇
は
、
一
九
七
五
年
の
文
物
出
版
社
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕
』
で
は
、
佚
書
と
さ
れ
て
き
た
『
孫
臏
兵
法
』
の
下
編
十
五
篇
の
中
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。
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孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇
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し
か
し
、
一
九
八
五
年
の
改
訂
版
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕
』
で
は
、
下
編
の
十
五
篇
は
『
孫
臏
兵
法
』
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
し
て
收
錄
さ
れ

て
い
な
い
。
銀
雀
山
一
號
・
二
號
墓
す
べ
て
の
漢
簡
の
釋
文
を
簡
の
整
理
番
號
順
に
收
錄
し
た
吳
九
龍
氏
『
銀
雀
山
漢
簡
釋
文
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
で

は
、
十
五
篇
は
漢
簡
の
他
篇
と
と
も
に
「
論
政
論
兵
之
類
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
整
理
後
の
も
の
は
未
發
表
で
あ
る
が
、
奇
正
篇
に
關
し
て
は
ほ
ぼ
ま
と
ま
っ

て
お
り
、
改
訂
前
の
も
の
を
使
用
し
て
も
問
題
は
無
い
と
思
わ
れ
る

。

一
九
七
五
年
に
發
表
さ
れ
た
漢
簡
の
圖
版
お
よ
び
摹
本
を
見
る
と
、
奇
正
篇
は
、
「
奇
正
」
と
い
う
篇
題
を
書
い
た
簡
を
含
め
、
比
較
的
損
傷
の
少
な
い
十
八
枚
の

竹
簡
か
ら
成
っ
て
い
る
。
一
簡
の
文
字
數
は
大
體
三
十
字
前
後
で
、
篇
の
末
尾
に
は
「
四
百
八
十
七
」
と
、
竹
簡
上
で
確
認
で
き
る
文
字
の
數
と
近
い
字
數
が
書
か
れ

て
い
る
。
內
容
に
つ
い
て
は
、
抽
象
的
な
語
が
多
い
ゆ
え
に
解
釋
が
困
難
な
箇
所
も
あ
る
が
、
「
奇
正
」
や
「
勢
」
「
形
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し

て
、
前
述
の
、
「
奇
正
」
の
具
體
的
な
解
說
を
し
て
い
る
と
い
う
點
以
外
に
も
、
『
孫
子
』
十
三
篇
と
共
通
す
る
箇
所
が
あ
る
。
（
以
下
、
奇
正
篇
の
文
に
付
け
た
斜
体
の
數

字
は
、
次
頁
附
表
の
番
號
で
あ
る
。
こ
の
附
表
で
は
、
構
造
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
對
句
構
成
な
ど
か
ら
分
章
を
加
え
た
。
）

第
一
に
、
同
じ
語
・
句
を
使
用
し
て
い
る
（
傍
線
部
分
が
同
じ
語
・
句
を
使
用
し
て
い
る
部
分
）
。

１
の
「
代
興
代
廢
、
四
時
是
也
。
有
勝
有
不
勝
、
五
行
是
也
」

↓
「
死
而
更
生
、
四
時
是
也
」
（
兵
勢
篇
４
Ｃ
）
、
「
五
行
無
常
勝
、
四
時
無
常
位
」
（
虛
實
篇
Ｑ
25
）◎

同
「
有
所
有
餘
、
有
所
不
足
、
刑
〔
形
〕
埶
〔
勢
〕
是
也
」

↓
「
守
則
不
足
、
攻
則
有
餘
（
漢
簡
で
は
「
守
則
有
餘
、
攻
則
不
足
」
）
」
（
軍
形
篇
Ａ
４
）
、

「
角
之
而
知
有
餘
不
足
之
處
」
（
虛
實
篇
Ｏ
19
）◎

３
の
「
而
莫
智
〔
知
〕
其
所
以
勝
之
刑
〔
形
〕
」
↓
「
而
莫
知
吾
所
以
制
勝
之
形
」
（
虛
實
篇
Ｐ
22
）◎

４
の
「
所
以
裚
〔
制
〕
刑
〔
形
〕
壹
也
、
所
以
勝
不
可
壹
也
」
↓
「
制
刑
〔
形
〕
所
以
勝
者
」
（
漢
簡
・
實
虛
篇
Ｐ
22
）◎

５
の
「
其
錯
勝
也
、
如
以
水
勝
火
」
↓
漢
簡
「
因
刑
〔
形
〕
而
錯
勝
」
（
虛
實
篇
Ｐ
21
）◎

６
の
「
刑
〔
形
〕
以
應
刑
〔
形
〕
、
正
也
。
無
刑
〔
形
〕
而
裚
〔
制
〕
刑
〔
形
〕
、
奇
也
」

↓
「
故
形
人
而
我
無
形
、
則
我
專
而
敵
分
」
（
虛
實
篇
Ｉ
11
）◎

「
故
形
兵
之
極
、
至
於
無
形
。
無
形
、
則
深
間
不
能
窺
、
智
者
不
能
謀
」
（
虛
實
篇
Ｐ
20
）◎
な
ど
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天
地
之
理
、
至
則
反
、
盈
則
敗
、
□
□
是
也
。

代
興
代
廢
、
四
時
是
也
。

有
勝
有
不
勝
、
五
行
是
也
。

有
生
有
死
、
萬
物
是
也
。

有
能
有
不
能
、
萬
生
是
也
。

有
所
有
餘
、
有
所
不
足
、
刑
藏
是
也
。

故
有
刑
之
徒
、
莫
不
可
名
。

有
名
之
徒
、
莫
不
可
勝
。

故
聖
人
以
萬
物
之
勝
、
勝
萬
物
、
故
其
勝
不
屈
。

戦
者
、
以
刑
相
勝
者
也
。

刑
莫
不
可
以
勝
、
而
莫
智
其
所
以
勝
之
刑
。

刑
勝
之
變
、
與
天
地
相
敝
而
不
窮
。

刑
勝
、
以
楚
越
之
竹
書
之
而
不
足
。

刑
者
皆
以
其
勝
、
勝
者
也
。

以
一
刑
之
勝
勝
萬
刑
、
不
可
。

所
以
畿
刑
壹
也
、

所
以
勝
不
可
壹
也
。

故
善
戦
者
、
見
適
之
所
長
、
則
智
其
所
短
。

　
　
　
　
　
見
適
之
所
不
足
、
則
智
其
所
有
餘
。

　
　
　
　
　
見
勝
如
見
日
月
。

其
錯
勝
也
、
如
以
水
勝
火
。

刑
以
應
刑
、
正
也
。

無
刑
而
畿
刑
、
奇
也
。

奇
正
無
窮
、
分
也
。

分
之
以
奇
數
、

畿
之
以
五
行
、

斧
之
以
□
□
。

分
定
則
有
刑
矣
、

刑
定
則
有
名
。

□
□
□
□
則
□
、
同
不
足
以
相
勝
也
、
故
以
異
爲
奇
　
。

１２３４５６７

８

是
以
静
爲
動
奇
、

失
爲
勞
奇
、

飽
爲
飢
奇
、

治
爲
亂
奇
、

衆
爲
寡
奇
。

奇
發
而
爲
正
、
其
未
發
者
、
奇
也
。

奇
發
而
不
報
、
則
勝
矣
。

有
餘
奇
者
、
過
勝
者
也
。

故
一
節
痛
、
百
節
不
用
、
同
禮
也
。

　
　
　
前
敗
而
後
不
用
、
同
刑
也
。

故
戦
埶
、
大
陳
□
斷
、

小
陳
□
解
。

後
不
得
乗
前
、

前
不
得
然
後
、

進
者
有
道
出
、

退
者
有
道
入
。

賞
未
行
、
罰
未
用
、
而
民
聴
令
者
、
其
令
、
民
之
所
能
行
也
。

賞
高
罰
下
、
而
民
不
聴
其
令
者
、
其
令
、
民
之
所
不
能
行
也
。

使
民
唯
不
利
、
進
死
而
不
筍
踵
、
孟
賁
之
所
難
也
、

而
責
之
民
、
是
使
水
逆
留
也
。

故
戦
埶
、
勝
者
益
之
、

敗
者
代
之
、

労
者
息
之
、

飢
者
食
之
。

故
民
見
□
人
而
未
死
　
、

　
　
道
白
刃
而
不
筍
踵
。

故
行
水
得
其
理
、
剽
石
折
舟
。

　
用
民
得
其
生
、
則
令
行
如
留
。
　

四
百
八
十
七

９101112131415

16

銀雀山漢簡「奇正篇」

※テキストには銀雀山漢墓整理小組『孫臏兵法』（文物出版社、1975年）

および張震澤氏『孫臏兵法校理』（中華書局、1974 年）を使用した。

なお、「　」は竹簡に書かれている記號である。
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四
九

第
二
章
　
『
孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇
正
」

８
の
「
是
以
靜
為
動
奇
、
失
〔
佚
〕
為
勞
奇
、
飽
為
飢
奇
、
治
為
亂
奇
、
衆
為
寡
奇
。
」

↓
「
佚
」
と
「
勞
」
は
、
「
佚
而
勞
之
」
（
始
計
篇
Ｇ
７
）
、
「
敵
佚
能
勞
之
」
（
虛
實
篇
Ｄ
４
）◎

、
「
以
佚
待
勞
」
（
軍
爭
篇
Ｈ
12
）

「
飽
」
と
「
飢
」
は
、
「
飽
能
飢
之
」
（
虛
實
篇
Ｄ
４
）◎

、
「
以
飽
待
飢
」
（
軍
爭
篇
Ｈ
12
）

「
治
」
と
「
亂
」
は
、
「
亂
生
於
治
」
（
兵
勢
篇
Ｈ
10
）
「
以
治
待
亂
」
（
軍
爭
篇
Ｈ
12
）

「
衆
」
と
「
寡
」
は
、
特
に
虛
實
篇
に
「
則
我
衆
敵
寡
、
能
以
衆
擊
寡
、
則
吾
之
所
與
戰
者
、
約
矣
」
（
Ｊ
12
）◎

な
ど
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。

16
の
「
故
行
水
得
其
理
、
剽
石
折
舟
」

↓
「
激
水
之
疾
、
至
於
漂
石
者
、
勢
也
。
鷙
鳥
之
疾
、
至
於
毀
折
者
、
節
也
」
（
兵
勢
篇
Ｄ
６
）

「
兵
刑
〔
形
〕
象
水
、
水
行
、
辟
高
而
走
下
、
兵
勝
、
辟
實
擊
虛
。
」
（
漢
簡
・
實
虛
篇
Ｑ
24
）◎

そ
の
ほ
か
、
『
孫
子
』
十
三
篇
の
中
で
は
兵
勢
篇
冒
頭
の
文
以
外
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
形
」
と
「
名
」
と
を
組
み
合
わ
せ
て
の
使
用
が
、

故
有
刑3

之
徒
、
莫
不
可
名3

。
有
名
之
徒
、
莫
不
可
勝
。
（
２
）
　
　
故
に
有
刑
〔
形
〕
の
徒
は
、
名
づ
く
べ
か
ら
ざ
る
な
し
。
有
名
の
徒
は
、
勝
つ
べ
か
ら
ざ
る
な
し
。

分
定
則
有
刑
矣
、
刑3

定
則
有
名3

。
（
８
）
　
　
分
定
ま
れ
ば
則
ち
刑
〔
形
〕
有
り
、
刑
〔
形
〕
定
ま
れ
ば
則
ち
名
有
り
。

な
ど
に
見
ら
れ
、
「
戰
勢
」
と
い
う
語
も
、
直
接
「
奇
正
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

故
戰
埶

3

3

、
大
陳□

斷
、
小
陳□

解
（□

は
判
別
不
能
箇
所
）
。
（
11
）
　
　
故
に
戰
埶
〔
勢
〕
、
大
陳
〔
陣
〕
に
は□

斷
し
、
小
陳
〔
陣
〕
に
は□

解
す
。

故
戰
埶

3

3

、
勝
者
益
之
、
敗
者
代
之
、
勞
者
息
之
、
飢
者
食
之
。
（
15
）

故
に
戰
埶
〔
勢
〕
、
勝
者
は
之
を
益
し
、
敗
者
は
之
を
代
へ
、
勞
者
は
之
を
息い

こ

は
せ
、
飢
者
は
之
を
食
せ
し
む
。

第
二
に
、
同
じ
表
現
を
使
用
し
て
い
る
。

天
地
之
理
、
至
則
反
、
盈
則
敗
、□

□

是
也

3

3

。
代
興
代
廢
、
四
時
是
也

3

3

。
有
勝
有
不
勝
、
五
行
是
也

3

3

。
有
生
有
死
、
萬
物
是
也

3

3

。
有
能
有
不
能
、
萬
生
是
也

3

3

。
有

所
有
餘
、
有
所
不
足
、
刑
埶
是
也

3

3

。
（
１
）

天
地
の
理
、
至
れ
ば
則
ち
反
り
、
盈
つ
れ
ば
則
ち
敗
る
、□

□

是
な
り
。
代
ご
も
興
り
代
ご
も
廢
す
、
四
時
是
な
り
。
勝
つ
こ
と
有
り
勝
た
ざ
る
こ
と
有
り
、
五
行
是
な
り
。

生
有
り
死
有
り
、
萬
物
是
な
り
。
能
有
り
不
能
有
り
、
萬
生
是
な
り
。
餘
り
有
る
所
有
り
、
足
ら
ざ
る
所
有
り
、
刑
〔
形
〕
埶
〔
勢
〕
是
な
り
。

は
「
…
、○

○

是
也
。
」
と
い
う
表
現
が
、
兵
勢
篇
冒
頭
の
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五
〇

孫
子
曰
、
凡
治
衆
如
治
寡
、
分
數
是
也

3

3

。
鬪
衆
如
鬪
寡
、
形
名
是
也

3

3

。
三
軍
之
衆
、
可
使
必
受
敵
而
無
敗
者
、
奇
正
是
也

3

3

。
兵
之
所
加
、
如
以
碬
投
卵
者
、
虛
實

是
也

3

3

。
（
Ａ
１
）

と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
孫
子
』
十
三
篇
中
に
は
他
に
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
『
孫
臏
兵
法
』
や
『
尉
繚
子
』
『
六
韜
』
な
ど
他
の
兵
書
で
も
見
ら
れ
な
い
表
現
で
あ
り
、

『
孫
子
』
兵
勢
篇
の
文
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
語
句
の
使
い
方
や
表
現
か
ら
、
奇
正
篇
と
『
孫
子
』
と
は
關
係
が
あ
り
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
奇
正
」
も
『
孫
子
』
に
關
係
が
あ
る
と
い
え
る
。

特
に
、◎

で
示
し
た
よ
う
に
、
虛
實
篇
と
の
關
聯
に
注
目
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
奇
正
篇
の
文

□
□

□
□

則□

、
同
不
足
以
相
勝
也
、
故
以
異
為
奇
。
是
以
靜
為
動
奇
、
失
為
勞
奇
、
飽
為
飢
奇
、
治
為
亂
奇
、
衆
為
寡
奇
。
發
而
為
正
、
其
未
發
者
、
奇
也
。
（
８
）

□
□

□
□

則
ち□

、
同
は
以
て
相
勝
つ
に
足
ら
ず
、
故
に
異
を
以
て
奇
と
為
す
。
是
を
以
て
靜
は
動
の
奇
と
為
り
、
失
〔
佚
〕
は
勞
の
奇
と
為
り
、
飽
は
飢
の
奇
と
為
り
、
治

は
亂
の
奇
と
為
り
、
衆
は
寡
の
奇
と
為
る
。
發
し
て
正
と
為
り
、
其
の
未
だ
發
せ
ざ
る
者
は
、
奇
な
り
。

は
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
、

同
莫
足
以
相
治
也

0

0

0

0

0

0

0

、
故
以
異
為
奇

0

0

0

0

0

。
兩
爵
相
與
鬥
、
未
有
死
者
也
。
鸇
鷹
至
、
則
為
之
解
、
以
其
異
類
也
。
故
靜
為
躁
奇

0

0

0

0

0

、
治
為
亂
奇

0

0

0

0

、
飽
為
飢
奇

0

0

0

0

、
佚
為
勞
奇

0

0

0

0

。

奇
正
之
相
應
、
若
水
火
金
木
之
代
為
雌
雄
也

。

同
は
以
て
相
治
む
る
に
足
る
こ
と
な
し
、
故
に
異
を
以
て
奇
を
為
す
。
兩
爵
相
與
に
鬥
ふ
も
、
未
だ
死
す
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
。
鸇
鷹
至
れ
ば
、
則
ち
之
が
為
に
解
く
、
其
の

類
を
異
に
す
る
を
以
て
な
り
。
故
に
靜
は
躁
の
奇
為
り
、
治
は
亂
の
奇
為
り
、
飽
は
飢
の
奇
為
り
、
佚
は
勞
の
奇
為
り
。
其
の
相
應
ず
る
こ
と
水
火
金
木
の
代
ご
も
雌
雄
と
為

る
が
若
き
な
り
。

と
類
似
し
た
文
が
見
ら
れ
る
。
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
は
、
他
に
も
奇
正
篇
及
び
『
孫
子
』
十
三
篇
の
句
と
相
似
た
表
現
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
兵
略
訓
の
文
、

凡
物
有
朕
、
唯
道
無
朕
。
所
以
無
朕
者
、
以
其
無
常
形
勢
也
。
輪
轉
而
無
窮
、
象
日
月
之
行
、
若
春
秋
有
代
謝
、
若
日
月
有
晝
夜
、
終
而
復
始
、
明
而
復
晦
、
莫

能
得
其
紀
。
制
刑
而
無
刑
、
故
功
可
成
。
物
物
而
不
物
、
故
勝
而
不
屈
。
刑
兵
之
極
也
、
至
於
無
刑
、
可
謂
極
之
矣
。

凡
そ
物
は
朕

き
ざ
し

有
り
、
唯
だ
道
の
み
朕
無
し
。
朕
無
き
所
以
は
、
其
の
常
の
形
勢
無
き
を
以
て
な
り
。
輪
轉
し
て
窮
ま
り
無
き
こ
と
、
日
月
の
行
に
象
る
。
春
秋
の
代
謝
有
る
が
若
く
、

日
月
の
晝
夜
有
る
が
若
く
、
終
り
て
復
た
始
ま
り
、
明
ら
か
に
し
て
復
た
晦
く
、
能
く
其
の
紀
を
得
る
な
し
。
刑
を
制
し
て
刑
無
し
、
故
に
功
成
る
べ
し
。
物
を
物
と
し
て
物
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五
一

第
二
章
　
『
孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇
正
」

と
せ
ら
れ
ず
、
故
に
勝
ち
て
屈
せ
ず
。
兵
に
刑
す
る
の
極
た
る
や
、
無
刑
に
至
り
て
、
之
を
極
む
と
謂
う
べ
し
。

の
中
に
は
、

「
以
其
無
常
形
勢
也
」
↓
「
故
兵
無
常
勢

0

0

0

、
水
無
常
形

0

0

0

」
（
『
孫
子
』
虛
實
篇
Ｑ
25
）◎

「
終
而
復
始
」
↓
「
終
而
復
始

0

0

0

0

、
日
月
是
也
」
（
『
孫
子
』
兵
勢
篇
Ｃ
４
）

「
制
刑
而
無
刑
」
↓
「
制
刑
而
無
刑

0

0

0

0

0

、
奇
也
」
（
奇
正
篇
６
）

「
故
勝
而
不
屈
」
↓
「
故
聖
人
以
萬
物
之
勝
、
勝
萬
物
、
故
其
勝
不

0

0

0

0

屈0

」
（
奇
正
篇
２
）

「
刑
兵
之
極
也
、
至
於
無
刑
」
↓
「
故
形
兵
之
極

0

0

0

0

、
至
於
無
形

0

0

0

0

」
（
『
孫
子
』
虛
實
篇
Ｐ
20
）◎

と
、
『
孫
子
』
と
共
に
奇
正
篇
の
文
と
類
似
し
た
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
は
『
孫
子
』
や
奇
正
篇
を
原
典
と
し
て
使
用
し
た
と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ

る

。
そ
し
て
、
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
こ
で
も
虛
實
篇
に
關
聯
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
銀
雀
山
漢
簡
奇
正
篇
は
、『
孫
子
』
と
深
い
關
わ
り
が
あ
り
、
特
に
虛
實
篇
の
「
無
形
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
に
關
聯
性
が
強
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
「
奇
正
」
の
概
念
は
「
形
」
、
特
に
「
無
形
」
の
概
念
に
關
係
が
あ
る
と
い
え
る
。

な
お
、
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
と
『
孫
子
』
虛
實
篇
の
「
無
形
」
と
は
全
く
同
じ
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
虛
實
篇
の
「
無
形
」
と
は
、
「
故
形
兵
之
極
、
至
於
無
形
。

無
形
、
則
深
間
不
能
窺
、
智
者
不
能
謀
（
故
に
兵
を
形
す
の
極
は
、
無
形
に
至
る
。
無
形
な
れ
ば
、
則
ち
深
間
も
窺
ふ
こ
と
能
は
ず
、
智
者
も
謀
る
こ
と
能
は
ず
）
」
と
い
う
よ
う

に
、
敵
に
こ
ち
ら
の
「
形
」
を
見
せ
な
い
、
知
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
方
、
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
の
「
無
形
」
と
は
、
先
に
擧
げ
た
文
の
中
に
「
凡
物
有
朕
、

唯
道
無
朕
。
所
以
無
朕
者
、
以
其
無
常
形
勢
也
（
凡
そ
物
は
朕
有
り
、
唯
だ
道
の
み
朕
無
し
。
朕
無
き
所
以
は
、
其
の
常
の
形
勢
無
き
を
以
て
な
り
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
道
家

の
い
う
「
道
」
と
關
聯
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
は
實
際
の
兵
法
を
述
べ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
儒
家
及
び
道
家
の
思
想
と
兵
法
を
結
び
つ

け
て
兵
法
理
論
を
說
い
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る

。
奇
正
篇
も
「
天
地
之
理
、
至
則
反
、
盈
則
敗
、□

□

是
也
（
天
地
の
理
、
至
れ
ば
則
ち
反
り
、
盈
つ
れ
ば
則
ち
敗
る
、

□
□

是
な
り
）
」
と
い
う
よ
う
に
抽
象
的
な
文
が
多
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
恐
ら
く
兵
略
訓
と
同
樣
に
兵
法
の
「
奇
正
」
「
形
」
「
勢
」
に
つ
い
て
よ
り
理
念
化
し
て
述

べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
語
句
や
文
體
の
關
聯
か
ら
考
え
る
と
、『
孫
子
』
の
注
釋
的
な
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
と
し
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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以
上
、
『
孫
子
』
の
「
奇
正
」
が
「
形
」
に
關
聯
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
兵
勢
篇
の
「
奇
正
」
を
述
べ
た
前
半
部
分
の
文
は
「
勢
」
を
述
べ
た
後
半
部
分
と
同
じ
篇

に
編
入
さ
れ
る
必
然
性
は
無
く
、
む
し
ろ
虛
實
篇
中
の
文
と
結
び
つ
き
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。

こ
こ
で
、
兵
勢
篇
の
構
造
を
見
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

李
零
氏
は
、
兵
勢
篇
の
「
治
衆
如
治
寡
、
分
數
是
也
」（
Ａ
１
）
の
「
分
數
」
は
同
じ
兵
勢
篇
の
文
「
治
亂
、
數
也
」（
Ｈ
10
）
の
「
數
」
と
同
じ
意
味
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
「
治

亂
、
數
也
。
勇
怯
、
勢
也
。
強
弱
、
形
也
（
治
亂
は
、
數
な
り
。
勇
怯
は
、
勢
な
り
。
強
弱
は
、
形
な
り
）
」
は
、
「
勢
」
・
「
形
」
の
順
が
銀
雀
山
出
土
の
『
孫
子
』
十
三
篇

の
篇
名
を
記
し
た
木
牘
の
順
と
同
じ
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
『
吳
孫
子
發
微
』
）
。

「
奇
正
」
が
「
形
」
に
包
括
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
「
凡
治
衆
如
治
寡
、
分
數
是
也
。
鬪
衆
如
鬪
寡
、
形
名
是
也
。
三
軍
之
衆
、
可
使
必
受
敵
而
無
敗
者
、
奇
正
是
也
。

兵
之
所
加
、
如
以
碬
投
卵
者
、
虛
實
是
也
」
（
Ａ
１
）
の
う
ち
、「
治
衆
如
治
寡
、
分
數
是
也
」
は
「
數
」
を
、「
三
軍
之
衆
、
可
使
必
受
敵
而
無
敗
者
、
奇
正
是
也
」
は
「
形
」

を
述
べ
て
お
り
、
二
つ
の
文
は
「
治
亂
、
數
也
」
「
強
弱
、
形
也
」
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
『
孫
子
』
十
三
篇
と
は
語
句

の
使
い
方
が
異
な
る
現
行
本
の
冒
頭
文
よ
り
も
こ
の
「
數
」
「
勢
」
「
形
」
を
述
べ
た
文
の
方
が
十
三
篇
の
內
容
に
合
致
す
る
。
よ
っ
て
、
兵
の
要
素
を
列
擧
し
た
も
の

と
し
て
、
冒
頭
の
文
「
凡
治
衆
如
治
寡
、
分
數
是
也
。
…
…
虛
實
是
也
」
（
Ａ
１
）
は
「
治
亂
、
數
也
。
…
…
強
弱
、
形
也
」
（
Ｈ
10
）
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
、

內
容
の
重
複
し
た
部
分
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
「
紛
紛
紜
紜
、
鬪
亂
、
而
不
可
亂
也
。
渾
渾
沌
沌
、
形
圓
、
而
不
可
敗
也
（
紛
紛
紜
紜
、
鬪
亂
し
て
、
亂
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
渾
渾
沌
沌
、
形
圓
く
し
て
、
敗
る

べ
か
ら
ざ
る
な
り
）
」
（
Ｇ
９
）
は
、
前
述
の
よ
う
に
李
筌
が
「
紛
紛
紜
紜
、
…
…
不
可
敗
者
、
奇
正
是
也
」
（
『
太
白
陰
經
』
卷
六
陣
圖
・
敎
旗
圖
篇
）
と
引
き
、
杜
牧
注
が
「
此

れ
陳
〔
陣
〕
法
を
言
ふ
な
り
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
奇
正
」
の
配
置
に
關
聯
す
る
も
の
で
、
「
奇
正
」
を
述
べ
た
部
分
と
共
に
あ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
奇
正
」
を
述
べ
た
兵
勢
篇
の
前
半
部
分
は
、
元
來
は
違
う
編
次
で
あ
っ
た
も
の
が
、
編
纂
を
重
ね
る
う
ち
に
何
ら
か
の
原
因
で
移
動
さ
せ
ら

れ
こ
の
位
置
に
來
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
、
虛
實
篇
の
文
と
關
係
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
來
は
そ
れ
ら
の
文
と
共
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
奇
正
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
十
三
篇
全
體
と
は
內
容
・
語
の
使
い
方
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
『
孫
子
』

の
他
の
章
と
は
異
な
る
時
代
に
書
か
れ
て
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
前
章
第
三
節
Ⅱ
で
述
べ
た
九
地
篇
の
對
話
形
式
の
文
の
よ
う
に
注
と
し
て
書
か
れ

た
も
の
が
混
入
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

移
動
さ
せ
ら
れ
た
原
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
「
形
」
と
「
勢
」
の
概
念
の
混
同
で
あ
る
。
『
孫
子
』
で
は
「
形
」
と
「
勢
」
は
別
の
も
の
と
し
て
扱
わ
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第
二
章
　
『
孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇
正
」

れ
て
い
る
。
し
か
し
「
形
」
は
「
勢
」
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
か
つ
「
勢
」
は
「
形
」
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
で
、
後
世
で
は
「
形
勢
」
と
い
う
言
葉
が
出
來

た
よ
う
に
、
二
つ
の
概
念
は
非
常
に
密
接
な
關
係
を
持
っ
て
お
り
、
混
同
さ
れ
や
す
い

。
後
世
、
「
形
」
に
含
ま
れ
る
「
態
勢
」
の
義
が
「
勢
」
に
含
ま
れ
、
「
形
」
は

「
示
形
」
「
陣
形
」
な
ど
目
に
見
え
る
形
と
い
う
限
定
さ
れ
た
義
の
用
例
が
多
く
な
っ
た
。
前
述
の
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
で
も
「
是
故
善
用
兵
者
、
勢
如
決
積
水
於
千
仭

之
隄
、
若
轉
員
石
於
萬
丈
之
谿
（
是
の
故
に
善
く
兵
を
用
ふ
る
者
、
勢
は
積
水
を
千
仭
の
隄
よ
り
決
す
る
が
如
く
、
員
石
を
萬
丈
の
谿
よ
り
轉
ず
る
が
如
し
）
」
と
、
『
孫
子
』
で

は
そ
れ
ぞ
れ
「
形
」
と
「
勢
」
を
說
明
し
た
文
「
勝
者
之
戰
、
若
決
積
水
於
千
仭
之
谿
者
、
形
也
」
「
故
善
戰
人
之
勢
、
如
轉
圓
石
於
千
仭
之
山
者
、
勢
也
」
を
ま
じ

え
て
「
勢
」
が
說
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
『
孫
子
』
に
お
け
る
「
形
」
の
概
念
が
當
時
す
で
に
「
勢
」
の
概
念
の
中
に
包
括
さ
れ
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
「
戰
勢
」
と
い
う
語
に
據
っ
て
、
「
奇
正
」
を
述
べ
た
部
分
は
「
勢
」
に
關
聯
あ
る
も
の
と
し
て
兵
勢
篇
に
移
動
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に
、
『
孫
子
』
兵
勢
篇
の
「
奇
正
」
を
述
べ
た
部
分
が
移
動
し
た
こ
と
の
別
の
原
因
と
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
陣
法
と
の
關
係
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
き
た

い
。『

漢
書
』
藝
文
志
の
『
吳
孫
子
兵
法
』
に
は
「
圖
九
卷
」
、
『
隋
書
』
經
籍
志
に
は
『
孫
子
八
陣
圖
』
と
い
う
記
載
が
見
え
、
『
周
禮
』
（
春
官
車
僕
）
鄭
玄
注
に
も
「
孫

子
八
陳
〔
陣
〕
有
苹
車
之
陳
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
『
孫
子
』
に
も
本
文
中
、
あ
る
い
は
銀
雀
山
漢
簡
の
「
吳
問
篇
」
な
ど
の
よ
う
に
注
と
し
て
付
け
ら
れ
た
篇
の
中

に
、
陣
法
を
說
い
た
部
分
が
存
在
し
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
銀
雀
山
漢
墓
か
ら
は
陣
圖
は
發
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
孫
臏
兵
法
』
に
「
八
陣
篇
」
が
あ
り
、
ま

た
奇
正
篇
と
同
樣
に
『
孫
臏
兵
法
』
か
ら
後
に
「
論
兵
論
政
之
類
」
に
分
け
ら
れ
た
「
十
陣
」
と
い
う
篇
が
あ
る
。
そ
し
て
、
八
陣
篇
で
說
か
れ
て
い
る
「
八
陣
」
と

は
、
張
震
澤
氏
に
よ
れ
ば
『
李
衞
公
問
對
』
で
說
か
れ
て
い
る
黃
帝
の
八
陣
法
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
（
『
孫
臏
兵
法
校
理
』
「
八
陣
考
」
）
。
ま
た
十
陣
篇
に
は
「
方
陣
」

「
圓
陣
」
「
錐
行
之
陣
」
「
雁
行
之
陣
」
な
ど
陣
法
の
名
が
見
ら
れ
、
陣
圖
と
對
應
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
推
測
さ
れ
る
。

殘
念
な
が
ら
、
そ
れ
ら
に
は
具
體
的
な
配
置
に
關
す
る
記
述
は
少
な
く
、
ま
た
文
中
に
「
奇
正
」
の
語
は
見
え
な
い
の
で
、
漢
簡
が
書
か
れ
た
當
時
陣
法
と
「
奇
正
」

が
結
び
つ
い
て
い
た
の
か
の
判
斷
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
後
世
の
「
奇
正
」
を
用
い
た
所
謂
「
八
陣
法
」
の
、
陰
陽
思
想
を
布
陣
に
反
映
さ
せ
た
考
え
方
と
、
兵
勢

篇
の
「
奇
正
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
及
び
奇
正
篇
に
陰
陽
思
想
に
關
す
る
語
句
が
見
え
る
こ
と
と
は
、
何
か
し
ら
關
聯
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
漢
書
』
藝
文

志
で
「
陰
陽
家
」
と
さ
れ
る
兵
書
は
「
順
時
而
發
、
推
刑
德
、
隨
斗
擊
、
因
五
勝
、
假
鬼
神
而
為
助
者
也
（
時
に
順
ひ
て
發
し
、
刑
德
を
推
し
、
斗
に
隨
ひ
て
擊
ち
、
五
勝

に
因
り
て
、
鬼
神
を
假
り
て
助
け
と
為
す
者
な
り
）
」
と
專
ら
占
術
に
傾
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
吳
孫
子
兵
法
』
が
分
類
さ
れ
て
い
る
「
權
謀
家
」
も
、
「
先
計
而

後
戰
、
兼
形
勢
、
包
陰
陽
、
用
技
巧
者
也
（
先
づ
計
り
て
後
に
戰
ひ
、
形
勢
を
兼
ね
、
陰
陽
を
包
み
、
技
巧
を
用
ふ
る
者
な
り
）
」
と
「
陰
陽
」
を
含
む
も
の
と
さ
れ
、
早
く
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か
ら
陰
陽
の
變
化
の
思
想
を
兵
法
に
反
映
さ
せ
た
考
え
方
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る

。
銀
雀
山
漢
簡
の
中
に
も
、
多
く
の
兵
書
と
と
も
に
「
陰
陽
時
令
占
候
之
類
」
と

さ
れ
る
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
る

。

「
奇
正
」
を
述
べ
た
部
分
が
陣
法
に
關
聯
し
、
そ
れ
が
一
時
期
、
虛
實
篇
に
編
入
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
と
假
定
す
る
と
、
銀
雀
山
出
土
の
木
牘
で
、
「
實
虛
篇
」
が
、

後
半
で
軍
隊
の
整
備
に
關
わ
る
こ
と
の
記
述
を
含
む
軍
爭
篇
の
後
に
排
列
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
漢
簡
以
前
の
陣
圖
が
存
在
し
た
頃
に

は
、
「
奇
正
」
を
述
べ
た
部
分
は
、
陣
圖
と
對
應
し
て
陣
法
を
說
い
た
、
も
う
少
し
具
體
的
な
內
容
の
記
述
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
、
陣
圖
が

失
わ
れ
、
ま
た
時
代
の
推
移
と
と
も
に
陣
法
が
變
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
記
述
が
削
除
さ
れ
、
現
行
本
の
よ
う
に
抽
象
的
な
文
の
み
が
殘
り
、
移
動
さ
せ
ら
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
こ
の
推
測
に
も
と
づ
き
、
さ
ら
に
虛
實
篇
に
つ
い
て
檢
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
注

①
　
淸
・
朱
墉
輯
、
國
英
重
訂
『
重
刊
武
經
七
書
彙
解
』
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
影
印
）
に
據
る
。

②　

第
一
章
第
二
節
Ⅲ
參
照
。

③　

現
行
本
『
孫
子
』
十
三
篇
全
體
の
錯
簡
・
衍
文
の
改
訂
を
試
み
て
い
る
天
野
鎭
雄
氏
は
、
「
孫
子
曰
、
凡
治
衆
如
治
寡
、
分
數
是
也
。
…
…
奇
正
相
生
、
如
循
環
之
無
端
、
孰
能
窮
之
哉
」

の
部
分
は
、
一
見
文
意
が
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
く
檢
討
す
る
と
斷
絕
し
、
後
人
の
誤
解
に
よ
り
衍
文
が
混
入
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
衍
文
を
除
い
た
本
來
の
こ
の
部

分
の
文
は
「
凡
戰
者
以
正
合
、
以
奇
勝
。
故
出
奇
者
、
無
窮
如
天
地
、
不
竭
如
江
河
。
奇
之
變
、
不
可
勝
窮
也
。
孰
能
窮
之
」
で
あ
り
、
文
意
上
、
兵
勢
篇
と
は
直
接
關
係
が
無
く
、
本

來
は
九
變
篇
に
あ
っ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
（
新
釋
漢
文
大
系
36
『
孫
子
・
吳
子
』
、
明
治
書
院
、
一
九
七
二
年
）
。

④　

『
李
衞
公
問
對
』
に
つ
い
て
は
、
宋
の
陳
師
道
『
後
山
談
叢
』
卷
二
に
「
世
傳
王
氏
『
元
經
』
・
薛
氏
『
傳
』
・
關
子
明
『
易
傳
』
・
李
公
『
對
問
錄
』
、
皆
阮
逸
所
著
。
逸
以
草
示
蘇

明
允
、
而
子
瞻
言
之
」
、
晁
公
武
『
郡
齋
讀
書
志
』
後
志
卷
二
に
「
史
臣
謂
李
靖
兵
法
世
無
完
書
、
略
見
於
『
通
典
』
、
今
『
對
問
』
出
於
阮
逸
家
、
或
云
逸
因
杜
氏
附
益
之
」
と
い
う

記
述
が
あ
り
、
淸
の
汪
宗
沂
は
そ
の
偽
書
說
に
據
っ
て
別
に
『
李
公
兵
法
』
を
輯
め
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
吳
如
嵩
・
王
顯
臣
兩
氏
は
『
李
衞
公
問
對
校
注
』
（
「
前
言
」
、
中
華
書

局
、
一
九
八
三
年
）
で
偽
書
說
の
根
據
と
な
る
『
後
山
談
叢
』
の
記
述
な
ど
を
考
證
し
、
證
據
と
す
る
に
は
足
ら
な
い
と
し
て
偽
書
說
を
否
定
し
て
い
る
。
假
に
宋
代
の
偽
書
で
あ
る
と

し
て
も
、
『
孫
子
』
の
解
說
に
つ
い
て
は
優
れ
た
見
解
を
示
し
て
お
り
、
後
世
の
『
孫
子
』
注
に
そ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

⑤　

『
吳
孫
子
發
微
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
《
孫
子
》
一
書
的
戰
術
思
想
比
較
突
出
地
反
映
在
它
的

〝
虛
實
〞

（
簡
本
作

〝
實
虛
〞

）
和

〝
奇
正
〞

兩
個
概

念
上
。
…
…
在
《
勢
》
和
《
虛
實
》
兩
篇
中
、
作
者
對
上
述
概
念
做
了
非
常
精
闢
透
徹
的
分
析
、
指
出

〝
奇
正
〞

和

〝
虛
實
〞

是
一
種

〝
因
敵
變
化
〞

的
運
用
之
妙
、
旣
不
能
事
先
去
規
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第
二
章
　
『
孫
子
』
兵
勢
篇
と
「
奇
正
」

定
、
也
無
法
用
理
論
去
窮
盡
、
為
人
的
主
觀
能
動
性
留
下
了
充
分
的
餘
地
。
」

⑥　

桂
勝
氏
は
『
周
秦
勢
論
研
究
』
（
武
漢
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
「
勢
是
一
切
事
物
運
動
所
蘊
含
的
力
量
趨
向
」
と
述
べ
、
先
秦
の
道
家
・
兵
家
・
陰
陽
五
行
學
・
法
家
・
儒

家
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
「
勢
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

⑦　

注
①
の
『
重
刊
武
經
七
書
彙
解
』
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
。

⑧　

『
孫
子
譯
注
』「
勢
篇
第
五
」（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
前
一
篇
孫
子
講
的

〝
形
〞

、
實
質
上
就
是
我
們
現
在
說
的

〝
運
動
中
的
物
質
〞

、
本
篇
孫

子
所
講
的

〝
勢
〞

、
實
質
上
就
是

〝
物
質
的
運
動
〞

。
」
な
お
、
譯
は
立
間
祥
介
氏
監
譯
、
韓
昇
・
谷
口
眞
一
兩
氏
譯
『
孫
子
譯
注
』
（
東
方
書
店
、
一
九
八
九
年
）
を
參
考
に
し
た
。

⑨
　
『
荀
子
』
は
四
部
叢
刊
本
、
『
老
子
道
德
經
』
は
『
二
十
二
子
』
所
收
の
王
弼
注
本
、
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
稱
』
は
『
馬
王
堆
帛
書
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
七
六
年
）
に
據
っ
た
。
な
お
、

『
稱
』
の
文
に
つ
い
て
、
文
物
出
版
社
の
注
で
は
「
恆
不
不
同
廷
」
の
「
不
」
の
一
字
は
衍
字
だ
と
し
て
い
る
。

⑩　

『
尉
繚
子
』
『
六
韜
』
の
テ
キ
ス
ト
は
『
中
國
兵
書
集
成
』
１
（
解
放
軍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
所
收
の
宋
刻
武
經
七
書
本
を
使
用
し
た
。
な
お
、
『
尉
繚
子
』
と
『
六
韜
』
は
銀
雀

山
漢
簡
に
一
部
の
篇
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
を
含
む
篇
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

⑪　

豐
雪
齋
道
伴
刊
印
本
『
武
學
上
舍
施
氏
七
書
講
義
』
（
長
澤
規
矩
也
編
『
和
刻
本
諸
子
大
成
』
第
四
輯
所
收
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
五
年
）
に
據
る
。

⑫
　
明
萬
曆
四
十
二
年
重
刻
本
『
孫
子
書
校
解
引
類
』
（
前
揭
の
『
孫
子
集
成
』
所
收
）
に
據
る
。

⑬
　
文
久
元
年
刊
本
（
前
揭
の
『
孫
子
集
成
』
所
收
）
に
據
る
。
讀
點
も
同
書
の
も
の
を
參
考
に
し
た
。

⑭　

淸
咸
豐
十
一
年
刊
本
（
前
揭
の
『
孫
子
集
成
』
所
收
）
に
據
る
。

⑮　

守
山
閣
叢
書
本
（
『
中
國
兵
書
集
成
』
２
所
收
、
解
放
軍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
に
據
る
。

⑯　

『
中
國
兵
學
大
系
』
影
印
本
（
前
揭
『
孫
子
集
成
』
所
收
）
に
據
る
。

⑰
　
京
都
・
出
雲
寺
松
柏
堂
後
印
本
に
據
る
。
假
名
遣
い
は
原
本
に
依
っ
た
。

⑱
　
現
行
本
『
握
奇
經
』
は
前
揭
『
中
國
兵
書
集
成
』
１
所
收
の
津
逮
祕
書
本
を
使
用
し
た
。
な
お
、
李
零
氏
は
「
奇
」
に
つ
い
て
「
奇
正
：
奇
音
機
、
古
代
兵
家
重
要
術
語
。
…
…
這
一

概
念
與
古
代
數
學
的
奇
、
偶
概
念
和
餘
數
概
念
有
關
。
古
人
認
為

〝
餘
奇
〞

卽

〝
一
〞

是
數
字
變
化
的
關
鍵
：
任
何
偶
數
加
一
都
可
變
為
奇
數
、
任
何
奇
數
減
一
都
可
變
為
偶
數
。
也
就

是
說
、
祇
要
手
中
留
有

〝
餘
奇
〞

、
就
有
可
能
造
成
任
何
變
化
。
同
樣
、
在
軍
事
上
、
機
動
力
量
也
被
稱
為

〝
餘
奇
〞

。
…
…
」（
『
吳
孫
子
發
微
』「
勢
第
五
」
、
中
華
書
局
、
一
九
九
七

年
）
と
、
「
餘
奇
」
＝
一
と
は
變
化
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
、
偶
數
・
奇
數
へ
自
由
に
變
化
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

⑲　

明
崇
禎
四
年
刊
本
（
前
揭
『
孫
子
集
成
』
所
收
）
に
據
る
。

⑳　

前
揭
の
『
孫
子
譯
注
』
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
「
奇
正
、
古
代
軍
事
術
語
、
指
奇
兵
・
正
兵
的
戰
術
運
用
。
奇
正
一
般
包
含
以
下
意
思
：
（
一
）
在
軍
隊
部
署
上
擔
任
警
戒
・
守
備

的
部
隊
為
正
、
集
中
機
動
的
主
力
為
奇
；
擔
任
箝
制
的
為
正
、
擔
任
突
擊
的
為
奇
。
（
二
）
在
作
戰
方
式
上
、
正
面
攻
擊
為
正
、
迂
回
側
擊
為
奇
；
明
攻
為
正
、
暗
襲
為
奇
。
（
三
）
按
一

般
原
則
作
戰
為
正
、
根
据
具
體
情
況
采
取
特
殊
的
作
戰
方
法
為
奇
。
軍
隊
無
論
駐
軍
行
軍
、
都
派
出
警
戒
部
隊
（
奇
）
以
保
衞
主
力
（
正
）
、
這
樣
卽
使
遭
到
敵
軍
突
然
進
攻
、
也
一
定
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不
會
被
打
敗
。
」



　

第
一
章
の
注
⑮
參
照
。



　
奇
正
篇
の
テ
キ
ス
ト
は
、
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
『
孫
臏
兵
法
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）
お
よ
び
張
震
澤
氏
『
孫
臏
兵
法
校
理
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
）
を
使
用

し
た
。
訓
讀
に
つ
い
て
は
金
谷
治
氏
譯
注
『
孫
臏
兵
法
』
（
東
方
書
店
、
一
九
七
六
年
）
を
參
考
に
し
た
。


　
『
淮
南
子
』
の
文
は
四
部
叢
刊
本
に
據
り
、
張
雙
棣
氏
撰
『
淮
南
子
校
釋
』
（
北
京
大
學
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）
を
參
考
に
し
た
。
訓
讀
に
つ
い
て
は
楠
山
春
樹
氏
『
淮
南
子
　
下
』
（
新

釋
漢
文
大
系
62
、
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
）
を
參
考
に
し
た
。



　
『
淮
南
子
』
と
『
孫
子
』『
孫
臏
兵
法
』
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
谷
中
信
一
氏
「
『
淮
南
子
』
の
成
立
に
與
え
た
齊
文
化
の
影
響
に
つ
い
て
―
兵
略
訓
を
中
心
に
―
」（
「
日
本
女
子
大
學
紀
要
（
文

學
部
）
」
第
四
十
號
、
一
九
九
一
年
三
月
）
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
谷
中
氏
は
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
と
諸
兵
家
文
獻
の
共
通
點
を
指
摘
し
、
特
に
『
孫
子
』
『
孫
臏
兵
法
』
に
つ
い

て
は
、
そ
の
兵
法
を
繼
承
し
て
き
た
者
の
手
に
よ
っ
て
兵
略
訓
が
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。



　
楠
山
春
樹
氏
は
、
前
揭
の
『
淮
南
子
　
下
』
「
兵
略
訓
」
で
「
孫
吳
の
書
が
實
戰
に
お
け
る
驅
引
を
か
な
り
具
體
的
に
述
べ
る
の
に
對
し
て
、
本
篇
で
は
、
む
し
ろ
道
家
思
想
に
修
飾

さ
れ
た
形
而
上
的
思
辨
が
多
く
、
い
わ
ば
兵
家
哲
學
と
し
て
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
…
…
す
な
わ
ち
「
道
」
に
つ
い
て
の
「
無
為
に
し
て
為
さ
ざ
る
は
無
し
」
と
い
う
命
題
は
、
こ
れ

を
處
世
の
場
に
適
用
す
れ
ば
、
最
小
限
の
努
力
に
よ
っ
て
最
大
の
效
果
を
あ
げ
よ
、
と
の
要
請
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
道
家
思
想
の
影
響
は
、
中
國
の
兵
書
の
す
べ
て
に
あ
る
と
い

え
よ
う
。
…
…
要
す
る
に
本
篇
の
說
く
兵
法
は
、
實
戰
に
卽
し
た
兵
法
と
い
う
よ
り
も
、
道
家
や
儒
家
の
思
想
に
修
飾
さ
れ
、
理
念
化
さ
れ
た
兵
法
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。



　
李
零
氏
は
『
吳
孫
子
發
微
』
で
「

〝
形
〞

含
有
形
象
、
形
體
等
義
、
是
指
戰
爭
中
客
觀
・
有
常
・
易
見
的
諸
因
素
。
…
…
另
外
、
在
《
孫
子
》
書
中
、

〝
形
〞

也
常
常
作
為
動
詞
、
…

用
作
者
本
人
的
話
來
解
釋
、
前
一
種
概
念
的

〝
形
〞

是

〝
我
所
以
勝
之
形
〞

、
後
一
種
概
念
的

〝
形
〞

是

〝
吾
所
以
制
勝
之
形
〞

。
一
個
是
人
為
創
造
的
；
一
個
是
靜
態
的
、
一
個
是
動

態
的
、
這
是
二
者
的
區
別
。
後
一
種
概
念
的

〝
形
〞

、
與

〝
勢
〞

的
含
義
已
經
無
別
。
」
と
「
形
」
と
「
勢
」
に
別
が
あ
り
な
が
ら
、
同
意
義
の
用
例
も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

桂
勝
氏
は
前
揭
の
『
周
秦
勢
論
研
究
』
で
、「
從
孫
武
將

〝
形
〞

與

〝
勢
〞

擧
和
歷
代
注
家
對

〝
形
〞

的
注
釋
、
可
知
道
作
為
物
質
力
量
趨
向
所
呈
現
的
狀
態
的

〝
形
〞

與

〝
勢
〞

在
意

義
上
有
兼
通
之
處
。
有
形
必
潛
在
着
勢
、
有
勢
必
有
形
。
形
指
的
是
潛
在
着
勢
的
形
。
」
と
「
形
」
と
「
勢
」
が
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。



　
李
零
氏
は
軍
爭
篇
や
行
軍
篇
の
文
を
擧
げ
て
、
『
孫
子
』
に
古
代
の
地
理
・
天
文
に
關
わ
る
陰
陽
說
の
思
想
が
あ
っ
た
と
い
う
說
を
出
し
て
い
る
（
『
《
孫
子
》
古
本
研
究
』
「
讀
《
孫

子
》
劄
記
」
五
《
孫
子
》
中
的
兵
陰
陽
說
）
。



　
前
揭
の
『
銀
雀
山
漢
簡
釋
文
』
に
據
る
。
整
理
さ
れ
た
も
の
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
內
容
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
い
が
、
「
天
地
八
風
五
行
客
主
五
音
之
居
」
と
題
さ
れ
た

篇
が
あ
り
（
兵
書
で
は
戰
に
於
い
て
來
る
者
を
「
客
」
、
そ
こ
に
居
る
者
を
「
主
」
と
言
い
、
「
論
政
論
兵
之
類
」
に
「
客
主
人
分
」
と
い
う
篇
が
あ
る
）
、
兵
法
に
關
わ
る
も
の
も
含
ま

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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第
三
章
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
考 

―
「
虛
實
」
の
解
釋
と
そ
の
編
纂
過
程

―

こ
の
章
で
は
兵
勢
篇
に
引
き
續
き
、
虛
實
篇
に
焦
點
を
當
て
る
。
第
二
章
で
は
、
兵
勢
篇
の
「
奇
正
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
が
こ
の
虛
實
篇
と
深
い
關
わ
り
が
あ
り
、

漢
簡
以
前
は
兵
勢
篇
と
同
樣
に
現
行
本
と
は
異
な
っ
た
內
容
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
ま
た
、
虛
實
篇
は
銀
雀
山
出
土
の
木
牘
で
は
篇
次
が
現
行
本
と
異
な
っ
て
お
り
、
現

行
本
の
篇
次
に
意
義
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
同
書
に
と
っ
て
は
こ
れ
は
重
大
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
篇
は
『
孫
子
』
の
思
想
を
知

る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
篇
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
虛
實
篇
の
內
容
を
檢
討
す
る
こ
と
は
『
孫
子
』
全
體
の
思
想
を
考
え
る
上
で
も
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
ま
ず
虛
實
篇
の
構
造
お
よ
び
內
容
を
再
檢
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
行
本
虛
實
篇
の
問
題
點
を
明
ら
か
に
し
、
文
・
章
が
移
動
し
た
可
能
性
を
探
る
。
さ
ら
に
、

キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
「
虛
實
」
の
概
念
と
そ
の
解
釋
が
編
纂
過
程
に
與
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
よ
り
「
原
形
」
に
近
い
、
漢
簡
以
前
の
「
虛

實
篇
」
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
推
測
を
試
み
た
い
。

一
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
に
つ
い
て

　

Ⅰ
　
現
行
本
『
孫
子
』
に
お
け
る
虛
實
篇
の
位
置
づ
け

虛
實
篇
は
、
現
行
本
『
孫
子
』
で
は
始
計
篇
・
作
戰
篇
・
謀
攻
篇
・
軍
形
篇
・
兵
勢
篇
に
續
く
第
六
篇
で
あ
る
。
『
孫
子
』
十
三
篇
の
篇
題
に
は
そ
れ
ぞ
れ
篇
の
內
容
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五
八

を
概
括
し
た
と
思
わ
れ
る
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
虛
實
篇
の
篇
題
も
、
本
文
中
に
「
避
實3

而
擊
虛3

（
實
を
避
け
虛
を
擊
つ
）
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
虛
實
」
を
主
題
と
し

て
付
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
虛
實
」
は
第
二
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
兵
勢
篇
の
「
奇
正
」
と
と
も
に
『
孫
子
』
の
重
要
な
概
念
と
さ
れ
て
き
た
。
後
世
の

兵
書
に
お
い
て
、
例
え
ば
『
李
衞
公
問
對
』

で
は
、

　
太
宗
曰
、
朕
視
諸
兵
書
、
無
出
孫
武
。
孫
武
十
三
篇
、
無
出
虛
實
。
夫
用
兵
、
識
虛
實
之
勢
、
則
無
不
勝
焉
。
（
卷
中
）

太
宗
曰
く
、
朕 

諸
の
兵
書
を
視
る
に
、
孫
武
に
出
づ
る
も
の
無
し
。
孫
武
十
三
篇
、
虛
實
に
出
づ
る
も
の
無
し
。
夫
れ
兵
を
用
ふ
る
に
、
虛
實
の
勢
を
識
れ
ば
、
則
ち
勝
た
ざ

る
こ
と
無
か
ら
ん
。

と
評
價
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
虛
實
篇
の
諸
家
の
注
に
は
、

形
篇
言
攻
守
、
勢
篇
說
奇
正
。
善
用
兵
者
、
先
知
攻
守
兩
齊
之
法
、
然
後
知
奇
正
。
先
知
奇
正
相
變
之
術
、
然
後
知
虛
實
。
蓋
奇
正
自
攻
守
而
用
、
虛
實
由
奇
正
而

見
、
故
次
勢
。
（
張
預
）

形
篇
は
攻
守
を
言
ひ
、
勢
篇
は
奇
正
を
說
く
。
善
く
兵
を
用
ふ
る
者
は
、
先
づ
攻
守
兩
齊
の
法
を
知
り
、
然
る
後
に
奇
正
を
知
る
。
先
づ
奇
正
相
變
の
術
を
知
り
、
然
る
後
に
虛

實
を
知
る
。
蓋
し
奇
正
は
攻
守
よ
り
用
ひ
、
虛
實
は
奇
正
よ
り
見
る
、
故
に
勢
に
次
ぐ
。

　
　
此
篇
語
意
雜
出
、
約
而
言
之
、
不
過
敎
人
變
敵
之
實
為
虛
、
變
己
之
虛
為
實
。
…
…
讀
此
篇
而
識
虛
實
之
義
、
則
趨
避
之
方
自
然
得
於
胸
中
、
而
用
兵
必
有
道
。（
趙
本
學
）

此
の
篇
の
語
意
雜
出
す
る
も
、
約
し
て
之
を
言
へ
ば
、
人
に
敵
の
實
を
變
じ
て
虛
と
為
し
、
己
の
虛
を
變
じ
て
實
と
為
す
を
敎
ふ
る
に
過
ぎ
ず
。
…
…
此
の
篇
を
讀
み
て
虛
實
の

義
を
識
れ
ば
、
則
ち
趨
避
の
方
自
然
と
し
て
胸
中
に
得
、
而
し
て
兵
を
用
ふ
る
に
必
ず
道
有
ら
ん
。

と
あ
り
、
い
ず
れ
も
『
孫
子
』
の
み
な
ら
ず
兵
法
に
お
い
て
樞
要
を
為
す
理
論
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
十
三
篇
を
そ
の
內
容
に
よ
っ
て
前
六
篇
を
戰
略
部
分
、

後
七
篇
を
戰
術
部
分
に
分
け
た
場
合
、
虛
實
篇
は
前
半
の
末
尾
の
篇
に
當
た
り
、
文
字
數
か
ら
み
て
も
、
約
五
八
〇
字
で
前
半
六
篇
の
中
で
は
一
番
長
い
。
こ
れ
は
十
三

篇
全
体
か
ら
し
て
も
、
九
地
篇
の
約
一
〇
六
〇
字
、
行
軍
篇
の
約
六
〇
〇
字
に
續
き
、
三
番
目
に
長
い
篇
で
あ
る

。
ゆ
え
に
、
虛
實
篇
は
兵
法
理
論
を
述
べ
た
前
半
五
篇

の
ま
と
め
部
分
に
位
置
す
る
篇
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

Ⅱ
　
虛
實
篇
の
構
造
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第
三
章
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
考

五
九

で
は
、
先
ず
虛
實
篇
の
構
造
を
檢
討
し
て
ゆ
こ
う
。

虛
實
篇
は
、
十
六
の
章
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
內
容
別
に
分
類
す
る
と
以
下
の
ご
と
く
六
つ
の
論
題
に
整
理
で
き
る
。

①
機
先
を
制
す
る
こ
と
　
　
「
孫
子
曰
」
か
ら
「
趨
戰
者
勞
」
（
Ａ
）

②
敵
を
動
か
す
　
　
　
　
　
「
故
善
戰
者
」
か
ら
「
無
人
之
地
也
」
（
Ｂ
～
Ｅ
）

③
攻
守
に
つ
い
て
　
　
　
　
「
攻
而
必
取
者
」
か
ら
「
敵
不
知
其
所
攻
」
（
Ｆ
）
・
「
進
而
不
可
禦
者
」
か
ら
「
乖
其
所
之
也
」
（
Ｈ
）

④
數
の
操
作
　
　
　
　
　
　
「
故
形
人
而
我
無
形
」
か
ら
「
敵
雖
衆
、
可
使
無
鬪
」
（
Ｉ
～
Ｎ
）

⑤
必
要
な
知
識
　
　
　
　
　
「
故
策
之
而
知
」
か
ら
「
不
足
之
處
」
（
Ｏ
）

⑥
無
形
に
つ
い
て
　
　
　
　
「
微
乎
微
乎
」
か
ら
「
敵
之
司
命
」
（
Ｇ
）
・
「
故
形
兵
之
極
」
か
ら
「
月
有
死
生
」
（
Ｐ
・
Ｑ
）

こ
う
し
て
見
る
と
、
趙
本
學
が
「
此
篇
語
意
雜
出
」
と
い
う
通
り
樣
々
な
論
題
を
扱
っ
て
い
る
が
、
篇
題
で
あ
る
「
虛
實
」
に
つ
い
て
何
處
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か

は
明
ら
か
で
な
い
。
「
避
實
而
擊
虛
」
の
句
が
含
ま
れ
る
⑥
か
と
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
內
容
を
考
え
る
と
主
題
は
「
無
形
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
う
「
虛
實
」
と
結
び

つ
く
か
の
說
明
は
無
い
。
そ
の
た
め
に
一
體
ど
の
論
題
が
こ
の
篇
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
第
二
章
第
一
節
Ⅱ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
虛
」

「
實
」
の
語
に
つ
い
て
、
虛
實
篇
の
み
な
ら
ず
『
孫
子
』
十
三
篇
の
本
文
中
に
は
、
具
體
的
に
そ
れ
ら
が
如
何
な
る
も
の
か
明
示
し
た
文
が
見
ら
れ
な
い
。
兵
勢
篇
に
「
兵

之
所
加
、
如
以
碬
投
卵
者
、
虛
實

3

3

是
也
（
兵
の
加
ふ
る
所
、
碬
を
以
て
卵
に
投
ず
る
が
如
き
者
は
、
虛
實
是
な
り
）
」
、
虛
實
篇
に
「
進
而
不
可
禦
者
、
衝
其
虛3

也
（
進
み
て
禦
ぐ

べ
か
ら
ざ
る
者
は
、
其
の
虛
を
衝
け
ば
な
り
）
」
「
兵
之
形
、
避
實3

而
擊
虛3

（
兵
の
形
、
實
を
避
け
虛
を
擊
つ
）
」
と
あ
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

こ
の
體
裁
は
『
孫
子
』
の
他
篇
と
比
べ
る
と
例
外
的
で
あ
る
。
內
容
的
に
繫
が
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
章
が
篇
の
內
外
で
散
在
し
て
い
る
と
は
い
え
、
他
篇
で
は
篇
題

の
語
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
內
容
の
論
題
に
沿
っ
た
、
中
心
と
な
る
章
の
集
ま
り
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
頁
の
表
は
、
比
較
の
た
め
に
他
篇
の
中
心
と
な
る
論
題

と
該
當
部
分
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
な
お
、
軍
形
篇
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
）

篇
名

中
心
と
な
る
論
題

該
當
部
分

始
計

樣
々
な
要
素
に
よ
っ
て
勝
敗
を
計
る

孫
子
曰
、
兵
者
、
國
之
大
事
～
吾
以
此
知
勝
負
矣
（
Ａ
・
Ｂ
）
・
夫
未
戰
而
～
勝
負
見
矣
（
Ｊ
）
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六
〇

作
戰

兵
に
は
費
用
が
か
か
る
の
で
、
長
期
戰
は
避
け
、
敵
地
の
も

の
を
利
用
す
る

孫
子
曰
、
凡
用
兵
之
法
、
馳
車
千
駟
～
然
後
十
萬
之
師
舉
矣
（
Ａ
）
以
下
、
　
「
故
殺
敵
者
、
怒
也
、
取
敵
之
利
者
、

貨
也
」
（
Ｊ
）
を
除
く
ほ
ぼ
全
篇

謀
攻

戰
わ
ず
し
て
敵
を
屈
し
利
を
得
る
の
が
上
策
で
、
攻
城
戰
は

避
け
る

孫
子
曰
、
夫
用
兵
之
法
～
此
謀
攻
之
法
也
（
Ａ
～
Ｄ
）

兵
勢

（
奇
正
に
つ
い
て
）※

１

勢
の
說
明
及
び
そ
れ
を
兵
に
利
用
す
る

（
凡
戰
者
、
以
正
合
、
以
奇
勝
～
孰
能
窮
之
哉
（
Ｂ
～
Ｃ
）
）

激
水
之
疾
～
節
如
發
機
（
Ｄ
～
Ｆ
）
・
故
善
戰
者
～
如
轉
圓
石
於
千
仭
之
山
者
、
勢
也
（
Ｊ
）

軍
爭

機
先
を
制
す
る
軍
爭
の
法
に
つ
い
て

孫
子
曰
、
凡
用
兵
之
法
～
無
委
積
則
亡
（
Ａ
・
Ｂ
）
・
先
知
迂
直
之
計
者
勝
、
此
軍
爭
之
法
也
（
Ｅ
）

九
變

臨
機
應
變
な
判
斷
を
す
る

孫
子
曰
、
凡
用
兵
之
法
～
不
能
得
人
之
用
矣
（
Ａ
～
Ｃ
）

行
軍

（
駐
屯
地
に
對
す
る
注
意
）※

２

狀
況
か
ら
敵
の
樣
子
を
判
斷
す
る

（
孫
子
曰
、
凡
處
軍
相
敵
～
地
之
助
也
（
Ａ
・
Ｂ
）
）

近
而
靜
者
～
必
謹
察
之
（
Ｆ
～
Ｊ
）

地
形

地
形
の
種
類
と
對
處

孫
子
曰
、
地
形
有
通
者
～
不
可
不
察
也
（
Ａ
）
・
夫
地
形
者
、
兵
之
助
也
～
不
知
此
而
用
戰
者
必
敗
（
Ｃ
）

九
地

地
形
の
種
類
と
對
處

孫
子
曰
、
用
兵
之
法
～
死
地
則
戰
（
Ａ
）
・
去
國
越
境
而
師
者
～
吾
將
示
之
以
不
活
（
Ｊ
）

火
攻

火
攻
の
方
法
と
注
意

孫
子
曰
、
凡
火
攻
有
五
～
不
可
以
奪
（
Ａ
～
Ｄ
）

用
間

間
者
の
重
要
性
と
そ
の
種
類

孫
子
曰
、
凡
興
師
十
萬
、
出
征
千
里
～
三
軍
之
所
恃
而
動
也
（
全
篇
）

こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
篇
が
中
心
的
な
論
題
を
冒
頭
あ
る
い
は
前
半
に
置
い
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
虛
實
篇
は
極
め
て
例
外
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
先
に
擧

げ
た
①
か
ら
⑥
の
う
ち
、
「
①
機
先
を
制
す
る
こ
と
」
は
軍
爭
篇
、
「
②
敵
を
動
か
す
」
は
始
計
篇
、
「
③
攻
守
に
つ
い
て
」
は
軍
形
篇
に
關
聯
し
た
論
題
を
述
べ
た
部
分

が
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
篇
を
他
篇
の
ま
と
め
と
位
置
付
け
す
る
一
つ
の
理
由
に
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
確
か
に
強
調
あ
る
い
は
ま
と
め
と
し
て
意
圖
的
に
重
複
さ
せ

（※

１
は
第
二
章
で
兵
勢
篇
の
も
の
で
は
無
く
、※

２
は
第
一
章
で
地
形
篇
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
現
行
本
に
從
っ
て
入
れ
た
。
）
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第
三
章
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
考

六
一

た
と
い
う
解
釋
も
可
能
だ
が
、
特
に
「
虛
實
」
と
の
關
聯
が
說
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
こ
の
篇
に
入
れ
る
必
然
性
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
宋
代
の
鄭
友
賢

「
十
家
註
孫
子
遺
說
幷
序
」
（
「
十
三
篇
之
法
各
本
於
篇
名
乎
」
條
）
な
ど
で
は
篇
全
體
を
通
し
て
「
虛
實
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
と
解
釋
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ

く
ま
で
も
篇
題
か
ら
の
臆
測
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
『
孫
子
』
十
三
篇
の
篇
題
を
記
し
た
と
思
わ
れ
る
銀
雀
山
漢
墓
出
土
の
木
牘
を
見
る
と
、
虛
實
（
漢
簡
で
は
「
實
虛
」
）
篇
は
左
に
示
す
よ
う
に
現
行
本
と
は

篇
次
を
異
に
し
、
第
八
篇
に
列
せ
ら
れ
、
後
半
の
七
篇
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
一
章
第
三
節
參
照
。
排
列
は
李
零
氏
の
說
に
據
る
）
。
こ
れ
は
重
要
な
差
異
で
あ
る
。

木
牘
で
は
第
七
篇
の
軍
爭
篇
の
前
に
「●

（
墨
點
）
」
が
つ
け
ら
れ
、
明
ら
か
に
前
半
六
篇
と
後
半
七
篇
と
で
分
け
ら
れ
て
い
る
。

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

現
行
本

始

計

作

戰

謀

攻

軍

形

兵

勢

虛

實

軍

爭

九

變

行

軍

地

形

九

地

火

攻

用

間

木　

牘

（
計
） 

（
作
戰
）

埶
〔
勢
〕

（
刑
〔
形
〕
）

（
謀
攻
） 

行
（
軍
） 

軍
（
爭
）

實
（
虛
）

（
九
變
） 

（
地
）

刑
〔
形〕

九

地

用

間

火

□

（
（
）
は
整
理
小
組
が
補
っ
た
も
の
）

前
半
が
戰
略
部
分
、
後
半
が
戰
術
部
分
だ
と
す
れ
ば
虛
實
篇
は
戰
術
部
分
と
な
る
ば
か
り
か
、
先
に
述
べ
た
現
行
本
の
前
半
五
篇
の
ま
と
め
と
い
う
位
置
付
け
が
當
て
は

ま
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
果
た
し
て
漢
簡
以
前
の
虛
實
篇
の
內
容
は
現
行
本
と
同
じ
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
明
確
な
說
明
の
な
い
「
虛
實
」
が
後
世
の
注
家
が
評
價
す
る
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
何
故
そ
の
よ
う
な
評
價
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
樣
々
に
疑
問
が
生
じ
る
。
後
者
の
「
虛
實
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
後
に
論
ず
る
こ

と
と
し
て
、
先
に
前
者
の
內
容
が
變
化
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
次
節
で
述
べ
よ
う
と
思
う
。
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六
二

　
　
　
二
　
各
章
と
他
篇
と
の
關
わ
り

こ
の
章
で
は
、
先
に
分
け
た
①
～
⑥
の
論
題
ご
と
に
、
他
篇
と
の
關
聯
お
よ
び
各
章
・
文
の
移
動
の
可
能
性
に
つ
い
て
檢
討
す
る
。
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に

『
孫
子
』
十
三
篇
の
文
・
章
が
編
纂
過
程
で
移
動
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
虛
實
篇
の
文
・
章
も
現
行
本
と
漢
簡
以
前
で
は
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
虛
實
篇
は
諸
文
獻
に
多
く
引
か
れ
て
お
り
、
內
容
の
相
互
關
係
を
考
え
る
上
で
そ
れ
ら
の
引
用
文
も
參
考
し
た
。
以
下
、
內
容
ご
と
に
附
し
た
表
は
、
稿
末
附

表
に
諸
文
獻
引
用
文
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
（
第
五
欄
「
引
用
文
」
の
文
末
の
（
）
の
中
は
、
「
通
」
は
『
通
典
』
、
「
北
」
は
『
北
堂
書
鈔
』
、
「
長
」
は
『
長
短
經
』
、
「
群
」
は
『
群

書
治
要
』
を
示
し
、
數
字
は
卷
數
を
示
す
。
た
だ
し
『
長
短
經
』
に
つ
い
て
は
す
べ
て
卷
九
の
引
用
で
あ
る
た
め
、
題
目
を
記
し
た
。
諸
文
獻
の
底
本
に
つ
い
て
は
第
一
章
の
注
⑪
參
照
）
。

　

Ⅰ
　
內
容
ご
と
に
見
る
他
篇
と
の
關
聯

孫
子
曰
、
凡
先
處
戰
地
而
待
敵
者
佚
、

　
　
　
　
　

後
處
戰
地
而
趨
戰
者
勞
。

故
善
戰
者
、
致
人
而
不
致
於
人
。

能
使
敵
人
自
至
者
、
利
之
也
。

能
使
敵
人
不
得
至
者
、
害
之
也
。

故
敵
佚
能
勞
之
、

　
　

飽
能
飢
之
、

　
　

安
能
動
之
。

孫
子
曰
、
凡
先
處
戰
地
而
侍
戰
者
失
、

　
　
　
　
　

後
處
戰
地
而
趨
戰
者
勞
。

故
善
戰
者
、
致
人
而
不
致
於
人
。

能
使
適
人
自
至
者
、
利
之
也
。

能
使
□
人
不
得
至
者
、
害
之
也
。

故
敵
佚
能
勞
之
、

　
　

飽
能
飢
之
者
、

　
　

安
能
動
之
。

123

53
a

53
b

53
c

53
d

53
e

54
a

ＡＢＣ

現
行
本

【　】

【　】
【　】
【　】

【　】
【　】
【　】
【　】

凡
先
處
戰
地
而
待
敵
者
佚
、

　

後
處
戰
地
而
趨
戰
者
勞
。

故
善
戰
者
、
致
人
而
不
至
於
人
。

善
戰
者
、
致
人
而
不
致
於
人
。（
長
・
五
間
）

能
使
敵
自
致
者
、
利
之
也
。（
通
・
156
）

故
飽
能
飢
之
。
（
通
・
160
）

章

文

※

※
整
理
小
組
は
「
適
」

と
す
る

孫
子
曰
、
使
敵
不
得
至
者
、
害
之
也
。

安
能
動
之
。
（
通
・
158
）

安
能
動
之
。
（
長
・
格
形
）

諸
本
引
用
文

竹　

簡

4

Ｄ

出
其
所
不
趨
、

趨
其
所
不
意
。

行
千
里
而
不
勞
者
、

行
於
無
人
之
地
也
。

攻
其
所
必
趨
。
（
長
・
格
形
）

出
於　

所
必
趨
、

趨
其
所
不
意
。

行
千
里
而
不
畏
者
、

行
於
无
人
之
地
也
。

5

54
b

54
c

Ｅ

【　】
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第
三
章
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
考

六
三

①
機
先
を
制
す
る
こ
と
　
　
「
孫
子
曰
」
か
ら
「
趨
戰
者
勞
」
（
Ａ
）

漢
簡
で
は
冒
頭
の
「
孫
子
曰
、
凡
」
が
無
く
、
元
來
は
篇
首
の
文
で
は
な
い
も
の
が
、
後
に
體
裁
を
整
え
る
た
め
に
付
け
加
え
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
內
容

か
ら
す
る
と
、
軍
爭
篇
の
中
心
的
な
論
題
を
述
べ
た
「
故
迂
其
途
、
而
誘
之
以
利
、
後
人
發
、
先
人
至
、
此
知
迂
直
之
計
者
也
（
故
に
其
の
途
を
迂
に
し
、
之
を
誘
ふ
に
利

を
以
て
し
、
人
に
後
れ
て
發
し
、
人
に
先
ん
じ
て
至
る
、
此
れ
迂
直
の
計
を
知
る
者
な
り
）
」
（
Ａ
）
に
關
わ
る
も
の
で
、
木
牘
で
實
虛
（
虛
實
）
篇
が
軍
爭
篇
の
後
に
あ
っ
た
こ

と
と
の
關
聯
が
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
も
と
は
軍
爭
篇
の
文
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
ろ
の
「
敵
佚3

能
勞3

之
」
の
文
に
關
聯
付
け
ら
れ
、
移
動
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
樣
の
こ
と
は
第
十
二
篇
の
火
攻
篇
に
も
見
ら
れ
る
。
火
攻
篇
は
木
牘
で
は
最
後
の
篇
で
、
後
半
に
全
篇
を
ま
と
め
る
よ
う
な
內
容
の
章
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ

の
名
殘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

②
敵
を
動
か
す
　
　
「
故
善
戰
者
」
か
ら
「
無
人
之
地
也
」
（
Ｂ
～
Ｅ
）

こ
の
部
分
は
さ
ら
に
前
半
「
故
善
戰
者
～
害
之
也
」
（
Ｂ
・
Ｃ
）
と
後
半
「
故
敵
佚
能
勞
之
～
行
於
無
人
之
地
也
」
（
Ｄ
・
Ｅ
）
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
半
に
つ
い
て
は
、
武
內
義
雄
氏
が
意
味
上
か
ら
九
變
篇
に
あ
る
の
が
適
當
で
は
な
い
か
と
の
案
を
出
し
て
い
る

。
『
通
典
』
（
卷
一
五
六
）
で
は
、
篇
首
の
「
孫
子
曰
」

か
ら
「
能
使
敵
人
自
至
（
『
通
典
』
で
は
「
能
使
敵
自
致
」
に
作
る
）
者
、
利
之
也
」
ま
で
を
續
け
て
引
い
て
お
り
、
そ
の
後
に
軍
爭
篇
の
「
以
近
待
遠
、
以
佚
待
勞
、
以
飽
待
飢
、

此
治
（
『
通
典
』
で
は
「
理
」
に
作
る
）
力
者
也
」
を
續
け
て
い
る
。
現
行
本
で
は
「
能
使
敵
人
自
至
者
、
利
之
也
」
と
對
に
な
っ
て
い
る
「
能
使
敵
人
不
得
至
者
、
害
之
也
」
は
、

『
通
典
』
（
卷
一
六
〇
）
で
は
「
使
敵
不
得
至
者
、
害
之
也
。
故
飽
能
飢
之
」
に
作
り
、
軍
爭
篇
の
「
委
軍
而
爭
利
、
則
輜
重
捐
」
に
續
け
ら
れ
て
い
る
。
『
通
典
』
で
は
對

に
な
っ
て
い
る
文
を
別
け
て
一
文
ず
つ
引
い
て
い
る
例
は
他
に
も
あ
る
が
、
前
後
の
文
も
併
せ
た
狀
態
で
こ
の
よ
う
に
別
々
に
引
い
て
い
る
例
は
他
に
見
ら
れ
ず
、
元
來

は
こ
の
二
文
は
續
い
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

後
半
に
つ
い
て
は
、
始
計
篇
の
「
利
而
誘
之
、
亂
而
取
之
、
實
而
備
之
、
強
而
避
之
、
怒
而
撓
之
、
卑
而
驕
之
、
佚
而
勞
之
、
親
而
離
之
。
攻
其
無
備
、
出
其
不
意
（
利

し
て
之
を
誘
ひ
、
亂
し
て
之
を
取
り
、
實
に
し
て
之
に
備
へ
、
強
に
し
て
之
を
避
け
、
怒
に
し
て
之
を
撓
し
、
卑
に
し
て
之
を
驕
ら
せ
、
佚
に
し
て
之
を
勞
し
、
親
に
し
て
之
を
離
す
。

其
の
無
備
を
攻
め
、
其
の
不
意
に
出
づ
）
」
（
Ｇ
・
Ｈ
）
と
似
て
お
り
、
元
來
は
こ
の
部
分
の
重
複
部
分
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
安
能
動
之
」
句
は
漢
簡
に
は
無
く
、『
通

典
』
（
卷
一
五
八
）
や
『
長
短
經
』
（
格
形
第
十
六
）
で
も
前
後
の
句
と
は
獨
立
し
て
引
か
れ
て
お
り
、
も
と
は
別
の
場
所
に
あ
っ
た
句
を
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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六
四

③
攻
守
に
つ
い
て
　
「
攻
而
必
取
者
」
か
ら
「
敵
不
知
其
所
攻
」
（
Ｆ
）
・
「
進
而
不
可
禦
者
」
か
ら
「
乖
其
所
之
也
」
（
Ｈ
）

　
攻
而
必
取
者3

、
攻
其
所
不
守
也3

。
守
而
必
固
者3

、
守
其
所
不
攻
也3

。
（
Ｆ
６
）

　
進
而
不
可
禦
者3

、
衝
其
虛
也3

。
退
而
不
可
追
者3

、
速
而
不
可
及
也3

。
（
Ｈ
９
）

　
故
我
欲
戰
、
敵
雖
高
壘
深
溝
、
不
得
不
與
我
戰
者3

、
攻
其
所
必
救
也3

。
我
不
欲
戰
、
雖
畫
地
而
守
之
、
敵
不
得
與
我
戰
者3

、
乖
其
所
之
也3

。
（
Ｈ
10
）

は
文
形
が
よ
く
似
て
お
り
、
「
～
者
、
～
也
」
と
い
う
文
で
整
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
簡
を
見
る
と
Ｆ
６
の
「
者
」
お
よ
び
Ｈ
９
の
「
而
」
は
無
く
、
現
在
の
排

列
に
な
っ
た
後
に
字
句
を
整
え
る
た
め
に
補
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
部
分
は
、
軍
形
篇
に
關
聯
す
る
內
容
の
章
が
あ
り
、

　
故
善
攻
者
、
敵
不
知
其
所
守
。
善
守
者
、
敵
不
知
其
所
攻
。（
Ｆ
７
）
　
　
故
に
善
く
攻
む
る
者
は
、
敵
其
の
守
る
所
を
知
ら
ず
。
善
く
守
る
者
は
、
敵
其
の
攻
む
る
所
を
知
ら
ず
。

　
善
守
者
、
藏
於
九
地
之
下
、
善
攻
者
、
動
於
九
天
之
上
。
（
軍
形
篇
Ａ
５
）
　
　
善
く
守
る
者
は
、
九
地
の
下
に
藏
れ
、
善
く
攻
む
る
者
は
、
九
天
の
上
を
動
く
。

の
兩
者
は
語
句
・
內
容
と
も
に
似
て
お
り
、
關
聯
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
同
文
は
漢
簡
で
は
「
善
守
者
、
藏
於□

地
之
下
、
勭
〔
動
〕
於
九
天
之
上
」
と
「
善
攻
者
」

攻
而
必
取
者
、
攻
其
所
不
守
也
。

守
而
必
固
者
、
守
其
所
不
攻
也
。

故
善
攻
者
、
敵
不
知
其
所
守
。

　
善
守
者
、
敵
不
知
其
所
攻
。

攻
而
必
取
者
、
攻
其
所
不
守
也
。

守
而
必
固
者
、
守
　
所
必
攻
也
。

故
善
攻
者
、
適
不
知
其
所
守
。

　
善
守
者
、
適
不
知
□
所
攻
。

67

55
a

55
b

55
c

55
d

55
e

56
a

Ｆ

【　】

【　】

守
而
必
固
者
、
守
其
所
不
攻
也
。

故
善
守
者
、
敵
不
知
其
所
攻
。（
北
・
116
）

進
不
可
禦
者
、
衝
其
癪
也
。（
通
・
158
）

故
我
欲
戰
、
敵
雖
高
壘
深
溝
、

不
得
不
與
我
戰
者
、
攻
其
所
必
救
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
通
・
158
）

進
而
不
可
禦
者
、
衝
其
虛
也
。

退
而
不
可
追
者
、
速
而
不
可
及
也
。

進
而
不
可
迎
者
、
□
其
虚
也
。

退
而
不
可
止
者
、
遠
而
不
可
及
也
。

9

56
b

56
c

Ｈ

【　】

※

※
整
理
小
組
は
「
衝
」

と
す
る

故
我
欲
戰
、
敵
雖
高
壘
深
溝
、

　
不
得
不
與
我
戰
者
、
攻
其
所
必
救
也
。

我
不
欲
戰
、
雖
畫
地
而
守
之
、

　
敵
不
得
與
我
戰
者
、
乖
其
所
之
也
。

故
我
欲
戰
、
敵
雖
高
壘
深
溝
、

　
適
不
得
不
與
我
戰
者
、
攻
　
所
必
救

我
不
欲
戰
、
雖
畫
地
而
守
之
、

　
適
不
得
與
我
戰
者
、
膠
　
所
之
也
。

10

57
a

57
b

58
a

〔　〕
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第
三
章
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
考

六
五

が
無
い
。
虛
實
篇
の
こ
の
文
に
據
っ
て
後
に
軍
形
篇
の
文
に
「
善
攻
者
」
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

　
　
攻
而
必
取
者
、
攻
其
所
不
守
也
。
守
而
必
固
者
、
守
其
所
不
攻
也
。
（
Ｆ
６
）

攻
め
て
必
ず
取
る
者
は
、
其
の
守
ら
ざ
る
所
を
攻
む
れ
ば
な
り
。
守
り
て
必
ず
固
き
者
は
、
其
の
攻
め
ざ
る
所
を
守
れ
ば
な
り
。

は
「
攻
」
「
守
」
の
順
は
異
な
る
が
「
守
則
不
足
、
攻
則
有
餘
」
（
軍
形
篇
Ａ
４
）
に
對
應
す
る
文
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
は
漢
簡
で
は
「
守
則
有
餘

3

3

、
攻
則
不
足

3

3

」
と
な
っ

て
お
り
、
「
守
而
必
固
者
、
守
其
所
不
攻
也
」
が
「
守
則
有
餘
」
に
、
「
攻
而
必
取
者
、
攻
其
所
不
守
也
」
が
「
攻
則
不
足
」
に
對
應
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
文
の

意
味
が
理
解
し
や
す
い
。
『
北
堂
書
鈔
』
（
卷
一
一
六
）
の
引
用
で
は
「
守
而
必
固
者
、
守
其
所
不
攻
也
。
故
善
守
者
、
敵
不
知
其
所
攻
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
守
」
に
つ
い

て
の
み
述
べ
て
い
る
點
が
漢
簡
の
軍
形
篇
と
共
通
す
る
。
あ
る
い
は
、
『
北
堂
書
鈔
』
の
文
は
軍
形
篇
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
虛
實
篇
の
文
と
重
複
す
る
た
め
後
に
そ
の

文
が
削
除
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
漢
簡
で
は
「
守
其
所
不3

攻
也
」
は
「
守
其
所
必3

攻
也
（
必
ず
攻
む
る
所
を
守
る
）
」
と
な
っ
て
お
り
、
よ
り
現
實
的
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
攻
守
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
の
部
分
は
軍
形
篇
の
文
と
ほ
ぼ
同
じ
內
容
で
あ
り
、
元
來
は
軍
形
篇
の
重
複
部
分
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
軍
形
篇
の
文
を
解
說
す

る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

④
數
の
操
作
　
　
「
故
形
人
而
我
無
形
」
か
ら
「
敵
雖
衆
、
可
使
無
鬪
」
（
Ｉ
～
Ｎ
）

謀
攻
篇
に
も
數
に
言
及
し
た
內
容
の
章

　
故
用
兵
之
法
、
十3

則
圍
之
、
五
則
攻
之
、
倍
則
分
之
、
敵
則
能
戰
之
、
少
則
能
逃
之
、
不
若
則
能
避
之
。
故
小
敵
之
堅
、
大
敵
之
擒
也
。
（
Ｅ
６
）

故
に
用
兵
の
法
、
十
な
れ
ば
則
ち
之
を
圍
み
、
五
な
れ
ば
則
ち
之
を
攻
め
、
倍
な
れ
ば
則
ち
之
を
分
け
、
敵
な
ら
ば
則
ち
能
く
之
と
戰
ひ
、
少
な
れ
ば
則
ち
能
く
之
を
逃
れ
、
若

か
ざ
れ
ば
則
ち
能
く
之
を
避
く
。
故
に
小
敵
の
堅
は
、
大
敵
の
擒
な
り
。

が
あ
り
、
「
故
形
人
而
我
無
形
、
則
我
專
而
敵
分
。
我
專
為
一
、
敵
分
為
十3

、
是
以
十3

攻
其
一
也
（
故
に
人
に
形
せ
し
め
て
我
形
無
け
れ
ば
、
則
ち
我
專あ

つ
ま
り
て
敵
分
か
る
。
我

專
ま
り
て
一
と
為
り
、
敵
分
か
れ
て
十
と
為
り
、
是
れ
十
を
以
て
其
の
一
を
攻
む
る
な
り
）
」
（
Ｉ
）
と
は
多
寡
を
述
べ
る
の
に
「
十
」
を
使
用
し
て
い
る
點
が
共
通
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
謀
攻
篇
の
方
は
敵
味
方
の
數
に
よ
る
對
應
を
述
べ
る
の
み
で
、
虛
實
篇
の
こ
の
章
の
方
が
數
の
操
作
と
い
う
點
で
積
極
的
な
內
容
と
な
っ
て
い
る
。
續
く
「
則

我
衆
敵
寡
～
使
人
備
己
者
也
」（
Ｊ
）
と
は
數
に
つ
い
て
述
べ
る
上
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
Ｉ
が
「
專
」「
分
」「
十
」「
一
」
を
使
っ
て
い
る
の
に
對
し
、「
衆
」「
寡
」「
多
」

な
ど
違
う
語
を
用
い
て
多
寡
を
表
し
て
い
る
點
で
異
な
る
。
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六
六

そ
の
「
則
我
衆
敵
寡
～
使
人
備
己
者
也
」
（
Ｊ
）
の
う
ち
、
「
則
我
衆
敵
寡
、
能
以
衆
擊
寡
、
則
吾
之
所
與
戰
者

0

0

0

0

0

0

0

、
約
矣
0

0

」
と
「
敵
所
備
者
多
、
則
吾
所
與
戰
者

0

0

0

0

0

0

、
寡
矣
0

0

」

則
我　

而
適
寡
、
能
以　

撃
寡
、

則
吾
之
所
與
戰
者
、
約
矣
。

吾
所
與
戰
之
地
不
可
知
、
不
可
知
、
則
適
之
所
備
者
多
。

敵
所
備
者
多
、
則
吾
所
與
戰
者
、
寡
矣
。

我
專
而
敵
分
。

我
專
爲
一
、

敵
分
爲
十
、
是
以
十
共
其
一
也
。

　

無
不
備
者
、

　

無
不
寡
。

寡
者
、
備
人
者
也
。

衆
者
、
使
人
備
己
者
也
。

則
我
衆
而
敵
寡
者
、
能
以
衆
敵
寡
者
、

則
吾
所
與
戰
者
、
約
矣
。

吾
所
與
戰
之
地
不
可
知
、

不
可
知
、
則
敵
所
備
者
多
。

敵
所
備
者
多
、

則
吾
所
與
戰
者
、
寡
矣
。

故
備
前
則
後
寡
、

　

備
後
則
前
寡
、

　

備
左
則
右
寡
、

　

備
右
則
左
寡
。

故
形
人
而
我
無
形
、
則
我
專
而
敵
分
。

我
專
爲
一
、

敵
分
爲
十
、
是
以
十
攻
其
一
也
。

故
備
前
則
後
寡
、

　

備
後
則
前
寡
、

　

備
左
則
右
寡
、

　

備
右
則
左
寡
。

無
所
不
備
、

則
無
所
不
寡
。

故
備
前
則
後
寡
、

　

備
後
則
前
寡
、

　

備
左
則
右
寡
、

　

備
右
則
者
右
寡
。

无
所
不
備
者
、

則
无
所
不
寡
。

1112

58
b

58
c

58
d

59
a

59
b

60
a

ＩＪ

▲
▲

【　】

【　】

【　】
【　】
【　】

【　】

【　】

【　】

【　】
【　】

【　】

【　】

寡
者
、
備
人
者
也
。

衆
者
、
使
人
備
己
者
也
。

14

60
c

60
b寡
者
、
備
人
者
也
。

　

者
、
使
人
備
己
者
也
。

【　】

△

則
我
衆
敵
寡
、
能
以
衆
撃
寡
、

則
吾
之
所
與
戰
者
、
約
矣
。

吾
所
與
戰
之
地
不
可
知
、
不
可
知
、
則
敵
所
備
者
多
。

敵
所
備
者
多
、
則
吾
所
與
戰
者
、
寡
矣
。

13

故
善
將
者
刑
人
而
我
无
刑
、
則
我
槫
而
適
分
。

我
槫
而
爲
壹
、

適
分
而
爲
十
、
是
以
十
撃
其
壹
也
。

以
吾
度
之
、
越
人
之
兵
雖
多
、
亦
奚
益
於
勝
哉
。

故
曰
、
勝
可
爲
也
。

故
曰
、
勝
可
擅
也
。

1617

以
吾
度
之
、
越
人
之
兵
雖
多
、
亦
奚
益
於
勝
哉
。

62
b

ＬＭ

▲

敵
雖
衆
、
可
使
無
鬪
。

適
唯
衆
、
可
使
毋　

也
。

18

63
a

Ｎ

【　】

故
知
戰
之
地
、
知
戰
之
日
、
則
可
千
里
而
會
戰
。

不
知
戰
地
、
不
知
戰
日
、
則
左
不
能
救
右
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
不
能
救
左
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
不
能
救
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
不
能
救
前
、

而
況
遠
者
數
十
里
、
近
者
數
里
乎
。

故
知
戰
之
地
、
知
戰
之
日
、
則
可
千
里
而
會
戰
。

不
知
戰
地
、
不
知
戰
之
日
、
則
左
不
能
救
右
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
不
能
救
左
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
不
能
救
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
不
能
救
前
、

而
皇
遠
者
數
十
里
、
近
者
數
里
乎
。

15

61
a

61
b

62
a

Ｋ

【　】

【　】
【　】

【　】

60
e

【　】

【　】

故
知
戰
之
地
、
知
戰
之
日
、
則
千
里
而
會
戰
。

不
知
戰
地
、
不
知
戰
日
、
則
左
不
能
救
右
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
不
能
救
左
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
不
能
救
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
不
能
救
前
、

而
況
遠
者
數
十
里
、
近
者
數
里
乎
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
通
・
158
）
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第
三
章
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
考

六
七

（
Ｊ
12
）
と
は
下
の
「
則
」
以
下
の
句
形
が
揃
い
、
對
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
漢
簡
を
見
る
と
後
者
は
「
敵
」
「
吾
」
「
與
」
の
字
が
無
く
、
「
所
備
者
多

0

0

0

0

、
則
所
戰
者

0

0

0

寡0

矣
」
と
上
下
の
句
が
對
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
漢
簡
で
は
前
者
の
下
部
は
斷
簡
に
よ
り
不
明
で
は
あ
る
が
、
こ
の
二
文
は
現
行
本
の
よ
う
に
整
っ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
續
く
「
無
所
不
備
、
則
無
所
不
寡
」
（
Ｊ
13
）
は
漢
簡
及
び
『
通
典
』
（
卷
一
五
八
）
の
引
用
で
は
「
無
不
備
者
、
無
不
寡
」
と
な
っ

て
い
る
。
現
在
の
排
列
に
な
っ
た
後
、
Ｊ
12
に
合
わ
せ
て
「
所
」
「
則
」
の
字
を
補
い
句
形
を
揃
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
以
吾
度
之
、
越
人
之
兵
雖
多
、
亦
奚
益
於
勝
哉
（
以
て
吾
之
を
度
る
に
、
越
人
の
兵
多
し
と
雖
も
、
亦
た
奚
ぞ
勝
に
益
せ
ん
や
）
」
（
Ｌ
16
）
は
、
『
孫
臏
兵
法
』
の
一
部
の
篇

や
『
尉
繚
子
』
『
六
韜
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
對
話
形
式
の
文
が
混
入
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
（
第
一
章
第
三
節
Ⅱ
參
照
）
。

「
故
曰
、
勝
可
為
也
（
故
に
曰
く
、
勝
は
爲
す
べ
き
な
り
）
」
（
Ｍ
17
）
は
軍
形
篇
に
「
勝
可
」
「
勝
不
可
」
に
つ
い
て
述
べ
た
章
（
Ａ
）
が
あ
り
、
關
聯
が
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
そ
の
章
に
は
「
故
曰
、
勝
可
知
、
而
不
可
為

3

3

3

（
故
に
曰
く
、
勝
は
知
る
べ
し
、
而
し
て
爲
す
べ
か
ら
ず
）
」
と
い
う
矛
盾
す
る
內
容
の
文
が
あ
り
、
武
內
氏
は
こ
の
文
に

影
響
さ
れ
た
誤
衍
の
文
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
漢
簡
で
は
「
故
曰
、
勝
可
擅3

也
（
故
に
曰
く
、
勝
は
擅

ほ
し
い

ま
ま
に
す
べ
き
な
り
）
」
と
作
り
、
異
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
數
の
操
作
を
述
べ
た
部
分
に
關
し
て
、
『
通
典
』
（
卷
一
五
八
）
で
は
「
故
形
人
而
我
無
形
、
則
」
を
省
き
、
「
我
專
而
敵
分
」
か
ら
「
近
者
數
里
乎
」
ま
で

が
續
け
て
引
か
れ
て
い
る
。
杜
佑
が
こ
の
部
分
を
「
無
形
」
を
述
べ
た
部
分
と
切
り
離
し
獨
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
興
味
深
い
。

⑤
必
要
な
知
識
　
故
策
之
而
知
～
不
足
之
處
（
Ｏ
）

こ
の
章
は
「
形
之

3

3

而
知
死
生
之
地
」
が
後
に
續
く
「
故
形3

兵
之
極
」
以
下
「
形
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
部
分
と
關
聯
づ
け
ら
れ
、
こ
の
篇
に
入
れ
ら
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
『
李
衞
公
問
對
』
で
は
「
虛
實
」
の
極
意
を
示
す
も
の
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
が
、
特
に
こ
の
位
置
に
あ
る
必
然
性
は
無
い
と
思
わ
れ
、
獨
立
し
た
章
と
も
見
な

す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
む
し
ろ
、
軍
形
篇
に
「
守
則
不
足
、
攻
則
有
餘
」
と
あ
る
「
有
餘
不
足
」
の
語
も
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
軍
形
篇
と
の
關
聯
が
考
え
ら
れ
る
。

故
策
之
而
知
得
失
之
計
、

　

作
之
而
知
動
靜
之
理
、

　

形
之
而
知
死
生
之
地
、

　

角
之
而
知
有
餘
不
足
之
處
。

19

63
c

63
d

故
計
之
而
知
得
失
之
□
、

　

績
之
而
知　

静
之
理
、

　

形
之
而
知
死
生
之
地
、

　

□
之
而
知
有
餘
不
足
之
□
。

Ｏ

故
策
之
而
知
得
失
之
計
、

　

候
之
而
知
動
靜
之
理
、

　

形
之
而
知
死
生
之
地
、

　

角
之
而
知
不
足
有
餘
之
處
。（
通
・
150
）

策
之
而
知
得
失
之
計
、

候
之
而
知
動
靜
之
理
。（
長
・
料
敵
）

63
b
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六
八

故
形
兵
之
極
、
至
於
無
形
。

無
形
、
則
深
間
不
能
窺
、

　
　
　
　
智
者
不
能
謀
。

因
形
而
措
勝
於
衆
、
衆
不
能
知
。

因
形
而
作
勝
於
衆
。（
長
・
料
敵
）

人
皆
知
我
所
以
勝
之
形
、

而
莫
知
吾
所
以
制
勝
之
形
。

故
其
戰
勝
不
復
、
而
應
形
於
無
窮
。

故
刑
兵
之
極
、
至
於
无
刑
。

(

无
刑
？)

、
則
深
間
弗
能
規
也
、

　
　
　
　
知
者
弗
能
謀
也
。

因
刑
而
錯
勝
於
衆
、
衆
不
能
知
。

人
皆
知
我
制
刑
所
以
勝
者
、

而
不
知
吾
所
以
制
勝
之
形
。

故
其
戰
勝
不
復
、
而
應
形
於
無
窮
。

20212223

64
a

64
b

64
c

65
a

Ｐ

【　】【　】
※

※
重
文
記
號
が
あ
っ
た

可
能
性
あ
り

砲
乎
砲
乎
、
至
於
無
形
。

神
乎
神
乎
、
至
於
無
聲
、
故
能
爲
敵
之
司
命
。

砲
乎
砲
、
砲
至
於
無
形
。
神
乎
神
、
神
至
於
無
聲
、

故
能
爲
變
化
司
命
。
（
通
・
160
）

微
乎
微
乎
、
至
於
無
形
。

神
乎
神
乎
、
至
於
無
聲
、
故
能
爲
適
之
司
命
。

8

Ｇ

【　】

水
因
地
而
制
流
、

兵
因
敵
而
制
勝
。

故
兵
無
常
勢
、

　
水
無
常
形
。

能
因
敵
變
化
而
取
勝
者
、
謂
之
神
。

故
五
行
無
常
勝
、

　
四
時
無
常
位
、

日
有
短
長
、

月
有
死
生
。

夫
兵
刑
象
水
、
水
行
形
、
辟
高
而
走
下
、

　
　
　
　
　
　
兵
勝
形
、
辟
實
而
撃
虛
。

故
水
因
地
而
制
行
、

　
兵
因
敵
而
制
勝
。

故
兵
无
成
　
、

　
水
无
恒
刑
。

能
與
敵
變
化
而
取
勝
者
、
胃
之
神
。

故
五
行
无
恒
勝
、

　
四
時
無
常
立
、

日
有
短
長
、

月
有
死
生
。
　
神
要

242526

65
b

66
a

66
c

67
a

67
b

Ｑ

【　】【　】

【　】

【　】
【　】
66
b

【　】

【　】
【　】
【　】
【　】

【　】

夫
兵
形
象
水
、
水
之
形
、
避
高
而
趨
下
、

　
　
　
　
　
　
兵
之
形
、
避
實
而
撃
虛
。

能
因
敵
變
化
而
取
勝
者
、
謂
之
神
。

（
注
曰
　
　
以
故
五
行
無
常
勝
、
四
時
無
常
位
。
）（
北
・
113
）

能
因
敵
變
化
而
取
勝
、
謂
之
神
。

（
注
曰
　
　
故
五
行
無
常
勝
、
四
時
無
常
位
。
）（
北
・
113
）

兵
形
象
水
、
火
之
行
、
避
高
而
就
下
、

　
　
　
　 

兵
之
形
、
避
實
而
擊
虛
。
（
北
・
118
）

兵
之
形
象
水
、
水
之
行
也
、
避
高
而
就
下
、

　
　
　 

 
 
 
 

兵
之
形
也
、
避
實
而
擊
虛
。

兵
無
常
勢
、
水
無
常
形
。
能
因
敵
變
化
而
取
勝
者
、
謂
之
神
勢
。（
通
・
158
）

故
水
因
地
而
制
形
、
兵
因
敵
而
制
勝
。

故
兵
無
常
勢
、
水
無
常
形
。
能
隨
敵
變
化
而
取
勝
者
、
謂
之
神
。

故
五
行
無
常
勝
、
四
時
無
常
位
、
日
有
短
長
、
月
有
死
生
。（
通
・
161
）

水
因
地
而
制
形
、
兵
因
敵
而
制
勝
。

兵
形
象
水
、
水
之
行
、
避
高
而
就
下
、

　
　
　
　
　
　
兵
之
形
、
避
實
而
擊
虛
。

兵
无
成
勢
、
水
無
常
形
也
。
能
與
敵
變
化
而
取
勝
者
、
謂
之
神
。（
群
・
33
）

故
水
因
地
而
制
行
、
兵
因
敵
而
制
勝
。

故
水
因
地
而
判
行
、
兵
因
敵
而
料
勝
。

故
兵
無
常
勢
、
水
無
常
形
也
。（
北
・
113
）
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第
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章
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
考

六
九

⑥
無
形
に
つ
い
て
　
　
「
微
乎
微
乎
」
か
ら
「
敵
之
司
命
」
（
Ｇ
）
・
「
故
形
兵
之
極
」
か
ら
「
月
有
死
生
」
（
Ｐ
・
Ｑ
）

武
內
氏
は
「
微
乎
微
乎
、
至
於
無
形
。
神
乎
神
乎
、
至
於
無
聲
、
故
能
為
敵
之
司
命
（
微
な
る
か
な
微
な
る
か
な
、
無
形
に
至
る
。
神
な
る
か
な
神
な
る
か
な
、
無
聲
に
至
る
、

故
に
能
く
敵
の
司
命
と
為
ら
ん
）
」
（
Ｇ
）
に
つ
い
て
、
「
形
」
「
聲
」
「
命
」
で
押
韻
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
傳
誦
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま

た
右
に
示
す
表
の
通
り
「
夫
兵
形
象
水
～
謂
之
神
」（
Ｑ
24･

25
）
は
『
通
典
』（
卷
一
五
八
・
卷
一
六
一
は
一
部
引
用
）
、『
北
堂
書
鈔
』（
卷
一
一
三
・
卷
一
一
八
）
、『
群
書
治
要
』（
卷

三
三
）
の
い
ず
れ
も
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
『
文
選
』
李
善
注
（
卷
一
〇
・
潘
安
仁
「
西
征
賦
」
、
卷
二
九
・
張
景
陽
「
雜
詩
」
等
）
な
ど
に
も
引
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ

の
部
分
が
古
く
か
ら
『
孫
子
』
の
名
句
と
し
て
廣
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

文
字
の
異
同
を
見
る
と
、
「
水
之
形
、
避
高
而
趨
下
」
（
Ｑ
24
）
は
漢
簡
で
は
「
水
行3

、
辟
高
而
走
下
」
で
、
諸
本
の
引
用
で
も
「
行
」
の
字
が
使
わ
れ
て
お
り
、
後
に

下
句
の
「
兵
之
形
」
と
揃
え
る
た
め
に
變
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
漢
簡
で
は
「
兵
之
形
」
は
「
兵
勝3

」
で
あ
り
、
「
形
」
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
見
る

と
、
上
の
「
兵
刑
〔
形
〕
象
水
」
と
合
わ
せ
る
た
め
に
「
兵
勝
」
が
「
兵
之
形
」
と
變
え
ら
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
「
水
行
」
が
「
水
之
形
」
に
變
化
し
た
と
い
う
過
程

が
窺
え
る
。

「
故
五
行
無
常
勝
、
四
時
無
常
位
、
日
有
短
長
、
月
有
死
生
（
故
に
五
行
に
常
勝
無
く
、
四
時
に
常
位
無
く
、
日
に
短
長
有
り
、
月
に
死
生
有
り
）
」
（
Ｑ
26
）
は
、
兵
勢
篇
に
類

似
す
る
內
容
の
文

終
而
復
始
、
日
月
是
也
。
死
而
更
生
、
四
時
是
也
。
聲
不
過
五
、
五
聲
之
變
、
不
可
勝
聽
也
。
色
不
過
五
、
五
色
之
變
、
不
可
勝
觀
也
。
味
不
過
五
、
五
味
之
變
、
不

可
勝
嘗
也
。
（
Ｃ
４
）

終
わ
り
て
復
た
始
ま
る
は
、
日
月
是
な
り
。
死
し
て
更
め
て
生
ず
る
は
、
四
時
是
な
り
。
聲
は
五
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
五
聲
の
變
、
勝
げ
て
聽
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
色
は
五
に
過

ぎ
ざ
る
も
、
五
色
の
變
、
勝
げ
て
觀
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
味
は
五
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
五
味
の
變
、
勝
げ
て
嘗
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

が
あ
り
、
重
複
部
分
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
『
北
堂
書
鈔
』
（
卷
一
一
三
）
で
は
、
「
五
行
無
常
勝
」
と
「
因
敵
變
化
」
に
續
け
て
い
ず
れ
も
、

　
　
孫
子
兵
法
云
、
能
因
敵
變
化
而
取
勝
者
謂
之
神
。
注
曰
、
勢
盛
必
衰
、
形
露
必
敗
、
能
因
敵
變
化
勝
之
若
神
、
以
（
一
箇
所
で
は
無
し
）
故
五
行
無
常
勝
、
四
時
無
常
位
。

『
孫
子
兵
法
』
に
云
ふ
、
「
能
く
敵
に
因
り
て
變
化
し
勝
を
取
る
者
、
之
を
神
と
謂
ふ
」
と
。
注
に
曰
く
、
勢
盛
ん
な
れ
ば
必
ず
衰
へ
、
形
露
わ
る
れ
ば
必
ず
敗
る
、
能
く
敵
に
因

り
て
變
化
し
之
に
勝
つ
こ
と
神
の
若
し
、
故
を
以
て
五
行
に
常
勝
無
く
、
四
時
に
常
位
無
し
。

と
「
能
因
敵
變
化
而
取
勝
者
、
謂
之
神
」（
Ｑ
25
）
の
注
と
し
て
曹
操
注
「
勢
盛
必
衰
、
形
露
必
敗
、
能
因
敵
變
化
勝
之
若
神
（
魏
武
帝
注
本
で
は
「
故
能
因
敵
變
化
取
勝
若
神
」
）
」
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七
〇

に
續
け
ら
れ
て
い
る
。
洪
頤
煊
は
校
記
で
平
津
館
本
に
據
っ
て
「
故
五
行
」
以
下
二
句
は
正
文
で
あ
る
か
ら
「
注
曰
」
の
前
に
置
く
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
武
內
氏
は
そ

れ
を
根
據
と
し
て
注
文
が
本
文
に
誤
っ
て
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
漢
簡
で
は
「
能
與
敵
化
之
謂
神
」
か
ら
「
月
有
死
生
」
ま
で
が
一
本
の
簡
に
書

か
れ
て
お
り
（
簡
番
號
67
）
、
文
末
に
「●

（
墨
點
）
神
要
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「●

」
で
區
切
っ
た
下
に
篇
題
あ
る
い
は
章
題
を
記
す
體
裁
は
、
銀
雀
山
漢
簡
「
五
共

五
名
篇
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
が
、
『
孫
子
』
十
三
篇
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
他
の
簡
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
簡
は
、
虛
實
篇
と
は
別
に
章
と
し
て
獨
立
し
て

い
た
も
の
の
一
部
分
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

Ⅱ
　
軍
形
篇
と
の
關
聯

こ
こ
で
特
に
、
虛
實
篇
の
「
無
形
」
と
深
い
關
わ
り
が
考
え
ら
れ
る
「
形
」
を
篇
題
に
冠
し
て
い
る
軍
形
篇
に
つ
い
て
、
そ
の
構
造
と
虛
實
篇
と
の
關
聯
に
つ
い
て
檢

討
し
て
お
き
た
い
。

軍
形
篇
は
、
虛
實
篇
と
同
樣
、
十
三
篇
の
中
で
は
例
外
的
な
篇
で
あ
る
。「
形
」
は
『
孫
子
』
に
於
い
て
「
勢
」
と
竝
ぶ
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
虛
實
篇
の
文
中
で
も
「
形
」

の
語
は
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る

。
と
こ
ろ
が
、
篇
題
か
ら
す
る
と
當
然
「
形
」
に
つ
い
て
論
ず
べ
き
で
あ
る
こ
の
軍
形
篇
中
で
「
形
」
の
語
が
出
て
く
る
の
は
篇
末
の
「
勝

者
之
戰
、
若
決
積
水
於
千
仭
之
谿
者
、
形3

也
（
勝
者
の
戰
、
積
水
を
千
仭
の
谿
よ
り
決
す
る
が
若
き
者
は
、
形
な
り
）
」
一
箇
所
の
み
で
、
そ
れ
ま
で
述
べ
て
い
る
こ
と
が
具
體

的
に
ど
う
「
形
」
と
結
び
つ
く
の
か
の
說
明
も
無
い
。
兵
勢
篇
で
「
勢
」
に
つ
い
て
の
說
明
が
續
い
た
最
後
に
「
故
善
戰
人
之
勢
、
如
轉
圓
石
於
千
仭
之
山
者
、
勢
也
（
故

に
善
く
人
を
戰
は
し
む
る
の
勢
、
圓
石
を
千
仭
の
山
よ
り
轉
ず
る
が
如
き
者
は
、
勢
な
り
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
と
は
對
照
的
で
あ
る
。

軍
形
篇
の
構
造
を
見
る
と
、
前
半
の
攻
守
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
と
、
後
半
の
勝
者
の
兵
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
か
ら
成
っ
て
お
り
、
前
半
が
虛
實
篇
の
Ｆ
・
Ｈ
に
關

聯
が
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

後
半
の
勝
者
の
兵
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
の
う
ち
、

　
見
勝
不
過
衆
人
之
所
知
、
非
善
之
善
者
也
。
戰
勝
而
天
下
曰
善
、
非
善
之
善
者
也
。
（
Ｂ
７
）

勝
を
見
る
こ
と
衆
人
の
知
る
所
に
過
ぎ
ざ
る
は
、
善
の
善
な
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
戰
ひ
勝
ち
て
天
下 

善
な
り
と
曰
ふ
は
、
善
の
善
な
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。

は
、
句
形
が
謀
攻
篇
の
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『
孫
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虛
實
篇
考

七
一

　
　
是
故
百
戰
百
勝
、
非
善
之
善
者
也
。
不
戰
而
屈
人
之
兵
、
善
之
善
者
也
。
（
Ａ
２
）

是
故
百
戰
百
勝
す
る
は
、
善
の
善
な
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
戰
は
ず
し
て
人
の
兵
を
屈
す
る
は
、
善
の
善
な
る
者
な
り
。

に
類
似
し
て
お
り
、
內
容
か
ら
考
え
て
も
、
〝
戰
わ
ず
し
て
人
の
兵
を
屈
す
る
の
が
最
善
で
あ
る
、
ゆ
え
に
衆
人
に
分
か
る
よ
う
な
勝
ち
方
で
は
善
で
は
な
い
〞

と
同
文

に
續
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
軍
形
篇
で
は
そ
の
後
に
、

　
　
古
之
所
謂
善
戰
者
、
勝
於
易
勝
者
也
。
…
…
故
勝
兵
先
勝
而
後
求
戰
、
敗
兵
先
戰
而
後
求
勝
。
（
Ｃ
）

古
の
所
謂
善
く
戰
ふ
者
は
、
勝
ち
易
き
に
勝
つ
者
な
り
。
…
…
故
に
勝
兵
は
先
づ
勝
ち
て
後
に
戰
を
求
め
、
敗
兵
は
先
づ
戰
ひ
て
後
に
勝
を
求
む
。

　
　
故
勝
兵
若
以
鎰
稱
銖
、
敗
兵
若
以
銖
稱
鎰
。
（
Ｆ
）
　
　
故
に
勝
兵
は
鎰
を
以
て
銖
を
稱は

か

る
が
若
く
、
敗
兵
は
銖
を
以
て
鎰
を
稱
る
が
若
し
。

と
述
べ
、
戰
上
手
が
先
に
自
軍
を
勝
つ
狀
況
に
置
い
て
か
ら
戰
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
そ
の
文
も
そ
の
ま
ま
謀
攻
篇
に
續
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
「
故

勝
兵
若
以
鎰
稱3

銖
、
敗
兵
若
以
銖
稱3

鎰
」（
Ｆ
16
）
は
「
稱
」
と
い
う
語
か
ら
「
稱3

生
勝
…
…
」（
Ｅ
15
）
に
續
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
內
容
的
に
は
繫
が
り
が
惡
い
。

漢
簡
で
は
「
故
」
の
字
が
無
く
、
ま
た
「
勝
兵
…
…
」
と
「
敗
兵
…
…
」
と
で
對
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
是
故
勝
兵
先
勝
而
後
求
戰
、
敗
兵
先
戰
而
後
求
勝
」
（
Ｃ

13
）
に
續
け
る
方
が
文
意
の
流
れ
が
良
く
、
元
來
は
續
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
謀
攻
篇
の
方
を
見
て
み
る
と
、
「
謀
攻
之
法
」
を
述
べ
た
章
（
Ａ
～
Ｄ
）
の
後
に
は
「
敵
味
方
の
數
に
よ
る
對
處
」
（
Ｅ
）
「
將
は
國
の
輔
で
あ
る
」
（
Ｆ
）
「
君
主

が
軍
に
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
（
Ｇ
）
「
勝
敗
を
知
る
要
素
」
（
Ｈ
）
と
、
內
容
に
關
聯
の
な
い
章
が
竝
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
が
こ
の
篇
に
存
在
す
る
必
然
性
は
無
い
と
思

わ
れ
る
。
漢
簡
で
も
、
「
故
用
兵
之
法
」
（
Ｅ
）
以
下
は
ほ
と
ん
ど
殘
簡
で
、
當
時
同
じ
篇
に
在
っ
た
の
か
が
確
認
で
き
な
い
狀
態
で
あ
る
。

ま
た
、
軍
形
篇
の
後
半
に
關
聯
す
る
章
は
虛
實
篇
に
も
存
在
す
る
。
「
無
形
」
に
つ
い
て
述
べ
た
章
の
う
ち
の
「
故
形
兵
之
極
～
而
應
形
於
無
窮
」
（
Ｐ
）
で
あ
る
。
附

表
で
は
「
形
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
一
つ
の
章
と
し
た
が
、
そ
の
中
で
、

　
因
形
而
措
勝
於
衆
、
衆
不
能
知
。
（
Ｐ
21
）
　
　
形
に
因
り
て
勝
を
衆
に
措
く
も
、
衆
は
知
る
こ
と
能
は
ず
。

　
人
皆
知
我
所
以
勝
之
形
、
而
莫
知
吾
所
以
制
勝
之
形
。
（
Ｐ
22
）
　
　
人
皆
我
の
勝
つ
所
以
の
形
を
知
れ
ど
も
、
吾
の
勝
を
制
す
る
所
以
の
形
を
知
る
こ
と
莫
し
。

は

〝
衆
人
に

0

0

0

勝
利
の
形
、
卽
ち
勝
ち
方
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
〞

と
い
う
內
容
か
ら
軍
形
篇
の
文
と
一
致
し
、
〝
敵
に
0

0

對
し
て
「
無
形
」
で
あ
る
〞

と
い
う
「
故
形

兵
之
極
～
智
者
不
能
謀
」
（
Ｐ
20
）
お
よ
び
「
夫
兵
形
象
水
～
月
有
死
生
」
（
Ｑ
）
と
は
少
し
內
容
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
因
形
而
措
勝
於
衆
、
衆
不
能
知
」
（
Ｐ
21
）

に
つ
い
て
は
、
軍
形
篇
に
「
故
其
戰
勝
不
忒
、
不
忒
者
、
其
所
措
勝

3

3

、
勝
已
敗
者
也
」
（
Ｃ
11
）
と
い
う
文
が
あ
り
、
「
措
勝
」
と
い
う
他
篇
に
は
見
な
い
語
を
共
通
し
て
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七
二

使
用
し
て
い
る
點
で
關
聯
が
感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
軍
形
篇
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
「
形
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
共
通
性
を
窺
わ
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
軍
形
篇
の
後
半
部
分
は
元
來
は
謀
攻
篇
の
前
半
部
分
と
と
も
に
在
り
、
同
時
に
、
似
た
內
容
の
虛
實
篇
の
文
「
因
形
而
措
勝
於
衆
～
而
應
形

於
無
窮
」
（
Ｐ
21
～
23
）
が
軍
形
篇
に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
謀
攻
篇
と
軍
形
篇
と
は
現
行
本
で
は
第
三
・
第
四
篇
、
漢
簡
で
も
第
四
・
第
五
篇
と
近
い
位
置
で
あ
る
た

め
、
章
が
錯
雜
し
た
か
、
あ
る
い
は
、
元
來
は
兩
者
は
似
た
內
容
の
篇
で
あ
っ
た
の
が
後
に
重
複
部
分
が
削
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
章
第
三
節
Ⅲ
で
述
べ

た
よ
う
に
、
軍
形
篇
に
お
い
て
現
行
本
と
漢
簡
で
の
文
字
の
異
同
が
多
い
こ
と
は
こ
れ
ら
の
變
化
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
Ⅰ
・
Ⅱ
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
虛
實
篇
の
各
文
・
章
に
は
、
內
容
が
他
の
篇
と
關
聯
し
た
も
の
が
多
く
、
ま
た
文
字
の
異
同
か
ら
は
後
に
整
え
ら
れ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
こ
れ
は
、
他
篇
か
ら
移
さ
れ
、
後
人
の
修
整
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
李
零
氏
は
九
地
篇
に
つ
い
て
、
文
字
數
が
多
い
こ
と
や
段

落
ご
と
の
繫
が
り
が
惡
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
他
篇
に
編
せ
ら
れ
な
か
っ
た
殘
餘
の
章
句
を
集
成
し
た
篇
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
が
（
「
銀
雀
山
簡
本
《
孫
子
》
校
讀
擧
例
」
）
、

虛
實
篇
に
も
同
樣
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
強
い
て
こ
の
篇
獨
自
の
內
容
の
章
を
探
す
と
す
れ
ば
、
謀
攻
篇
と
關
聯
性
を
も
ち
發
展
し
た
內
容
を
備
え
る
④
と
、
「
無
形
」

に
つ
い
て
述
べ
た
⑥
の
う
ち
軍
形
篇
の
も
の
と
し
た
「
因
形
而
措
勝
於
衆
～
而
應
形
於
無
窮
」
（
Ｐ
21
～
23
）
を
除
い
た
部
分
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
果
た
し
て
他
の
部
分
が
他
篇
の
餘
り
で
、
④
・
⑥
と
「
奇
正
」
に
關
わ
る
部
分
が
元
來
の
虛
實
篇
に
あ
っ
た
も
の
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
漢
簡
以

前
の
虛
實
篇
と
は
具
體
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
次
章
で
は
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
更
に
檢
討
を
加
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
三
　
「
虛
實
」
の
概
念
と
虛
實
篇

　

Ⅰ
　
「
虛
實
」
の
概
念

こ
こ
で
、
漢
簡
以
前
の
虛
實
篇
の
內
容
を
考
え
る
前
に
、
『
孫
子
』
に
お
け
る
「
虛
實
」
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
が
、
十
三
篇
中
で
「
虛
」
と
「
實
」
の
語
が
對
に
な
っ
て
出
て
く
る
文
は
、
兵
勢
篇
の
「
兵
之
所
加
、
如
以
碬
投
卵
者
、
虛
實
是
也
」
お
よ
び
虛
實
篇
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第
三
章
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
考

七
三

の
「
兵
之
形
、
避
實
而
擊
虛
」
の
み
で
あ
る
。
諸
家
の
注
を
見
る
と
兵
勢
篇
の
文
に
つ
い
て
は
、

　
引
致
敵
來
、
則
彼
勢
常
虛
。
不
往
赴
彼
、
則
我
勢
常
實
。
以
實
擊
虛
、
如
擧
石
投
卵
、
其
破
之
必
矣
。
（
張
預
）

引
き
て
敵
の
來
る
を
致
さ
ば
、
則
ち
彼
の
勢
は
常
に
虛
な
り
。
往
か
ず
し
て
彼
を
赴
か
し
む
れ
ば
、
則
ち
我
が
勢
は
常
に
實
な
り
。
實
を
以
て
虛
を
擊
つ
は
、
石
を
擧
げ
て
卵
に

投
ず
る
が
如
き
に
し
て
、
其
れ
之
を
破
る
こ
と
必
な
り
。

　
夫
用
兵
識
虛
實
之
勢
、
則
無
不
勝
。
（
何
氏
）
　
　
夫
れ
兵
を
用
ふ
る
に
虛
實
の
勢
を
識
れ
ば
、
則
ち
勝
た
ざ
る
無
し
。

　
以
實
擊
虛
、
猶
以
堅
破
脆
也
。
（
梅
堯
臣
）
　
　
實
を
以
て
虛
を
擊
つ
は
、
猶
ほ
堅
を
以
て
脆
を
破
る
が
ご
と
き
な
り
。

と
述
べ
ら
れ
、
「
虛
實
之
勢
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
形
」
で
は
な
く
、
「
勢
」
に
關
聯
付
け
て
解
釋
さ
れ
て
い
る
。
虛
實
篇
の
注
で
は
、

　
　
虛
者
、
怯
弱
亂
飢
勞
寡
不
虞
也
。
實
者
、
勇
強
治
飽
佚
衆
有
備
也
。
（
沈
友

）
　
　
虛
は
怯
・
弱
・
亂
・
飢
・
勞
・
寡
・
不
虞
な
り
。
實
は
勇
・
強
・
治
・
飽
・
佚
・
衆
・
有
備
な
り
。

兵
之
虛
實
、
猶
元
氣
之
有
虛
實
。
虛
者
為
病
、
實
者
為
健
。
如
曰
怯
、
曰
弱
、
曰
亂
、
曰
饑
、
曰
勞
、
曰
寡
、
曰
不
虞
、
虛
也
。
曰
勇
、
曰
強
、
曰
治
、
曰
飽
、
曰
佚
、

曰
衆
、
曰
有
備
、
實
也
。
己
實
彼
虛
、
則
病
在
彼
而
健
在
我
、
擊
之
可
也
。
己
虛
彼
實
、
則
病
在
我
而
健
在
彼
、
避
之
可
也
。
虛
實
二
字
、
用
兵
者
以
之
因
形
而
制
勝
、

醫
者
以
之
視
病
而
投
藥
。
（
趙
本
學
）

兵
の
虛
實
あ
る
は
、
猶
ほ
元
氣
の
虛
實
有
る
が
ご
と
き
な
り
。
虛
は
病
た
り
、
實
は
健
た
り
。
怯
と
曰
ひ
、
弱
と
曰
ひ
、
亂
と
曰
ひ
、
饑
と
曰
ひ
、
勞
と
曰
ひ
、
寡
と
曰
ひ
、
不

虞
と
曰
ふ
が
如
き
は
、
虛
な
り
。
勇
と
曰
ひ
、
強
と
曰
ひ
、
治
と
曰
ひ
、
飽
と
曰
ひ
、
佚
と
曰
ひ
、
衆
と
曰
ひ
、
有
備
と
曰
ふ
は
、
實
な
り
。
己
は
實
に
し
て
彼
は
虛
な
れ
ば
、

則
ち
病
彼
に
在
り
て
健
我
に
在
り
、
之
を
擊
ち
て
可
な
り
。
己
は
虛
に
し
て
彼
は
實
な
れ
ば
、
則
ち
病
我
に
在
り
て
健
彼
に
在
り
、
之
を
避
く
が
可
な
り
。
虛
實
の
二
字
、
兵
を

用
ふ
る
者
は
之
を
以
て
形
に
因
り
て
勝
を
制
し
、
醫
者
は
之
を
以
て
病
を
視
て
藥
を
投
ず
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
「
亂3

生
於
治3

、
怯3

生
於
勇3

、
弱3

生
於
強3

」
（
兵
勢
篇
Ｈ
10
）
、
「
敵
佚3

能
勞3

之
、
飽3

能
飢3

之
」
（
虛
實
篇
Ｄ
４
）
な
ど
と
い
う
よ
う
に
『
孫
子
』
本
文

中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
相
反
す
る
狀
態
を
「
虛
」
「
實
」
に
當
て
は
め
、
ま
た
「
氣
」
に
結
び
つ
け
た
解
釋
と
な
っ
て
い
る
。
兵
勢
篇
注
の
「
勢
」
に
結
び
つ
け
る
解
釋
は
、

「
勢
」
に
つ
い
て
說
い
た
篇
の
文
で
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
「
氣
」
に
關
聯
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

兵
法
の
「
虛
實
」
を
「
氣
」
に
結
び
つ
け
た
解
釋
の
古
い
も
の
と
し
て
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
に
、

　
夫
民
無
常
勇
、
亦
無
常
怯
。
有
氣
則
實
、
實
則
勇
。
無
氣
則
虛
、
虛
則
怯
。
怯
勇
虛
實
、
其
由
甚
微
、
不
可
不
知

。
（
紀
部
卷
八
　
仲
秋
・
決
勝
）

夫
れ
民
は
常
に
勇
な
る
こ
と
無
く
、
亦
た
常
に
怯
な
る
こ
と
無
し
。
氣
有
れ
ば
則
ち
實
に
し
て
、
實
な
れ
ば
則
ち
勇
。
氣
無
け
れ
ば
則
ち
虛
に
し
て
、
虛
な
れ
ば
則
ち
怯
。
怯
・
勇
・
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七
四

虛
・
實
、
其
の
由
甚
だ
微
に
し
て
、
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

と
あ
る
ほ
か
、『
淮
南
子
』
兵
略
訓
が
擧
げ
ら
れ
る
。『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
は
『
孫
子
』
『
孫
臏
兵
法
』
の
文
が
多
く
引
か
れ
て
お
り
、
そ
の
關
聯
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
第

二
章
第
三
節
參
照
）
。
そ
の
中
で
は
、
「
虛
實
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
解
說
し
て
い
る
。

夫
將
者
、
必
獨
見
獨
知
。
獨
見
者
、
見
人
所
不
見
也
。
獨
知
者
、
知
人
所
不
知
也
。
見
人
所
不
見
、
謂
之
明
。
知
人
所
不
知
、
謂
之
神
。
神
明
者
、
先
勝
者
也
。
先

勝
者
、
守
不
可
攻
、
戰
不
可
勝
、
攻
不
可
守
、
虛
實
是
也
。
上
下
有
隙
、
將
吏
不
相
得
、
所
持
不
直
、
卒
心
積
不
服
、
所
謂
虛
也
。
主
明
將
良
、
上
下
同
心
、
氣
意

倶
起
、
所
謂
實
也
。
若
以
水
投
火
、
所
當
者
陷
、
所
薄
者
移
、
牢
柔
不
相
通
而
勝
相
奇
者
、
虛
實
之
謂
也
。
故
善
戰
者
不
在
少
、
善
守
者
不
在
小
、
勝
在
得
威
、
敗

在
失
氣
。
夫
實
則
鬥
、
虛
則
走
、
盛
則
強
、
衰
則
北
。

夫
れ
將
は
、
必
ず
獨
見
し
獨
知
す
。
獨
見
と
は
、
人
の
見
ざ
る
所
を
見
る
な
り
。
獨
知
と
は
、
人
の
知
ら
ざ
る
所
を
知
る
な
り
。
人
の
見
ざ
る
所
を
見
る
は
、
之
を
明
と
謂
ふ
。

人
の
知
ら
ざ
る
所
を
知
る
は
、
之
を
神
と
謂
ふ
。
神
明
と
は
、
先
勝
す
る
者
な
り
。
先
勝
と
は
、
守
れ
ば
攻
む
る
べ
か
ら
ず
、
戰
へ
ば
勝
つ
べ
か
ら
ず
、
攻
む
れ
ば
守
る
べ
か
ら

ず
、
虛
實
是
な
り
。
上
下
隙
有
り
、
將
吏
相
得
ず
、
持
す
る
所
直
か
ら
ず
、
卒
心
不
服
を
積
む
は
、
所
謂
る
虛
な
り
。
主
は
明
に
し
て
將
は
良
、
上
下
心
を
同
じ
く
し
、
氣
意
倶

に
起
つ
は
、
所
謂
る
實
な
り
。
水
を
以
て
火
に
投
ず
る
が
若
く
、
當
る
所
の
者
は
陷
り
、
薄せ

ま

る
所
の
者
は
移
り
、
牢
柔
相
通
ぜ
ず
し
て
相
奇
す
る
者
に
勝
つ
は
、
虛
實
の
謂
な
り
。

故
に
善
く
戰
ふ
者
は
少
に
在
ら
ず
、
善
く
守
る
者
は
小
に
在
ら
ず
、
勝
は
威
を
得
る
に
在
り
、
敗
は
氣
を
失
ふ
に
在
り
。
夫
れ
實
な
れ
ば
則
ち
鬥
ひ
、
虛
な
れ
ば
則
ち
走に

げ
、
盛

ん
な
れ
ば
則
ち
強
く
、
衰
ふ
れ
ば
則
ち
北に

ぐ
。

こ
れ
ら
の
解
釋
に
よ
れ
ば
「
虛
」
と
は

〝
組
織
が
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
、
隙
が
有
る
不
利
な
狀
態
〞

、「
實
」
と
は

〝
組
織
が
ま
と
ま
り
、
充
實
し
た
有
利
な
狀
態
〞

で
あ
る
。
こ
れ
を
第
一
節
で
擧
げ
た
趙
本
學
注
「
不
過
敎
人
變
敵
之
實
為
虛
、
變
己
之
虛
為
實
（
人
に
敵
の
實
を
變
じ
て
虛
と
為
し
、
己
の
虛
を
變
じ
て
實
と
為
す
を
敎
ふ
る
に

過
ぎ
ず
）
」
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
虛
實
篇
は
、「
虛
實
」
卽
ち

〝
相
對
的
な
有
利
と
不
利
〞

を
作
り
出
し
、
自
軍
が
有
利
な
狀
態
で
不
利
な
敵
軍
に
當
た
る
こ
と
を
說
い

た
篇
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

〝
變
ず
る
〞

こ
と
は
十
三
篇
全
體
に
通
じ
る
重
要
な
考
え
で
あ
り
、
ゆ
え
に
旣
述
の
よ
う
に
「
虛
實
」
の
概
念
が
『
孫
子
』
の
樞
要

を
為
す
と
見
做
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
『
孫
子
』
に
於
け
る
「
虛
實
」
が
元
來
そ
こ
ま
で
廣
義
の
意
味
を
含
ん
で
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
前
述
の
通
り
「
虛
」
「
實
」
に

つ
い
て
本
文
中
に
言
及
し
た
文
が
僅
か
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
形
」
「
勢
」
な
ど
重
要
な
概
念
に
「
勝
者
之
戰
、
若
決
積
水
於
千
仭
之
谿
者
、
形
也
」
（
軍
形

篇
）
「
故
善
戰
人
之
勢
、
如
轉
圓
石
於
千
仭
之
山
者
、
勢
也
」
（
兵
勢
篇
）
と
說
明
が
あ
る
の
と
比
較
し
て
も
不
自
然
で
あ
る
。
第
二
に
、
旣
述
の
如
く
、
漢
簡
で
は
虛
實
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（
實
虛
）
篇
は
第
八
篇
で
軍
爭
篇
の
後
に
編
次
さ
れ
て
お
り
、
同
篇
以
下
に
戰
場
で
の
具
體
的
な
記
述
が
多
い
の
を
考
え
る
と
、
そ
の
內
容
も
同
樣
に
具
體
的
な
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
、
『
淮
南
子
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
氣
」
を
治
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
軍
爭
篇
に
關
聯
し
た
章
が
あ
る
が
、
「
虛
」
「
實
」

と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
漢
代
以
前
に
成
っ
た
と
見
ら
れ
る
『
孫
臏
兵
法
』
『
六
韜
』
『
尉
繚
子
』
に
も
前
述
の
よ
う
な
「
虛
實
」
の
概
念
を
述
べ
た
文
は
見
ら
れ

な
い
。
銀
雀
山
漢
簡
「
積
疏
篇
」
に
お
い
て
は
「
實
」
と
「
虛
」
で
は
な
く
、
類
義
語
の
「
盈
」
と
「
虛
」
が
使
わ
れ
て
い
る
（
後
述
）
。
『
管
子
』
に
は
「
實
虛
」
と
い

う
漢
簡
の
篇
題
と
同
じ
語
が
見
ら
れ
、
內
容
の
上
で
も
『
孫
子
』
や
『
孫
臏
兵
法
』
と
の
關
聯
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

、
「
剛
柔
也
、
輕
重
也
、
大
小
也
、
實
虛
也
、
遠

近
也
、
多
少
也
、
謂
之
計
數
（
剛
柔
な
り
、
輕
重
な
り
、
大
小
な
り
、
實
虛
な
り
、
遠
近
な
り
、
多
少
な
り
。
之
を
形
數
と
謂
ふ
）
」
（
經
言
・
七
法
篇
）
「
定
實
虛
勝
（
實
虛
を
定
む

れ
ば
勝
つ
）
」
（
同
・
幼
官
篇
）
な
ど
と
あ
り
、
兵
法
の
一
要
素
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
氣
に
關
す
る
も
の
だ
と
い
う
具
體
的
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

で
は
『
孫
子
』
に
於
け
る
「
虛
」
「
實
」
と
は
何
な
の
か
。

前
述
の
注
で
は
皆
、
兵
勢
篇
本
文
の
「
如
以
碬

3

3

投
卵
者
」
に
ひ
か
れ
て
「
以
實

3

3

擊
虛
」
と
し
て
い
る
が
、
虛
實
篇
本
文
に
は
「
避
實

3

3

而
擊
虛
」
と
あ
り
「
以
實
」
と
は

述
べ
て
い
な
い
。「
避
實
而
擊
虛
」
の
「
實
」「
虛
」
は
い
ず
れ
も
敵
軍
の
狀
態
で
あ
り
、
自
軍
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、「
進
而
不
可
禦
者
、
衝
其
虛
也
」
で
も
「
虛
」

を
擊
つ
こ
と
を
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
節
で
述
べ
た
④
中
の
文

　
則
左
不
能
救
右
、
右
不
能
救
左
、
前
不
能
救
後
、
後
不
能
救
前
。
　
則
ち
左
は
右
を
救
ふ
能
は
ず
、
右
は
左
を
救
ふ
能
は
ず
、
前
は
後
を
救
ふ
能
は
ず
、
後
は
前
を
救
ふ
能
は
ず
。

に
關
し
て
は
、
銀
雀
山
漢
簡
「
將
失
篇
」
に
、

　
　
卅
二
曰
、
戰
而
憂
前
者
後
虛
、
憂
後
者
前
虛
、
憂
左
者
右
虛
、
憂
右
者
左
虛
、
戰
而
有
憂
、
可
敗
也
。

卅
二
に
曰
く
、
戰
ひ
て
前
を
憂
ふ
る
者
は
後
虛
に
し
て
、
後
を
憂
ふ
る
者
は
前
虛
に
し
て
、
左
を
憂
ふ
る
者
は
右
虛
に
し
て
、
右
を
憂
ふ
る
者
は
左
虛
な
り
、
戰
ひ
て
憂
ひ
有
る
は
、

敗
る
べ
き
な
り
。

と
い
う
類
似
し
た
文
が
あ
り
、
主
旨
は
同
じ
だ
と
さ
れ
て
い
る

。
つ
ま
り
、「
虛
」
の
方
が
擊
つ
べ
き
、
擊
た
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
注
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

　
　
用
兵
必
須
審
敵
虛
實

0

0

0

而
趨
其
危
。
（
『
吳
子
』
料
敵
篇
）
　
　
兵
を
用
ふ
る
に
必
ず
須
く
敵
の
虛
實
を
審
ら
か
に
し
其
の
危
ふ
き
に
趨
る
べ
し
。

　
　
何
以
知
敵
壘
之
虛
實

0

0

0

0

0

。
…
…
登
高
下
望
、
以
觀
敵
之
變
動
。
望
其
壘
、
則
知
其
虛
實
。
（
『
六
韜
』
虎
韜
・
壘
虛
篇
）

何
を
か
以
て
敵
壘
の
虛
實
を
知
ら
ん
。
…
…
高
き
に
登
り
て
下
望
し
、
以
て
敵
の
變
動
を
觀
る
。
其
の
壘
を
望
ま
ば
、
則
ち
其
の
虛
實
を
知
る

。

と
あ
る
の
を
參
考
す
る
と
、
『
孫
子
』
に
お
け
る
「
虛
實
」
も
、
敵
軍
を
「
虛
」
に
し
自
軍
を
「
實
」
に
す
る
、
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
敵
軍
の
中
の
「
虛
」
＝
隙
と

Ritsumeikan University



七
六

「
實
」
＝
充
實
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
『
孫
子
』
の
「
虛
實
」
と
は
、

〝
（
主
に
實
際
の
戰
鬪
に
お
い
て
）
敵
の
空
虛
を
判
斷
し
、
隙
を
擊
つ
〞

と

い
う
至
極
原
則
的
な
內
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
っ
た
い
元
來
の
『
孫
子
』
の
戰
爭
に
對
す
る
姿
勢
は
ご
く
愼
重
で
、
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
不
戰
而
屈
人
之
兵
、
善
之
善
者
也
。
（
謀
攻
篇
）
　
　
戰
は
ず
し
て
人
の
兵
を
屈
す
る
は
、
善
の
善
な
る
者
な
り
。

主
不
可
以
怒
而
興
師
、
將
不
可
以
慍
而
致
戰
。
…
…
怒
可
以
復
喜
、
慍
可
以
復
悅
、
亡
國
不
可
以
復
存
、
死
者
不
可
以
復
生
。
故
明
主
愼
之
、
良
將
警
之
、
此
安
國

全
軍
之
道
也
。
（
火
攻
篇
）

主
は
怒
り
を
以
て
師
を
興
す
べ
か
ら
ず
、
將
は
慍

い
き
ど
ほり

を
以
て
戰
を
致
す
べ
か
ら
ず
。
…
…
怒
り
は
以
て
復
た
喜
ぶ
べ
く
、
慍
り
は
以
て
復
た
悅
ぶ
べ
く
も
、
亡
國
は
以
て
復
た
存

す
べ
か
ら
ず
、
死
者
は
以
て
復
た
生
く
べ
か
ら
ず
。
故
に
明
主
は
之
を
愼
み
、
良
將
は
之
を
警

い
ま
し

む
、
此
れ
國
を
安
ん
じ
軍
を
全
う
す
る
の
道
な
り
。

な
ど
の
記
述
に
は
極
力
兵
に
よ
る
被
害
を
避
け
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
見
え
、
ま
た
、

　
　
故
經
之
以
五
事
、
校
之
以
計
、
而
索
其
情
。
（
始
計
篇
）
　
　
故
に
之
を
經は

か

る
に
五
事
を
以
て
し
、
之
を
校
ぶ
る
に
計
を
以
て
し
、
其
の
情
を
索
む
。

　
　
故
曰
、
知
彼
知
己
、
百
戰
不
殆
。
不
知
彼
而
知
己
、
一
勝
一
負
。
不
知
彼
、
不
知
己
、
每
戰
必
敗
。
（
謀
攻
篇
）

故
に
曰
く
、
彼
を
知
り
己
を
知
れ
ば
、
百
戰
し
て
殆
ふ
か
ら
ず
。
彼
を
知
ら
ず
し
て
己
を
知
れ
ば
、
一
勝
一
負
す
。
彼
を
知
ら
ず
、
己
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
戰
ふ
ご
と
に
必
ず
敗
る
。

と
愼
重
に
狀
況
を
見
極
め
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
「
虛
實
」
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。
實
際
の
戰
鬪
に
い
た
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
篇
で
說
か
れ
て
い

る
よ
う
に
諸
條
件
を
計
算
し
て
有
利
な
狀
況
に
立
っ
た
狀
態
の
軍
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
な
お
か
つ
敵
の
隙
を
擊
つ
、
と
い
う
こ
の
方
法
は
、
單
純
で
は
あ
る
が
『
孫
子
』

の
堅
實
な
姿
勢
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
こ
こ
で
新
た
な
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
虛
實
」
が
單
純
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
何
故
そ
れ
を
一
篇
の
題
と
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

も
そ
も
、
篇
題
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
本
文
中
に
ご
く
僅
か
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
「
虛
實
」
の
語
が
『
孫
子
』
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
は
無
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
「
無
形
」
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
と
兵
勢
篇
の
「
奇
正
」
に
關
す
る
部
分
を
手
が
か
り
に
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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Ⅱ
　
「
虛
實
」
と
「
奇
正
」

「
奇
正
」
に
つ
い
て
述
べ
た
章
は
現
行
本
で
は
兵
勢
篇
に
入
っ
て
お
り
、
「
勢
」
に
關
わ
る
も
の
で
あ
る
と
解
釋
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
第
二
章
で
、
後
世
の
注
釋
や
銀

雀
山
漢
簡
「
奇
正
篇
」
な
ど
の
記
述
か
ら
考
察
し
、
「
奇
正
」
と
は
實
戰
に
お
け
る
兵
力
の
配
置
・
態
勢
に
關
わ
り
、
「
形
」
の
概
念
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
付
け

た
。
そ
し
て
、
『
握
奇
經
』
な
ど
の
記
述
か
ら
、
特
に
布
陣
に
關
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。

そ
の
「
奇
正
」
と
「
虛
實
」
の
關
係
に
つ
い
て
、
『
李
衞
公
問
對
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
解
說
し
て
い
る
。

太
宗
曰
、
朕
視
諸
兵
書
、
無
出
孫
武
。
孫
武
十
三
篇
、
無
出
虛
實
。
夫
用
兵
、
識
虛
實
之
勢
、
則
無
不
勝
焉
。
今
諸
將
中
、
但
能
言
避
實
擊
虛
、
及
其
臨
敵
、
則
鮮

識
虛
實
者
、
蓋
不
能
致
人
、
而
反
為
敵
所
致
故
也
。
如
何
。
卿
盡
為
諸
將
言
其
要
。
靖
曰
、
先
敎
之
以
奇
正
相
變
之
術
、
然
後
語
之
以
虛
實
之
形
可
也
。
諸
將
多
不

知
以
奇
為
正
、
以
正
為
奇
、
且
安
識
虛
是
實
、
實
是
虛
哉
。
太
宗
曰
、
策
之
而
知
得
失
之
計
、
作
之
而
知
動
靜
之
理
、
形
之
而
知
死
生
之
地
、
角
之
而
知
有
餘
不
足

之
處
、
此
則
奇
正
在
我
、
虛
實
在
敵
歟
。
靖
曰
、
奇
正
者
、
所
以
致
敵
之
虛
實
也
。
敵
實
、
則
我
必
以
正
、
敵
虛
、
則
我
必
以
奇
。
苟
將
不
知
奇
正
、
則
雖
知
敵
虛

實
、
安
能
致
之
哉
。
臣
奉
詔
、
但
敎
諸
將
以
奇
正
、
然
後
虛
實
自
知
焉
。
太
宗
曰
、
以
奇
為
正
者
、
敵
意
其
奇
、
則
吾
正
擊
之
。
以
正
為
奇
者
、
敵
意
其
正
、
則
吾

奇
擊
之
。
使
敵
勢
常
虛
、
我
勢
常
實
。
當
以
此
法
授
諸
將
、
使
易
曉
爾
。
靖
曰
、
千
章
萬
句
、
不
出
乎
致
人
而
不
致
于
人
而
已
。
臣
當
以
此
敎
諸
將
。
（
卷
中
）

太
宗
曰
く
、
朕
、
諸
の
兵
書
を
視
る
に
、
孫
武
に
出
づ
る
も
の
無
し
。
孫
武
十
三
篇
、
虛
實
に
出
づ
る
も
の
無
し
。
夫
れ
兵
を
用
ふ
る
に
、
虛
實
の
勢
を
識
れ
ば
、
則
ち
勝
た
ざ

る
こ
と
無
か
ら
ん
。
今
諸
將
の
中
、
但
だ
能
く
實
を
避
け
虛
を
擊
つ
を
言
ふ
の
み
に
し
て
、
其
の
敵
に
臨
む
に
及
べ
ば
、
則
ち
虛
實
を
識
る
者
鮮
し
。
蓋
し
能
く
人
を
致
さ
ず
し

て
、
反
っ
て
敵
の
致
す
所
と
為
る
が
故
な
り
。
如
何
。
卿
盡
く
諸
將
の
為
に
其
の
要
を
言
へ
、
と
。
靖
曰
く
、
先
づ
之
に
敎
ふ
る
に
奇
正
相
變
の
術
を
以
て
し
、
然
る
後
に
之
に

語
る
に
虛
實
の
形
を
以
て
す
れ
ば
可
な
り
。
諸
將
多
く
奇
を
以
て
正
と
為
し
、
正
を
以
て
奇
と
為
す
こ
と
す
ら
知
ら
ず
、
且
つ
安
ん
ぞ
虛
は
是
れ
實
に
し
て
、
實
は
是
れ
虛
な
る

を
識
ら
ん
や
、
と
。
太
宗
曰
く
、
「
之
を
策は

か

り
て
得
失
の
計
を
知
り
、
之
を
作を

こ

し
て
動
靜
の
理
を
知
り
、
之
を
形あ

ら

は
し
て
死
生
の
地
を
知
り
、
之
に
角ふ

れ
て
有
餘
不
足
の
處
を
知
る
」

と
は
、
此
れ
則
ち
奇
正
我
に
在
り
、
虛
實
敵
に
在
る
か
、
と
。
靖
曰
く
、
奇
正
と
は
、
敵
の
虛
實
を
致
す
所
以
な
り
。
敵
實
な
れ
ば
、
則
ち
我
必
ず
正
を
以
て
し
、
敵
虛
な
れ
ば
、

則
ち
我
必
ず
奇
を
以
て
す
。
苟
し
く
も
將
奇
正
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
敵
の
虛
實
を
知
る
と
雖
も
、
安
ん
ぞ
能
く
之
を
致
さ
ん
や
。
臣
詔
を
奉
り
、
但
だ
諸
將
に
敎
ふ
る
に
奇
正

を
以
て
す
る
の
み
に
し
て
、
然
る
後
に
虛
實
自
ら
知
ら
ん
、
と
。
太
宗
曰
く
、
奇
を
以
て
正
と
為
す
と
は
、
敵
其
の
奇
を
意
へ
ば
、
則
ち
吾
正
に
し
て
之
を
擊
つ
。
正
を
以
て
奇

と
為
す
と
は
、
敵
其
の
正
を
意
へ
ば
、
則
ち
吾
奇
に
し
て
之
を
擊
つ
。
敵
の
勢
を
し
て
常
に
虛
に
し
、
我
が
勢
常
に
實
な
ら
し
む
。
當
に
此
の
法
を
以
て
諸
將
に
授
け
、
曉
り
易
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か
ら
し
む
べ
き
の
み
、
と
。
靖
曰
く
、
千
章
萬
句
、
「
人
を
致
し
て
人
に
致
さ
れ
ず
」
に
出
で
ざ
る
の
み
。
臣
當
に
此
を
以
て
諸
將
に
教
へ
ん
、
と
。

こ
こ
で
は
「
奇
正
者
、
所
以
致
敵
之
虛
實
也
（
奇
正
と
は
、
敵
の
虛
實
を
致
す
所
以
な
り
）
」
の
語
に
よ
っ
て
そ
の
關
係
が
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
奇
正
」
が
敵
の
虛
實
を

暴
露
さ
せ
、
操
作
す
る
手
段
と
さ
れ
て
い
る
。
續
く
「
敵
實
、
則
我
必
以
正
、
敵
虛
、
則
我
必
以
奇
（
敵
實
な
れ
ば
、
則
ち
我
必
ず
正
を
以
て
し
、
敵
虛
な
れ
ば
、
則
ち
我
必

ず
奇
を
以
て
す
）
」
と
い
う
語
は
、『
孫
子
』
の
「
避
實
而
擊
虛
」
と
齟
齬
す
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
吳
如
高
・
王
顯
臣
兩
氏
の
解
說
に
よ
れ
ば
、
敵
の
防
御
が
薄
弱
な
所
（
虛
）

を
察
し
た
後
、
そ
こ
を
主
攻
方
向
と
し
て
た
だ
ち
に
集
中
兵
力
（
正
兵
を
奇
兵
に
變
え
る
）
で
攻
擊
し
、
次
要
兵
力
（
奇
兵
を
正
兵
に
變
え
る
）
で
主
攻
方
向
の
奇
兵
に
策
應

さ
せ
る
作
戰
だ
と
い
う

。
つ
ま
り
こ
れ
は
實
際
の
戰
鬪
に
お
い
て
、
敵
に
は
「
虛
」
「
實
」
兩
方
の
部
分
が
存
在
し
、
そ
の
「
虛
」
の
部
分
を
集
中
的
に
攻
擊
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
文
中
で
は
「
使
敵
勢
常
虛
、
我
勢
常
實
（
敵
の
勢
を
し
て
常
に
虛
な
ら
し
め
、
我
が
勢
常
に
實
な
り
）
」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
最
終
的
な
目
的
と
し
て

は
敵
軍
の
虛
＝
隙
を
擊
つ
こ
と
で
あ
り
、
相
對
的
に
自
軍
が
實
と
な
る
が
、
そ
れ
は
結
果
的
に
そ
う
な
る
の
で
あ
っ
て
、
目
的
で
は
な
い
。

一
方
、
李
零
氏
は
「
虛
實
」
に
つ
い
て
、
兵
力
の
相
對
的
な
集
中
と
分
散
を
示
す
と
解
釋
し
、「
奇
正
」
は
自
軍
の
兵
力
を
實
際
に
戰
鬪
さ
せ
る
時
の
戰
術
配
置
で
あ
る
が
、

「
虛
實
」
は
會
戰
豫
定
の
地
點
上
に
お
い
て
、
分
散
集
中
に
よ
り
敵
を
劣
勢
に
し
自
軍
を
優
勢
に
す
る
と
し
て
、
「
④
數
の
操
作
」
が
虛
實
篇
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
と
し

て
い
る

。
思
う
に
、
④
は
「
吾
所
與
戰
之
地
不
可
知
（
吾
が
與
に
戰
ふ
所
の
地
は
知
る
べ
か
ら
ず
）
」
「
故
知
戰
之
地
、
知
戰
之
日
、
則
可
千
里
而
會
戰
（
故
に
戰
の
地
を
知
り
、

戰
の
日
を
知
れ
ば
、
則
ち
千
里
に
し
て
會
戰
す
べ
し
）
」
と
い
う
句
に
よ
っ
て
戰
鬪
前
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
「
左
」
「
右
」
「
前
」
「
後
」
の
語
、
さ
ら
に
漢
簡
で
は
「
故
形

人
而
我
無
形
」
（
Ｉ
11
）
の
部
分
が
「
故
善
將
者

0

0

0

刑
〔
形
〕
人
而
无
刑
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
實
際
の
戰
鬪
に
重
點
を
置
い
て
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
擧
げ
た
銀
雀
山
漢
簡
「
將
失
篇
」
の
記
述
も
、
實
際
の
戰
鬪
に
關
す
る
配
陣
に
つ
い
て
述
べ
た
文
か
ら
續
い
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
奇
正
」
が
布
陣
に
關
聯
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
虛
實
」
が
そ
の
「
奇
正
」
に
關
聯
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
漢
簡
以
前
の
虛
實
（
實

虛
）
篇
は
主
と
し
て
實
際
の
戰
鬪
に
お
け
る
兵
力
の
配
置
、
具
體
的
に
言
え
ば
陣
法
に
つ
い
て
說
い
た
篇
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
④
の
「
故
形
人
而
我
無
形

～
而
況
遠
者
數
十
里
、
近
者
數
里
乎
」
の
部
分
で
實
際
の
戰
鬪
前
に
敵
を
分
散
さ
せ
て
「
虛
」
を
作
り
出
す
礎
と
す
る
こ
と
を
說
き
、
加
え
て
「
奇
正
」
を
述
べ
た
部
分

（
あ
る
い
は
も
う
少
し
具
體
的
な
內
容
の
記
述
が
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
）
で
實
際
の
戰
鬪
中
に
「
虛
」
を
誘
引
し
、
そ
れ
を
擊
つ
こ
と
を
說
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
木
牘
に
お
い
て
、
軍
隊
の
整
備
を
後
半
で
說
い
て
い
る
軍
爭
篇
に
續
く
篇
と
し
て
排
列
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
虛
實
」
に
關
し
て
も
、
「
奇
正
」
と
同
樣
、
軍
の
配
置
に
關
す
る
も
の
だ
と
い
う
記
述
が
存
在
す
る
。

『
孫
子
』
と
同
じ
く
銀
雀
山
で
發
見
さ
れ
た
「
守
法
守
令
等
十
三
篇
」
に
含
ま
れ
る
「
兵
令
」
に
、
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…
…
視
適
〔
敵
〕
、
章
旗
相
望
、
矢
弩
未
合
、
兵
刃
未
椄
〔
接
〕
、
先
謞
者
虛
、
後
謞
胃
〔
謂
〕
之
實
、
不
謞
胃
〔
謂
〕
之
閉
。
（
閉
）
實□

□
□

。

と
い
う
文
が
あ
る
。
こ
の
「
兵
令
」
は
今
日
で
は
『
尉
繚
子
』
に
含
ま
れ
て
い
る
篇
で
あ
り
、
同
書
も
銀
雀
山
か
ら
一
部
の
文
が
出
土
し
て
い
る
。
し
か
し
『
尉
繚
子
』

の
簡
と
は
字
體
な
ど
が
異
な
り
、
「
守
法
守
令
等
十
三
篇
」
の
篇
名
を
記
し
た
木
牘
に
「
兵
令
」
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
も
と
は
別
行
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
後

に
『
尉
繚
子
』
に
含
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る

。
現
行
本
『
尉
繚
子
』
で
は
こ
の
文
は
、

　
　
矢
射
未
交
、
長
刃
未
接
、
前
譟
者
謂
之
虛
、
後
譟
者
謂
之
實
、
不
譟
者
謂
之
祕
。
虛
實
（
祕
）
者
、
兵
體
也

。

矢
射
未
だ
交
は
ら
ず
、
長
刃
未
だ
接
せ
ざ
る
に
、
前
に
譟
ぐ
者
は
之
を
虛
と
謂
ひ
、
後
に
譟
ぐ
者
は
之
を
實
と
謂
ひ
、
譟
が
ざ
る
者
は
之
を
祕
と
謂
ふ
。
虛
・
實
・
（
祕
）
は
、
兵

の
體
な
り
。

と
な
っ
て
お
り
、

〝
兵
の
體
〞

卽
ち
軍
隊
の
體
制
に
關
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
分
か
る
。
ま
た
『
握
奇
經
』
（
第
二
章
第
二
節
Ⅲ
參
照
）
に
は
「
虛
實
二
壘
」
と
い
う
語
が
見

え
、
吳
・
王
兩
氏
は
『
李
衞
公
問
對
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
握
奇
陣
の
記
述
に
「
五
は
陣
地
と
為
し
、
四
は
閑
地
と
為
す
」
と
あ
る
の
を
、
「
陣
地
」
が
卽
ち
「
實
地
」
、

「
閑
地
」
が
卽
ち
「
虛
地
」
で
あ
り
、
「
實
地
」
で
は
「
正
」
の
兵
を
、
「
虛
地
」
で
は
「
奇
」
の
兵
を
配
置
す
る
と
解
釋
し
て
い
る

。
殘
念
な
が
ら
、
二
つ
の
例
以
外
に

「
虛
」
「
實
」
を
布
陣
や
軍
隊
の
名
稱
に
使
用
し
て
い
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
た
め
「
虛
」
「
實
」
が
布
陣
に
關
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
論
據
と
す
る
に
は
足
り
な
い

が
、
兵
法
に
お
け
る
「
虛
實
」
が
よ
り
實
戰
に
卽
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
「
無
形
」
を
述
べ
た
部
分
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
る
と
、
「
無
形
」
は
卽
ち

〝
態
勢
＝
陣
の
形
を
敵
に
見
せ
な
い
〞

と
い
う
解
釋
が
で
き
る
。
李
零
氏
は
、
作

者
は
「
避
實
擊
虛
」
「
以
衆
擊
寡
」
の
運
用
の
妙
を
「
形
兵
」
と
呼
び
、
こ
れ
ら
の
「
形
兵
」
の
「
形
」
は
人
が
造
り
出
し
た
態
勢
で
あ
り
、
機
に
よ
る
性
質
を
そ
な
え
、

ゆ
え
に
「
無
形
」
と
稱
し
て
い
る
と
說
明
し
て
い
る

。
前
述
の
よ
う
に
「
避
實
而
擊
虛
」
は
「
奇
正
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
『
李
衞
公
問
對
』
に
お
い
て

も
「
孫
武
所
形
人
而
我
無
形
、
此
乃
奇
正
之
極
致
（
孫
武
の
所
謂
る
人
に
形
せ
し
め
て
我
は
形
無
し
と
は
、
此
れ
乃
ち
奇
正
の
極
致
な
り
）
」
（
卷
上
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
「
故
形
兵
之
極
、
至
於
無
形
。
無
形
、
則
深
間
不
能
窺
、
智
者
不
能
謀
（
故
に
兵
を
形
は
す
の
極
は
、
無
形
に
至
る
。
無
形
な
れ
ば
、
則
ち
深
間
も
窺
ふ
能
は
ず
、
智

者
も
謀
る
能
は
ず
）
」
（
Ｐ
20
）
と
は
、
軍
全
體
の
態
勢
や
作
戰
な
ど
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
廣
義
の
意
味
に
も
取
れ
る
が
、
こ
れ
ら
「
虛
實
」
「
奇
正
」
か
ら
の
繫
が
り
を

考
え
れ
ば
、
實
際
の
戰
鬪
に
お
け
る
軍
隊
の
動
き
が
「
奇
正
」
の
無
窮
の
運
用
に
よ
っ
て
豫
測
が
つ
か
な
い
と
い
う
意
味
に
と
る
方
が
適
當
で
あ
る
。
「
夫
兵
形
象
水
、

水
之
形
～
」
（
Ｑ
24
）
以
下
は
そ
の
變
化
の
樣
子
を
喩
え
た
も
の
で
あ
り
、
無
形
の
樣
子
を
稱
え
た
「
微
乎
微
乎
、
至
於
無
形
。
神
乎
神
乎
、
至
於
無
聲
、
故
能
為
敵
之

司
命
（
微
な
る
か
な
微
な
る
か
な
、
無
形
に
至
る
。
神
な
る
か
な
神
な
る
か
な
、
無
聲
に
至
る
、
故
に
能
く
敵
の
司
命
を
為
す
）
」
（
Ｇ
８
）
と
と
も
に
、
こ
の
一
連
の
內
容
の
極
意
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八
〇

と
し
て
古
く
か
ら
口
誦
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
四
　
現
行
本
虛
實
篇
の
編
纂
に
つ
い
て

で
は
、
元
來
の
虛
實
篇
が
、
上
述
の
よ
う
に
戰
術
に
關
す
る
具
體
的
な
記
述
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
變
化
し
て
現
行
本
の
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

具
體
的
な
記
述
が
現
行
本
に
殘
っ
て
い
な
い
こ
と
に
關
し
て
は
、
時
代
の
推
移
と
共
に
重
要
視
さ
れ
な
く
な
り
削
除
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
『
隋
書
』
經
籍
志
の
「
孫
子

八
陣
圖
一
卷
」
な
ど
の
著
錄
書
の
よ
う
に
獨
立
・
別
行
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
一
部
分
が
失
わ
れ
た
後
、
さ
ら
に
幾
度
か
の
編
纂
を
經
る
う

ち
に
、
文
・
章
が
移
動
さ
せ
ら
れ
、
篇
次
も
變
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
編
纂
過
程
に
お
い
て
、
虛
實
篇
が
現
在
の
よ
う
な
構
造
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
理
由
に

つ
い
て
、
以
下
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。

一
つ
に
は
「
虛
實
」
の
解
釋
の
變
化
が
考
え
ら
れ
る
。

先
に
擧
げ
た
『
呂
氏
春
秋
』
お
よ
び
『
淮
南
子
』
の
解
釋
は
、
趙
本
學
注
に
も
「
猶
元
氣
之
有
虛
實
。
虛
者
為
病
、
實
者
為
健
（
猶
ほ
元
氣
の
虛
實
有
る
が
ご
と
き
な
り
。

虛
は
病
た
り
、
實
は
健
た
り
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
醫
書
の
「
虛
實
」
の
概
念
を
連
想
さ
せ
る
。
『
黃
帝
內
經
』
に
は

　
天
有
寒
暑
、
人
有
虛
實
。
（
素
問
卷
八
・
寶
命
全
形
論
篇
）
　
　
天
に
寒
暑
有
り
、
人
に
虛
實
有
り
。

　
黄
帝
問
曰
、
何
謂
虛
實
。
歧
伯
對
曰
、
邪
氣
盛
則
實
、
精
氣
奪
則
虛
。
（
同
・
通
評
虛
實
論
篇
）

黃
帝
問
ひ
て
曰
く
、
何
を
か
虛
實
と
謂
は
ん
、
と
。
歧
伯
對
へ
て
曰
く
、
邪
氣
盛
ん
な
れ
ば
則
ち
實
、
精
氣
奪
は
る
れ
ば
則
ち
虛
な
り
。

　
凡
用
鍼
者
、
虛
則
實
之
、
滿
則
泄
之
。
（
靈
樞
・
九
鍼
十
二
原
篇
）
　
　
凡
そ
鍼
を
用
ふ
る
者
は
虛
な
れ
ば
則
ち
之
を
實
に
し
、
滿
な
れ
ば
則
ち
之
を
泄
ら
す
。

な
ど
と
あ
り
、
「
虛
實
」
は
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
陰
陽
思
想
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
變
化
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
に
傳
わ
る
『
黃
帝
內
經
』
は
唐

代
の
王
冰
に
よ
る
輯
本
で
、
文
や
用
語
も
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
近
年
の
出
土
文
物
の
中
に
祖
本
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
り

、
他
に

も
醫
書
が
い
く
つ
か
出
土
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
『
黃
帝
內
經
』
と
同
じ
よ
う
に
「
虛
實
」
を
說
明
し
た
部
分
は
見
つ
か
っ
て
は
い
な
い
が
「
脈
盈
而
洫
之
、
虛
而
實
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之
、
靜
則
待
之
（
脈
盈
な
ら
ば
之
を
洫
に
し
、
虛
な
ら
ば
之
を
實
に
し
、
靜
な
ら
ば
則
ち
之
を
待
つ
）
」
（
張
家
山
漢
簡
「
脈
書
」
）
な
ど
の
記
述
が
見
ら
れ
、
「
虛
」
「
實
」
の
概
念

は
漢
代
以
前
か
ら
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る

。
兵
法
の
「
虛
實
」
を
氣
に
結
び
つ
け
、
互
い
に
變
化
す
る
も
の
と
す
る
解
釋
は
、
こ
れ
ら
醫
書
の
考
え
方
と
關
聯
し
た
陰

陽
思
想
を
應
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
古
代
の
陣
法
が
多
く
陰
陽
思
想
に
關
聯
付
け
て
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
第
二
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
そ
の
影
響
も
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
決
し
て
強
引
な
附
會
で
は
な
く
、
元
來
『
孫
子
』
に
は
、

　
　
故
能
而
示
之
不
能
、
用
而
示
之
不
用
、
近
而
示
之
遠
、
遠
而
示
之
近
。
…
…
怒
而
撓
之
、
卑
而
驕
之
、
佚
而
勞
之
、
親
而
離
之
。
（
始
計
篇
）

故
に
能
な
る
も
之
に
不
能
を
示
し
、
用
な
る
も
之
に
不
用
を
示
し
、
近
な
る
も
之
に
遠
を
示
し
、
遠
な
る
も
之
に
近
を
示
す
。
…
…
怒
な
れ
ば
之
を
撓み

だ

し
、
卑
な
れ
ば
之
を
驕
ら
せ
、

佚
な
れ
ば
之
を
勞
し
、
親
な
れ
ば
之
を
離
す
。

　
　
亂
生
於
治
、
怯
生
於
勇
、
弱
生
於
強
。
（
兵
勢
篇
）
　
　
亂
は
治
よ
り
生
じ
、
怯
は
勇
よ
り
生
じ
、
弱
は
強
よ
り
生
ず
。

な
ど
の
相
反
す
る
狀
態
の
轉
化
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
陰
陽
思
想
に
通
じ
る
要
素
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
奇
正
」
に
い
た
っ
て
は
「
奇
正
相
生
、
如
循
環
之
無
端
、

孰
能
窮
之
哉
（
奇
正
の
相
生
ず
る
は
、
循
環
の
端
無
き
が
如
し
、
孰
れ
か
能
く
之
を
窮
め
ん
や
）
」
と
循
環
す
る
こ
と
が
本
文
中
で
明
ら
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
奇
正
」

を
述
べ
て
い
る
兵
勢
篇
の
章
お
よ
び
「
無
形
」
に
つ
い
て
述
べ
る
虛
實
篇
Ｃ
・
Ｑ
・
Ｐ
に
は
、

　
　
終
而
復
始
、
四
時
是
也
。
死
而
復
生
、
日
月
是
也
。
…
…
味
不
過
五
、
五
味
之
變
、
不
可
勝
嘗
也
…
…
（
兵
勢
篇
Ｃ
４
）

終
り
て
復
た
始
ま
る
は
、
四
時
是
な
り
。
死
し
て
復
た
生
ず
る
は
、
日
月
是
な
り
。
…
…
味
は
五
に
過
ぎ
ざ
る
も
、
五
味
の
變
、
勝
げ
て
嘗
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
…
…

　
　
故
五
行
無
常
勝
、
四
時
無
常
位
、
日
有
短
長
、
月
有
死
生
。
（
虛
實
篇
Ｑ
25
）
　
　
故
に
五
行
に
常
勝
無
く
、
四
時
に
常
位
無
く
、
日
に
短
長
有
り
、
月
に
死
生
有
り
。

と
循
環
す
る
も
の
が
比
喩
と
し
て
擧
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
陰
陽
思
想
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
「
奇
正
」
の
運
用
の
樣
を
表

し
た
素
朴
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、『
北
堂
書
鈔
』
の
引
用
文
の
よ
う
に
、
陰
陽
思
想
に
結
び
付
け
て
解
釋
し
た
注
の
文
が
竄
入
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
『
黃
帝
內
經
』
で
は
「
虛
」
は
「
實
」
と
の
組
み
合
わ
せ
が
壓
倒
的
に
多
く
、
「
虛
實
」
は
醫
術
用
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
感
が
あ
る
が
、
「
虛
」
は
他
に

「
陽
」
「
盛
」
「
盈
」
な
ど
の
語
と
も
組
み
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
語
は
「
實
」
と
ほ
ぼ
同
意
義
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
注
目
し
た
い
の
は
「
盈
」
で

あ
る
。

筆
者
は
上
述
の
醫
書
や
兵
書
に
お
け
る
「
虛
實
（
實
虛
）
」
が
陰
陽
思
想
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
「
盈
虛
」
と
の
混
用
に
關
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

「
盈
」
は
「
實
」
と
同
じ

〝
み
た
す
〞

、
あ
る
い
は

〝
み
ち
た
狀
態
〞

と
い
う
意
味
で
多
く
使
用
さ
れ
る
語
で
あ
る
が
、「
實
」
と
比
べ
變
化
す
る
も
の
と
い
う
意
味
を
多
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八
二

く
含
ん
で
い
る
。
『
說
文
解
字
』
（
五
上
・
皿
部
）
に
は
「
滿
器
也
（
器
を
滿
た
す
こ
と
な
り
）
」
と
あ
り
、
「
盈
虛
」
は
『
易
』
に

　
君
子
尚
消
息
盈
虛

3

3

、
天
行
也
。
（
剝
）
　
　
君
子
の
消
息
盈
虛
を
尚
ぶ
は
、
天
の
行
ひ
な
れ
ば
な
り
。

　
損
益
盈3

虛3

、
與
時
偕
行
。
（
損
）
　
　
損
益
盈
虛
は
、
時
と
偕
に
行
は
る
。

　
日
中
則
鋪
、
月
盈
則
食
、
天
地
盈
虛

3

3

、
與
時
消
息
。
（
豐
）
　
　
日
中
す
れ
ば
則
ち
鋪
き
、
月
盈
つ
れ
ば
則
ち
食
く
、
天
地
の
盈
虛
は
、
時
と
消
息
す
。

と
見
え
、
ま
た
『
莊
子
』
（
外
篇
・
秋
水
）
に
も
、

　
　
天
下
之
水
、
莫
大
於
海
、
萬
川
歸
之
、
不
知
何
時
止
而
不
盈3

。
尾
閭
泄
之
、
不
知
何
時
已
而
不
虛3

。

天
下
の
水
、
海
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
萬
川
之
に
歸
し
て
、
何
れ
の
時
に
か
止
む
を
知
ら
ざ
る
も
盈
な
ら
ず
。
尾
閭
は
之
を
泄
ら
し
て
、
何
れ
の
時
に
か
已
む
を
知
ら
ざ
る
も
虛

な
ら
ず
。

　
　
察
乎
盈
虛

3

3

、
故
得
而
不
喜
、
失
而
不
憂
、
知
分
之
無
常
也
。
　
　
盈
虛
を
察
し
、
故
に
得
て
喜
ば
ず
、
失
ひ
て
憂
へ
ず
、
之
を
分
か
つ
こ
と
無
常
な
る
を
知
る
な
り
。

　
　
消
息
盈
虛

3

3

、
終
則
有
始
。

　
　
消
息
盈
虛
、
終
れ
ば
則
ち
始
ま
る
こ
と
有
り
。

な
ど
と
見
え
る

。
こ
の
よ
う
に
、
「
盈
虛
」
は
月
の
滿
ち
缺
け
や
水
の
增
減
・
潮
の
干
滿
な
ど
、
特
に
自
然
現
象
の
變
化
に
關
す
る
用
例
が
多
い
。
卽
ち
、
循
環
す
る
も

の
で
、
陰
陽
思
想
に
通
じ
る
語
で
あ
る
。
一
方
、
「
實
」
は
『
說
文
解
字
』
（
七
下
・
宀
部
）
に
は
「
富
也
。
…
…
貫
為
貨
物
（
富
な
り
。
…
…
貫
は
貨
物
為
り
）
」
と
あ
り
、

白
川
靜
氏
は
「
宀
は
宗
廟
。
貫
は
貝
貨
を
貫
き
連
ね
た
形
で
、
貝
を
宗
廟
に
獻
ず
る
意
」
（
『
字
通
』
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
）
と
し
て
い
る
。
「
實
」
「
虛
」
の
組
み
合
わ

せ
は
『
易
』
に
は
見
え
ず
、
先
秦
諸
子
の
書
に
も
、
前
述
の
「
盈
虛
」
の
よ
う
に
變
化
す
る
も
の
と
い
う
意
味
を
含
む
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。
銀
雀
山
漢
簡
「
積
疏
篇

」

で
は
こ
の
「
盈
虛
」
が
、

…
…
（
積
）
勝
疏
、
盈3

勝
虛3

、
俓
勝
行
、
疾
勝
徐
、
衆
勝
寡
、
劮
勝
勞
。
…
…
積
疏
相
為
變
、
盈
虛

3

3

（
相
為
變
、
俓
行
相
為
變
）
、
疾
徐
相
為
變
、
…
…
適
積
故
可
疏
、

盈
故
可
虛
…
…

…
…
（
積
）
は
疏
に
勝
ち
、
盈
は
虛
に
勝
ち
、
俓
は
行
に
勝
ち
、
疾
は
徐
に
勝
ち
、
衆
は
寡
に
勝
ち
、
劮
〔
佚
〕
は
勞
に
勝
つ
。
…
…
積
疏 

相
變
を
為
し
、
盈
虛
（
相
變
を
為

し
、
俓
行 

相
變
を
為
し
）
、
疾
徐 

相
變
を
為
す
、
…
…
適
〔
敵
〕
積
な
る
が
故
に
疏
に
す
べ
く
、
盈
な
る
が
故
に
虛
と
す
べ
し
…
…

と
相
反
す
る
が
相
互
に
轉
化
す
る
も
の
と
し
て
、
「
衆
寡
」
や
「
佚
勞
」
な
ど
『
孫
子
』
で
も
兵
の
要
素
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
語
と
と
も
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
『
六

韜
』
文
韜
に
は
「
盈
虛
」
篇
が
あ
り
、
「
一
盈
一
虛
」
と
變
化
す
る
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
章
で
取
り
上
げ
た
『
孫
子
』
と
深
い
關
わ
り
が
あ
る
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第
三
章
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
考

八
三

銀
雀
山
漢
簡
「
奇
正
篇
」
に
お
い
て
も
、
「
實
」
「
虛
」
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
「
盈
」
と
「
敗
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
元
來
の
「
實
虛
篇
」
が
編
ま
れ
た
當
時
に
は
、
「
實
虛
（
虛
實
）
」
は
陰
陽
思
想
に
關
聯
す
る
語
で
は
な
く
、
兵
法
に
お
け
る
「
實
虛
」
と
「
盈
虛
」
に
は

明
確
な
區
別
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
時
代
を
隔
て
「
盈
」
と
「
實
」
が
混
用
さ
れ
、
ま
た
漢
の
惠
帝
（
在
位
前
一
九
四
―
一
八
八
）
の
諱

を
避
け
る
た
め
「
盈
」
が
他
字
に
書
き
換
え
ら
れ
る
な
ど
し
て
、
本
來
「
盈
虛
」
が
持
っ
て
い
た
意
味
が
「
實
虛
」
に
含
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
陰
陽
思
想
の
影
響
を
大
き

く
受
け
て
い
る
は
ず
の
『
淮
南
子
』
兵
略
訓
に
「
盈
」
「
虛
」
の
組
み
合
わ
せ
が
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
世
の
兵
書
に
も
見
え
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ

う
。
現
行
本
の
虛
實
篇
は
、
元
來
の
虛
實
篇
の
一
部
分
と
他
篇
の
重
複
章
（
あ
る
い
は
殘
餘
）
を
輯
め
、
上
述
の
よ
う
に
し
て
陰
陽
思
想
と
結
び
つ
い
た
「
虛
實
」
の
概

念
に
關
聯
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か

。

そ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
篇
數
の
問
題
で
あ
る
。

か
つ
て
余
嘉
錫
が
『
古
書
通
例
』
に
お
い
て
述
べ
た
篇
別
行
說
は
、
近
年
の
出
土
文
獻
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
證
明
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

。
た
だ
し
、
『
孫
子
』
に
關

し
て
い
え
ば
、
銀
雀
山
漢
簡
で
も
十
三
篇
の
う
ち
十
二
篇
の
文
に
あ
た
る
も
の
が
出
土
し
て
お
り
、
十
三
篇
の
篇
題
を
書
い
た
木
牘
も
發
見
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
史
記
』

や
銀
雀
山
漢
簡
『
孫
子
』
佚
篇
「
見
吳
王
」
な
ど
の
記
述
に
も
「
十
三
篇
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
早
く
か
ら
十
三
篇
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、

〝
『
孫
子
』
＝
十
三
篇
〞

と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
別
の
テ
キ
ス
ト
と
併
せ
た
り
、
部
分
的
に
獨
立
單
行

さ
れ
た
り
、
意
圖
的
な
改
變
や
削
除
が
為
さ
れ
た
り
す
る
と
い
っ
た
編
纂
過
程
で
篇
數
が
增
減
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
「
十
三
篇
」
に
す
る
た
め
の
調
整
が
行
わ
れ
た
可

能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
管
子
』
で
は
、
金
谷
治
氏
は
封
禪
篇
が
『
史
記
』
封
禪
書
か
ら
補
っ
た
と
い
う
注
記
が
あ
る
こ
と
を
擧
げ
て
、
ほ
か
に
も
亡
失
し

た
篇
に
他
書
か
ら
の
代
入
が
あ
っ
た
り
、
篇
の
內
容
を
動
か
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
『
管
子
の
研
究
』
第
一
章
「
『
管
子
』
と
い
う
書
物
」
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
。

他
篇
の
殘
餘
を
集
成
し
た
か
の
よ
う
な
、
他
篇
と
重
複
し
た
內
容
の
章
句
が
雜
然
と
竝
べ
ら
れ
た
九
地
篇
や
虛
實
篇
の
體
裁
に
は
、
そ
の
一
面
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

以
上
、
元
來
『
孫
子
』
で
說
か
れ
て
い
た
「
虛
實
」
と
は
「
敵
の
隙
を
擊
つ
」
と
い
う
原
則
的
な
こ
と
で
あ
り
、
虛
實
篇
は
、
主
に
實
際
の
戰
鬪
に
お
い
て
「
奇
正
」

を
運
用
し
「
虛
」
を
擊
つ
と
い
う
戰
術
に
關
わ
る
內
容
、
具
體
的
に
は
陣
法
に
關
わ
る
內
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
具
體
的
な
記
述
が
失
わ
れ
た
後
、

多
く
の
編
纂
過
程
を
經
る
う
ち
に
文
・
章
が
移
動
し
た
が
、
そ
の
編
纂
に
は
「
虛
實
」
に
對
す
る
解
釋
の
變
化
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
し
た
。
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八
四

『
孫
臏
兵
法
』
陳
忌
問
壘
篇
に
、

　
明
之
吳
越
、
言
之
於
齊
、
曰
、
亅
孫
氏
之
道

0

0

0

0

者
、
必
合
於
天
地
。

之
を
吳
越
に
明
ら
か
に
し
、
之
を
齊
に
言
ふ
、
曰
く
、
孫
氏
の
道
を
亅
〔
知
〕
る
者
は
、
必
ず
天
地
に
合
す
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
整
理
小
組
は
、
こ
の
記
述
は
孫
武
・
孫
臏
の
軍
事
理
論
を
一
家
の
學
說
と
み
な
す
も
の
で
あ
り
、
二
人
の
孫
子
を
含
む
た
め
「
孫
子
」
で
な
く

「
孫
氏
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
し
て
い
る
（
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕
』
）
。
つ
ま
り
こ
の
文
か
ら
は
、『
孫
子
兵
法
』
『
孫
臏
兵
法
』
の
流
れ
を
受
け
繼
い
だ
所
謂
「
孫
氏
」

學
派
が
齊
に
存
在
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
金
谷
治
氏
は
、
『
論
語
』
の
編
纂
に
關
す
る
問
題
に
お
い
て
、
斷
片
的
な
資
料
が
集
め
ら
れ
て
編
纂
が
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
篇
の
順
序
や
ま
と
ま
り
に
特
別
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
が
、
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
編
纂
者
の
意
圖
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
篇
も
存
在
す
る
と
し
て
い

る

。
現
行
本
の
『
孫
子
』
虛
實
篇
に
編
纂
者
、
卽
ち
孫
氏
學
派
の
意
圖
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
本
來
『
孫
子
』
に
あ
る
轉
化
の
考
え
を
陰
陽
思
想
に
關
聯
付
け
、
戰
略
理

論
全
體
に
「
虛
實
」
の
概
念
を
當
て
は
め
て
說
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
孫
氏
」
學
派
が
存
在
し
た
の
は
、
樣
々
な
思
想
が
發
展
し
た
齊
國
で
あ
る
。
彼
ら

が
諸
思
想
の
影
響
を
受
け
、
『
孫
子
』
を
編
纂
す
る
過
程
に
お
い
て
、
單
に
實
用
的
な
兵
法
書
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
『
孫
子
』
の
根
底
に
流
れ
る
思
想
を
體
系
化
し
位

置
付
け
た
い
と
考
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
本
來
の
「
虛
實
」
を
示
し
た
記
述
が
失
わ
れ
た
後
、
主
に
前
半
の
戰
略
に
關
わ
る
篇
の
重
複
章
を
入
れ
た
の

は
、
そ
の
意
圖
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
意
圖
的
に
陣
法
な
ど
の
記
述
を
獨
立
さ
せ
て
こ
れ
を
除
き
、
理
論
を
述
べ
た
部
分
の
み
で
構
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

果
た
し
て
、
「
虛
實
」
は
そ
の
樞
要
と
し
て
見
做
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
『
孫
子
』
は
中
國
兵
書
の
聖
典
と
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
思
想
書
と
し
て
も
高
い
評
價

を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
三
章
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
考

八
五

　
　
　
注

①　

『
李
衞
公
問
對
』
は
宋
刻
武
經
七
書
本
（
『
中
國
兵
書
集
成
』
２
所
收
、
解
放
軍
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
に
據
り
、
訓
點
お
よ
び
解
釋
は
吳
如
嵩
・
王
顯
臣
兩
氏
『
李
衞
公
問
對
校
注
』
（
中

華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
を
參
考
に
し
た
。
な
お
、
偽
書
說
に
つ
い
て
は
第
二
章
の
注
④
參
照
。

②　

李
零
氏
『
吳
孫
子
發
微
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
七
年
）
一
三
一
頁
「
三
種
宋
本
的
字
數
」
に
よ
る
（
な
お
、
同
書
で
は
行
軍
篇
の
字
數
が
、
魏
武
帝
註
本
で
は
66
字
、
武
經
七
書
本
で
は

67
字
と
な
っ
て
い
る
が
、
606
字
と
607
字
の
誤
植
で
あ
ろ
う
）
。

③　

「
孫
子
の
研
究
」
（
『
武
內
義
雄
全
集
』
第
七
卷
收
錄
、
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
。
金
谷
治
氏
の
解
題
に
よ
れ
ば
、
全
集
が
初
出
で
あ
る
が
執
筆
は
一
九
四
九
年
頃
で
あ
ろ
う
と
す
る
）
に

よ
る
。
な
お
、
武
內
氏
は
「
孫
子
考
文
」
（
初
出
「
名
古
屋
大
學
文
學
部
研
究
論
集
」
三
號
、
一
九
五
二
年
三
月
。
本
稿
で
は
全
集
本
に
據
っ
た
）
で
も
ほ
ぼ
同
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
以
下
、

同
書
の
武
內
氏
の
說
に
つ
い
て
は
注
記
を
省
略
す
る
。

④
　
「
勢
」
と
「
形
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
第
二
章
參
照
。
ま
た
、
『
孫
子
』
の
「
形
」
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
黨
軍
旗
氏
「
《
孫
子
》

〝
形
〞

義
辨
」
（
山
西
大
學
學
報
（
哲
學
社
會
科
學
版
）

總
第
七
十
八
期
、
一
九
九
七
年
十
一
月
）
が
あ
る
。
黨
氏
は
『
孫
子
』
中
の
樣
々
な
「
形
」
の
用
例
に
つ
い
て
檢
討
し
、
「
形
、
指
的
是
軍
事
活
動
中
的
一
切
外
在
表
現
形
式
」
と
し
て
い
る
。

　⑤　

沈
友
注
は
、
淸
・
朱
墉
輯
、
國
英
重
訂
『
重
刊
武
經
七
書
彙
解
』
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
。
沈
友
注
本
に
つ
い
て
は
、
『
隋
書
』
經
籍
志
に
は
「
『
孫
子

兵
法
』
二
卷
、
吳
處
士
沈
友
撰
、
亡
」
と
あ
る
が
、
『
舊
唐
書
』
經
籍
志
に
は
「
『
孫
子
』
二
卷
、
沈
友
注
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑥　

『
呂
氏
春
秋
』
は
四
部
叢
刊
本
に
據
っ
た
。

⑦　

金
谷
治
氏
は
『
管
子
の
研
究
』
第
四
章
「
『
管
子
』
の
思
想
（
上
）
」
第
五
節
「
強
兵
思
想
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
で
『
管
子
』
と
『
孫
子
』
『
孫
臏
兵
法
』
な
ど
の
兵
法
書
と
の

關
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

⑧　

「
將
失
篇
」
は
、
一
九
七
五
年
の
『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕
』（
文
物
出
版
社
）
で
は
『
孫
臏
兵
法
』
の
下
篇
十
五
篇
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
五
年
の
改
訂
版
で
は
外
さ
れ
て
い
る
。

銀
雀
山
一
號
・
二
號
墓
す
べ
て
の
漢
簡
の
釋
文
を
簡
の
整
理
番
號
順
に
收
錄
し
た
吳
九
龍
氏
『
銀
雀
山
漢
簡
釋
文
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
で
は
、
十
五
篇
は
漢
簡
の
他
篇
と
と
も
に
「
論

政
論
兵
之
類
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
は
張
震
澤
氏
『
孫
臏
兵
法
校
理
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
）
お
よ
び
李
興
斌
・
邵
斌
兩
氏
『
孫
臏
兵
法
新
釋
』（
齊
魯
書
社
、
二
〇
〇
二
年
）

を
使
用
し
た
。

⑨
　
『
吳
子
』
『
六
韜
』
は
い
ず
れ
も
『
中
國
兵
書
集
成
』
１
（
解
放
軍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
所
收
の
宋
刻
武
經
七
書
本
に
據
っ
た
。

⑩　

『
李
衞
公
問
對
校
注
』
「
前
言
」
（
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。
「
《
問
對
》
在
討
論
奇
正
是
造
成
主
動
地
位
的
方
法
時
、
首
先
注
意
到
奇
正
同
虛
實
之
間
的
關
係
。

它
說

〝
不
知
以
奇
為
正
、
以
正
為
奇
、
不
知
虛
實
。
〞

又
說

〝
奇
正
者
、
所
以
致
敵
之
虛
實
也
。
敵
實
、
則
我
必
以
正
。
敵
虛
、
則
我
必
以
奇
。
〞

也
就
是
說
、
已
經
察
明
的
敵
人
防
御
薄
弱

之
處
（
敵
虛
）
、
應
是
我
之
主
攻
方
向
、
就
要
集
中
兵
力
（
把
正
兵
變
為
奇
兵
）
豫
以
攻
擊
、
而
讓
次
要
兵
力
（
把
奇
兵
變
為
正
兵
）
策
應
主
攻
方
向
奇
兵
的
作
戰
。
」

⑪　

前
揭
『
吳
孫
子
發
微
』
虛
實
第
六
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。「

〝
虛
實
〞

是
指
兵
力
的
相
對
集
中
和
相
對
分
散
。
它
與

〝
奇
正
〞

不
同
、
〝
奇
正
〞

是
將
己
方
兵
力
投
入
實
際
戰
鬪
時
所
做
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八
六

的
戰
術
配
置
、
而

〝
虛
實
〞

則
是
指
通
過
分
散
集
結
的
運
動
變
化
以
造
成
豫
定
會
戰
地
點
上
的
我
強
敵
劣
（

〝
我
專
而
敵
分
〞

、

〝
我
衆
敵
寡
〞

）
。
」

⑫　

『
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
〔
壹
〕
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
に
據
る
。
そ
の
中
で
、
「
守
法
守
令
等
十
三
篇
」
の
中
に
は
他
に
も
『
管
子
』
『
墨
子
』
な
ど
の
書
と
重
複
す
る
箇
所
が
多
く

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑬　

『
尉
繚
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
前
揭
『
中
國
兵
書
集
成
』
１
所
收
の
宋
刻
武
經
七
書
本
を
使
用
し
た
。
な
お
、
（
）
內
の
字
は
李
解
民
氏
『
尉
繚
子
譯
注
』
（
河
北
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）

に
據
っ
て
補
っ
た
。

⑭
　
前
揭
『
李
衞
公
問
對
校
注
』
前
言
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。「
五
陣
的
中
央
為
將
領
的
指
揮
位
置
、
前
後
左
右
卽
戰
斗
部
隊
的
位
置
、
稱
為

〝
陣
地
〞

或

〝
實
地
〞

。
在
戰
斗
部
隊
之
間
的

間
隙
地
帶
、
稱
為

〝
閑
地
〞

或

〝
虛
地
〞

。
在

〝
實
地
〞

作
戰
的
部
隊
就
是

〝
正
兵
〞

。
利
用

〝
虛
地
〞

實
施
機
動
的
部
隊
就
是

〝
奇
兵
〞

。
」

⑮
　
前
揭
『
吳
孫
子
發
微
』
虛
實
第
六
に
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。「
（
注
⑪
の
文
よ
り
續
く
）
作
者
也
把
這
種

〝
避
實
擊
虛
〞

〝
以
衆
擊
寡
〞

的
運
用
之
妙
稱
作

〝
形
兵
〞

。
這
種

〝
形
兵
〞

的

〝
形
〞

是
一
種
人
為
造
成
的
態
勢
、
具
有
相
當
大
的
隨
機
性
質
、
所
以
作
者
也
稱
之
為

〝
無
形
〞

。
」

⑯
　
『
黃
帝
內
經
』
の
テ
キ
ス
ト
は
四
部
叢
刊
本
を
使
用
し
た
。
ま
た
『
黃
帝
內
經
』
と
出
土
醫
書
の
關
聯
な
ど
に
つ
い
て
は
山
田
慶
兒
氏
『
中
國
醫
學
の
起
源
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）

を
參
考
に
し
た
。

⑰
　
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
號
墓
〕
』
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
に
據
る
と
、
出
土
し
た
曆
書
か
ら
、
墓
主
が
死
亡
し
た
の
は
呂
后
二
年
（
紀
元
前
一
八
六
年
）
か
少
し
後
と
さ

れ
、
簡
が
書
寫
さ
れ
た
の
は
そ
れ
以
前
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
同
書
で
は
、
こ
の
「
脈
書
」
の
後
半
部
分
が
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
「
陰
陽
十
一
脈
灸
經
」
「
脈
法
」
「
陰
陽
脈
死
候
」
と
重
複
し

て
お
り
、
內
容
を
補
い
合
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

⑱　

『
莊
子
』
は
『
二
十
二
子
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
所
收
の
郭
象
注
本
に
據
っ
た
。

⑲
　
「
積
疏
篇
」
は
前
揭
の
「
將
失
篇
」
と
同
じ
く
、『
孫
臏
兵
法
』
下
篇
と
さ
れ
て
い
た
が
そ
の
後
「
論
政
論
兵
之
類
」
に
分
類
さ
れ
た
篇
で
あ
る
（
テ
キ
ス
ト
な
ど
に
つ
い
て
は
注
⑧
を
參
照
）
。

な
お
、
（
）
は
缺
簡
部
分
を
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑳　

「
虛
」
「
實
」
を
含
め
陰
陽
思
想
に
關
聯
す
る
語
は
、
醫
書
だ
け
で
な
く
樣
々
な
技
術
書
で
見
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
專
門
用
語
と
さ
れ
て
い
る
。
兵
書
を
は
じ
め
と
し
た
、
こ
う
し
た
技
術

書
の
語
彙
と
陰
陽
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
は
更
な
る
檢
討
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
な
お
、
藝
術
に
お
け
る
「
虛
實
」
に
つ
い
て
は
、
曹
順
慶
氏
等
『
中
國
古
代
文
論
話
語
』

第
三
編
「
虛
實
相
生
；
從
宇
宙
大
化
到
藝
術
表
現
」
（
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
一
年
）
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。



　

『
古
書
通
例
』
卷
三
、
古
書
單
篇
別
行
之
例
（
『
余
嘉
錫
說
文
獻
學
』
收
錄
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
に
據
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
古
書
は
一
時
期
に
出
來
た
も
の
で
は
な
く
、

作
ら
れ
た
部
分
か
ら
世
に
行
わ
れ
、
そ
れ
が
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
李
學
勤
氏
は
出
土
文
物
に
お
い
て
篇
が
單
行
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
は
、
當
時
の
書
寫

材
料
の
狀
況
が
原
因
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
（
『
簡
帛
佚
籍
與
學
術
史
』
、
時
報
文
化
出
版
、
一
九
九
四
年
）
。



　

金
谷
氏
は
「
『
論
語
』
子
張
篇
の
編
纂
に
つ
い
て
」
（
「
集
刊
東
洋
學
」
第
八
十
四
號
、
二
〇
〇
〇
年
十
月
）
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
論
語
』
全
体
の
定
着
に
は
、
漢
初
に
至
る

ま
で
の
長
い
時
代
の
経
過
を
必
要
と
し
、
ま
た
そ
の
た
め
に
努
力
し
た
多
く
の
人
々
の
試
み
も
あ
っ
た
。
そ
の
初
め
は
「
子
張
こ
れ
を
紳し

ん

（
広
帯
）
に
書
す
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
（
衛
霊
公
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第
三
章
　
『
孫
子
』
虛
實
篇
考

八
七

篇
第
六
章
）
、
孔
子
か
ら
聞
い
た
言
葉
を
直
接
に
そ
の
ま
ま
記
録
し
た
よ
う
な
言
葉
も
少
な
か
ら
ず
伝
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
断
片
的
な
資
料
が
し
だ
い
に
集
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

や
が
て
そ
れ
に
手
が
加
え
ら
れ
て
敷
衍
さ
れ
た
り
部
分
的
な
減
損
や
抹
消
が
あ
っ
た
り
す
る
種
々
の
テ
キ
ス
ト
が
、
と
り
わ
け
て
分
派
ご
と
の
対
立
を
背
景
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た

自
覚
も
な
し
に
、
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
個
別
的
な
資
料
群
を
寄
せ
集
め
て
大
き
な
ま
と
ま
り
に
作
り
上
げ
て
ゆ
く
と
い
っ
た
作
業
も
行
わ

れ
た
は
ず
で
あ
る
。
…
…
概
し
て
、
諸
篇
の
順
序
や
篇
ご
と
の
ま
と
ま
り
に
特
別
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
た
と
え
ば
八
佾
篇
は
礼
を
主
題
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い

よ
う
な
一
定
の
編
成
上
の
配
慮
が
よ
み
と
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
は
断
定
で
き
な
い
。
ま
し
て
篇
中
の
各
章
の
順
序
配
列
な
ど
に
定
ま
っ
た
脈
絡
を
考

え
る
こ
と
な
ど
は
、
と
り
わ
け
容
易
で
は
な
い
。
…
…
全
体
と
し
て
は
雑
然
と
し
て
ま
と
ま
り
が
な
い
よ
う
に
見
え
て
い
て
も
、
部
分
的
に
は
章
ご
と
に
何
ら
か
の
連
絡
が
あ
っ
て
何
章
か

が
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
篇
も
確
か
に
存
在
す
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
積
極
的
に
発
掘
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
…
…
」
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八
八

　
　
　
　
結
　　

語

以
上
、
現
行
本
『
孫
子
』
は
關
聯
の
あ
る
章
が
散
在
し
、
重
複
し
て
い
る
章
や
文
が
多
く
相
當
混
亂
し
た
書
で
あ
り
、
文
・
章
が
篇
の
內
外
で
移
動
し
た
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
兵
勢
篇
と
虛
實
篇
に
お
い
て
、
漢
簡
以
前
は
現
行
本
と
は
異
な
っ
た
形
態
で
あ
り
、
元
來
は
陣
法
に
關
係
す
る
記
述
が
含
ま
れ
て
い

た
の
が
、
具
體
的
な
記
述
が
失
わ
れ
移
動
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
さ
ら
に
、
「
形
」
「
虛
實
」
な
ど
中
心
と
な
る
語
の
解
釋
の
變
化
が
編
纂
過
程
に
與
え
た

影
響
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
『
孫
子
』
も
他
の
先
秦
諸
子
書
の
例
に
違
わ
ず
、
「
原
形
」
か
ら
多
く
の
編
纂
過
程
を
經
て
變
化
し
て
い
る
こ

と
が
窺
え
る
。
今
後
は
さ
ら
に
他
篇
に
つ
い
て
も
そ
の
構
造
お
よ
び
逸
文
も
含
め
た
各
章
・
文
に
關
し
て
、
語
彙
・
文
法
・
思
想
な
ど
樣
々
な
角
度
か
ら
詳
細
に
檢
討
し
、

引
き
續
き
『
孫
子
』
の
「
原
形
」
と
變
化
の
樣
子
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

思
う
に
、
「
原
形
」
か
ら
現
行
本
へ
の
變
化
は
決
し
て
『
孫
子
』
の
價
値
を
下
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
具
體
的
な
戰
術
の
記
述
が
失
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
あ
る

い
は
實
戰
に
對
す
る
技
術
書
と
し
て
の
價
値
は
下
が
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
論
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
思
想
書
と
し
て
は
む
し
ろ
洗
練
さ
れ
、
多
く
の
兵
書
が

時
代
の
推
移
と
共
に
失
わ
れ
て
い
く
中
で
、
永
く
傳
え
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
と
な
っ
た
。
「
原
形
」
と
そ
の
變
化
の
狀
況
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
そ
の
書
の
元
來
の
思
想

と
と
も
に
、
そ
の
書
に
關
わ
っ
た
多
く
の
編
纂
者
が
託
し
遺
そ
う
と
し
た
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
我
々
は
そ
れ
を
受
け
繼
ぎ
後
世

に
傳
え
遺
し
て
い
く
と
い
う
役
割
を
背
負
っ
た
立
場
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
る
の
で
あ
る
。
本
論
が
そ
の
一
端
を
擔
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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